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Ｉ

八
七
六
年
七
月
七
日
（
光
緒
二
年
閏
五
月
十
六
日
）

○
安
南
不
靖
（
安
南
、
靖
ん
ぜ
ず
〉
〔
香
港
の
西
報
に
云
う
。

八
七
五
年
十
月
二
十
七
日
（
光
諸
元
年
九
月
二
十
九
日
）

◎
西
南
大
勢
論
（
西
南
の
大
勢
論
）

○
安
南
覇
客
回
華
〈
安
南
の
蕊
客
、
華
に
回
る
）

八
七
五
年
六
月
十
一
日
〈
光
緒
元
年
五
月
初
八
日
〉

○
安
法
立
約
未
成
（
安
南
・
法
国
の
立
約
未
だ
成
ら
ず
〉

八
七
五
年
四
月
二
十
日
（
光
緒
元
年
一
一
一
月
十
五
日
）

◎
論
中
国
与
安
緬
接
界
形
勢
（
中
国
と
安
緬
の
。
接
界
の
形
勢
を
論
ず
）

八
七
四
年
十
二
月
十
八
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
十
一
月
初
十
日
〉

②
法
人
論
緬
甸
接
続
前
稿
〈
選
録
香
港
華
字
日
報
〉
〈
法
人
、

接
続
す
〉

八
七
四
年
十
二
月

③
法
人
論
緬
甸
（

旬
を
虎
視
す
〕

八
七
三
年
十
一
一
月
十
日
〈
同
治
十
一
一
年
十
月
一
一
十
一
日
）

③
為
安
南
王
代
理
訟
事
之
状
師
請
錆
案
罷
理
〈
選
録
香
港
中
外
新
聞
〉

訟
事
を
代
理
す
る
の
状
師
、
案
を
鎖
し
理
を
罷
め
ん
こ
と
を
請
う
〉

十
七
日
〈
同
治
十
三
年
十
一
月
初
九
日
〉

法
人
、
緬
甸
を
論
ず
）
〔
法
国
已
に
安
南
の
数
省
を
呑
併
し
、

近
ご
ろ
傭
う
る
に
、

緬
甸
を
論
ず

（
安
南
王
の
為
に

前
稿
を

今
又
緬

安
南
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Ⅲ
清
国
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に

於
・
る
越
南
問
題
関
連
記
事
・
論
説
見
出
し
一
覧
及
び
概
要



一
八
七
八
年
十
二
月
二
十

○
香
港
報
記
李
逆
事
〈

勢
い
破
竹
の
如
し
〕

八
七
八
年
十
二
月
十
八
日
（
光
緒
四
年
十
一
月
二
十
五
日
）

◎
論
李
揚
材
作
乱
大
勢
〈
李
揚
材
の
乱
を
作
す
の
大
勢
を
論
ず
）

●

八
七
八
年
十
一
一
月
十
六
日
〈
光
緒
四
年
十
一
月
一
一
十
三
日
）

○
李
逆
郵
耗
〔
李
揚
材
、
衆
を
率
い
て
関
を
出
で
て
安
南
の
土
地
を
図
ら
ん
と
翼
う
〕

６

八
七
八
年
十
二
月
十
九
日
（
光
緒
四
年
十
一
月
二
十
六
日
〉

◎
李
逆
禍
不
可
測
宜
速
図
鋤
説
く
李
逆
の
禍
は
測
る
べ
か
ら
ざ
れ
ぱ
宜
し
く
速
や
か
に
勤

を
因
る
べ
き
の
説
〉

八
七
八
年
十
二
月
二
十
四
日
（

ｏ
李
逆
続
耗
〔
刻
ご
ろ
聞
く
に
、

界
を
雛
る
る
こ
と
一
百
餘
里

曇
辨
近
日
所
傳
李
揚
材
事
〈
選

辮
ず
〉

八
七
九
年
一
月
三
日
（
光
緒
四
年
十
一
一
月
十
一
日
）

◎
李
逆
禍
終
不
測
説
（
李
逆
の
禍
は
終
に
測
ら
れ
ざ
る
の
説
）

八
七
九
年

八
七
九
年
一
月
六
日
（
光
緒
四
年
十
二
月
四
日
）

③
西
報
論
李
逆
事
（
西
報
、
李
逆
の
事
を
論
ず
）

を
見
て
、
心
に
殊
に
疑
い
謡
る
〕

国
小
や
晴
ん
ぜ
さ
る
あ
り
。

月
七
日
〈
光
緒
四
年
十

五
日
〈
光
緒
四
年
十
二
・
月
初
二
日
）

香
港
報
、
李
逆
の
事
を
記
す
）
〔
李
揚
材
、

王
弟
位
を
襲
わ
ん
と
意
図
す
る
に
因
る
〉

光
緒
四
年
十
二
月
初
一
日
）

李
逆
己
に
広
西
の
太
平
府
を
奪
取
す
。
該
処
は
安
南
の

〕録
香
港
循
環
日
報
〉
（
近
日
傳
、
つ
る
所
の
李
揚
材
の
事
を

月
十
五
日

、－〆 〔
西
人
、
華
官
の
手
を
束
ね
て
策
な
き

既
に
安
南
に
入
り
、

3１３



八
七
九
年
二
月
十
四
日
（
一
月
二
十
四
日
〉

○
越
南
近
耗
〔
去
冬
、
李
逆
将
に
党
を
率
い
て
関
を
出
ん
と
す
〕

八
七
九
年
一
月
三
十
日
（
光
緒
五
年
一
月
初
九
日
）

◎
声
罪
致
討
論
〔
本
朝
藩
属
の
．
朝
鮮
・
琉
球
・
安
南
・
邊
羅
・
緬
甸
は
、
皆
そ
の
地
を
以

て
号
と
為
し
、
自
ら
建
て
て
大
と
為
す
者
な
し
。
李
逆
の
僧
妄
此
の
如
し
〕

八
七
九
年
一
月
二
十
九
日
（
光
緒
五
年
一
月
初
（
日
）

○
南
乱
読
闇
〔
李
逆
、
東
京
を
窺
伺
し
、
潮
や
く
基
を
立
て
、
業
に
海
食
の
東
北

十
里
に
在
る
の
泰
梧
連
城
は
己
に
そ
の
奪
う
所
と
為
る
あ
り
〕

八
七
九
年
一
月
二
十
八
日
（
光
緒
五
年
一
月
初
七
日
）

○
李
逆
乱
始
案
発
（
李
逆
の
乱
の
始
め
の
案
発
る
）
〔
欧
羅
巴
洲
の
某
洋
行
、
香
港
・
上

海
等
の
処
に
分
設
す
る
者
あ
り
。
季
逆
、
之
と
稔
密
に
し
て
、
陸
続
と
し
て
軍
火
を
購

買
し
、
己
に
一
年
宥
畭
な
り
〕

八
七
九
年
一
月
二
十
日
〈
光
緒
四
年
十
二
月
一
一
十
八
日
〉

③
越
裳
国
政
記
聞
（
越
裳
の
国
政
記
聞
）
〔
越
南
は
中
朝
の
藩
服
と
為
り
て
久
し
く
職
責

の
班
に
居
る
〕

八
七
九
年
一
月
十
八
日
（
光
緒
四
年
十
二
月
二
十
六
日
）

○
李
逆
乱
耗
詳
記
〔
李
揚
材
は
中
国
の
革
弁
を
以
て
端
な
く
し
て
擬
し
て
南
藩
に
及
ぶ
。

此
れ
固
よ
り
薄
海
の
臣
民
亜
に
そ
の
消
滅
を
欲
し
糞
う
者
な
り
〕

八
七
九
年
一
月
十
五
日
（
光
緒
四
年
十
一
一
月
一
一
十
三
日
）

○
越
裳
近
事
〔
李
揚
材
、
安
南
を
鐵
擾
す
る
こ
と
経
に
已
に
数
月
。

時
は
、
量
山
及
び
五
台
山
等
の
処
を
占
拠
す
〕

○
調
兵
往
安
南
（
調
兵
し
て
安
南
に
往
く
〉

そ
の
初
め
て
至
る
の百

3１４



八
七
九
年
八
月

八
七
九
年
七
月
二
十

○
越
南
軍
耗
〔
李
逆
、

八
七
九
年
七
月
十
八
日
（
光
緒
五
年
五
月
二
十
九
日
）

○
越
南
捷
音
詳
述
〔
李
逆
己
に
臂
助
を
失
う
。
餘
匪
未
だ
淨
尽
せ
ず
と
錐
も
、

経
に
敗
窺
す
れ
ば
、
餘
孑
ま
た
復
た
熾
ん
に
な
り
難
し
〕

八
七
九
年
七
月
十
七
日
〈
光
緒
五
年
五
月
二
十
・
八
日
）

○
越
南
郵
音
〔
李
揚
材
の
勢
、
己
に
窮
蓬
し
、
そ
の
春
口
は
己
に
潟
軍
門
の
為
に
獲
住
せ

ら
る
〕

八
七
九
年
五
月
二
十
二
日
〈
光
緒
五
年
四
月
初

○
南
乱
将
已
（
南
乱
将
に
己
ま
ん
と
す
）

八
七
九
年
四
月
二
十
九
日

○
南
乱
近
聞
〔
今
、
西
報

離
れ
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、

八
七
九
年
二
月
一
一
十
八
日
〈
光
緒
五
年
一
一
月
初
八
日
）

○
越
南
近
事
〔
中
朝
命
ず
る
所
の
潟
軍
門
子
材
、
兵
を
督
し
て
進
勤
し
、

に
抵
る
〕

八
七
九
年
二
月
十
九
日
（
光
緒
五
年
一
月
二
十
九
日
）

◎
建
置
屏
藩
以
固
辺
防
論
〈
屏
藩
を
建
置
し
て
以
て
辺
防
を
固
む
る
の
論
）

八
七
九
年
二
月
十
七
日
（
光
緒
五
年
一
月
二
十
七
日
〉

霞
論
中
朝
宜
加
意
保
護
東
潟
各
国
〈
選
録
香
港
循
環
日
報
〉

東
篇
各
国
を
保
護
す
べ
き
を
論
ず
）

日
（
光
緒
五
年
六
月
十
四
日
〉

日
（
光
緒
五
年
六
月
初
五
日
）

因
り
て
潜
か
に
水
嶽
地
方
に
回
り
、

（
光
緒

を
閲
る

と
〕

五
年
閏

に
云
う
。

月
初
九
日
）

逆
党
は
安
南
の
内
地
に
在
り
て
華
兵
と
相
い

日
－戸

春
属
と
相
い
会
す
〕

（
中
朝
は
宜
し
く
加
意
し
て

刻
下
己
に
越
南

李
逆
業
に

3１５



八
八
○
年
一
月
三
十
日
（
光
緒
五
年
十
二
月
十
九
日
）

○
越
南
可
危
〈
越
南
危
う
か
る
べ
し
）
〔
越
南
の
地
興
を
萱
勘
す
る
の
富
冷
士
里
、
近
ご

ろ
忽
ち
人
に
刺
死
さ
る
。
査
す
る
に
、
富
冷
士
里
は
越
南
君
臣
の
悪
む
所
と
為
る
〕

八
八
○
年
一
月
一
日
〈
光
緒
五
年
十
一
月
二
十
日
）

○
李
逆
餘
聞
〔
李
揚
材
業
に
経
に
傘
獲
せ
ら
る
）

八
八
○
年

八
七
九
年
十
一
月
二
十
日
（
光
緒
五
年
十
月
初
七
日
〉

◎
中
国
自
棄
藩
邦
論
（
中
国
自
ら
藩
邦
を
素
つ
る
の
論
）
〔
安
南
に
就
き
て
論
ず
れ
ば
、

当
時
髪
逆
の
過
孑
潜
か
に
安
南
に
甑
す
。
乃
ち
中
国
未
だ
曾
て
告
竣
せ
ざ
る
の
軍
務
を

Ｑ

り
〕

八
七
九
年
十
一
月
十
日
（
光
緒
五
年
九
月
二
十
七
日
〉

○
越
南
飢
鰹
〔
越
南
ま
た
奇
荒
に
遇
い
、
災
区
甚
だ
広
し
〕

八
七
九
年

◎
書
安
法

ま
た
一

る
の
み

八
七
九
年
九
月
二
日
（
光
緒
五
年
七
月
十
六
日
）

⑨
訳
録
法
安
和
約
（
法
安
和
約
を
訳
録
す
）
〔
法
国
、
今
、
安
南
国
と
新
た
に
和
約
を
立

て
、
一
千
八
百
六
十
三
年
に
立
て
る
所
の
約
を
将
て
廃
紙
と
為
す
〕

●

八
七
九
年
八
月
十
四
日
〈
光
緒
五
年
六
月
一
一
十
七
日
）

○
港
報
綜
紀
李
逆
事
（
港
報
、
李
逆
の
事
を
綜
紀
す
）

○
李
逆
近
状
〔
前
報
に
季
逆
已
に
捕
獲
せ
ら
る
と
紀
す
も
、

一律新九

月
月
八
日
（
光
緒
五
年
七
月
二
十
二
日
）

約
後
〈
安
法
の
新
約
の
後
に
害
す
）
〔
西
貢
一
路
の
み
な
ら
ず
東
境
の
内
も

に
法
人
よ
り
そ
の
権
を
操
り
て
、
安
南
国
主
は
僅
か
に
府
を
守
る
の
君
と
為

十
一
日
（
光
錯
五
年
十

月

十
日
）

然
れ
ど
も
究
に
確
拠
な
し
〕

３１６



八
八
○
年
二
月
二
十
五
日
〈
光
緒
六
年
一
月
十
六
日
）

○
越
南
近
耗
〔
探
聞
す
る
に
、
法
国
の
水
師
提
督
都
巴
黎
、

を
統
率
し
て
越
南
に
前
性
し
、
東
京
を
奪
取
す
〕

八
八
○
年
一
一
一
月
十
七
日
〈
光
緒
六
年
二
月
初
七
日
）

○
法
国
軍
鯛
〔
聞
く
に
、
法
国
、
越
南
の
東
京
の
一
事
を
以
て
所
有
ゆ
る
弁
理
す
る
の
諾

務
は
在
在
に
需
用
す
れ
ば
、
必
ず
宜
し
く
預
め
篝
画
を
為
す
べ
し
、
と
〕

八
八
○
年
一
一
月
六
日
（
光
緒
五
年
十
二
月
一
一
十
六
日
〉

鰯
論
越
南
当
善
保
東
京
〈
選
録
香
港
循
環
日
報
〉
（
越
南
は
当
に
善
く
東
京
を
保
つ
べ
き

を
論
ず
）

八
八
○
年
六
月

八
八
○
年
五
月
五
日
（
光
緒
六
年
三
月
一
一
十
七
日
）

○
西
貫
擬
開
鉄
路
（
西
貴
は
擬
し
て
鉄
路
を
開
か
ん
と
す
）

八
八
○
年
四
月
三
十
日
（
光
緒
六
年
一
一
一
月
一
一
十
一
一
日
）

◎
論
安
法
交
渉
惰
形
〈
安
法
の
交
渉
の
情
形
を
論
ず
）

八
八
○
年
四
月
八
日
（
光
緒
六
年
一
一
月
二
十
九
日
）

③
西
報
論
中
国
事
（
西
報
、
中
国
の
事
を
論
ず
）
〔
中
国
の
一
千
八
百
七
十
九
年
の
要
事

を
銃
核
す
る
に
、
伊
箪
の
一
役
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
…
安
南
の
李
揚
材
の
乱
は
皆
漸

や
く
平
定
す
〕

八
八
○
年
四
月
一
一
十
八
日
〈
光
緒
六
年
一
一
一
月
二
十
日
〉

○
安
南
将
開
鉄
路
〈
安
南
、
将
に
鉄
路
を
開
か
ん
と
す
）

○
越
南
危
乱
電
音
（
越
南
危
乱
の
電
音
）
〔
倫
敦
よ
り
近
日
相
い
傳
う
る
に
、

は
越
南
の
東
京
を
兼
併
し
て
以
て
己
が
有
と
為
さ
ん
と
欲
す
云
々
と
〕

十
日
（
光
緒
六
年
五
月

十

日
－戸

現
に
法
廷
の
命
を
奉
じ
兵
舶

法
蘭
西
国

3１７



八
八
二
年
五
月
六
日
（
光
緒
八
年

○
海
防
近
耗
〔
法
国
の
芥
花
砲
船
、

八
八
一
一
年
四
月
十
九
日
（
光
緒
八
年
一
一
一
月
初
二
日
）

○
越
南
近
間
〔
法
国
の
西
貢
に
駐
紫
す
る
の
官
兵
は
十
四
日
に
於
て
、

を
発
し
て
尼
的
歴
兵
船
に
乗
り
、
海
防
よ
り
梅
内
に
向
か
う
〕

八
八
○
年
十
月
八
日
（
光
諸
六
年
九
月
初
五
日
〉

○
越
南
続
信
〔
讃
に
以
為
う
に
、
越
南
の
君
臣
は
甚
だ
欲
せ
ず
と
錐
も
、
事
は
中
止
し
難

し
。
且
つ
利
の
在
る
所
、
欧
州
諸
国
は
必
ず
ま
た
中
よ
り
指
を
染
め
ん
と
思
う
者
あ
り
〕

●

八
八
一
年
一
一
月
十
一
一
一
日
（
光
緒
七
年
一
月
十
五
日
）

○
李
揚
材
事
略
〔
李
揚
材
、
字
は
達
廷
、
広
東
の
合
浦
の
人
な
り
〕

八
八
○
年
十
月
七
日
（
光
緒
六
年
九
月
初
四
日
）

○
越
南
近
事
〔
安
南
の
西
貢
は
法
人
の
通
商
ロ
岸
と
為
り
、

整
頓
す
〕

八
八
○
年
八
月
十
七
日
〈
光
緒
六
年
七
月
十
二
日
〉

○
越
南
近
耗
〔
港
報
に
云
う
．
越
南
の
政
治
は
修
ら
ず
。
賦
飲
は
曇
な
く
、

く
は
積
盗
の
拠
る
所
と
為
り
、
民
反
っ
て
之
に
帰
す
〕

八
八
○
年
七
月
七
日
（
光
緒
六
年
六
月
初
一
日
）

③
法
人
論
華
兵
（
法
人
、
華
兵
を
論
ず
）
〔
他
国
の
兵
に
在
り
て
は
、
未
だ
尽
く
は
善
か

ら
ず
と
誰
も
間
に
長
ず
る
所
あ
る
も
、
惟
だ
中
国
の
兵
の
み
は
但
そ
の
短
を
見
て
弁
ぴ

に
長
ず
る
所
を
見
ず
Ⅱ
〕

○
議
取
安
南
（
議
し
て
安
南
を
取
ら
ん
と
す
）
〔
西
貢
よ
り
相
い
傭
う
る
に
、
西
暦
今
年

九
月
の
間
に
、
法
国
は
将
に
兵
六
千
名
を
造
し
、
往
き
て
安
南
王
の
居
す
る
所
の
東
京

を
取
ら
ん
と
す
、
と
〕

月
十
九
日
）

初
五
日
に
於
て
己
に
梅
内
に
駛
入
せ
り
〕

政
教
号
令
は
経
に
法
人
加
意

兵

百
六
十
五
人

故
に
内
地
多

３１８



一
八
八
一
一
年
五
月
十
二
日
〈
光
緒
八
年
一
一
一
月
二
十
五
日
）

◎
再
論
法
兵
攻
取
安
南
海
内
（
再
び
法
兵
安
南
の
梅
内
を
攻
守
す
る
を
論
ず
）

一
八
八
二
年
五
月
十
六
日
（
光
緒
八
年
三
月
一
一
十
九
日
）

◎
安
南
非
琉
球
之
比
説
（
安
南
は
琉
球
の
比
に
非
ざ
る
の
説
）

一
八
八
二
年
六
月
五
日
（
光
緒
八
年
四
月
二
十
日
〉

○
請
勤
匪
党
（
匪
党
を
勘
せ
ん
こ
と
を
請
う
）
〔
法
兵
、

の
官
員
、
藷
を
法
国
の
将
軍
に
請
う
〕

八
八
一
一
年
五
月
十
一
日
（
光
緒
八
年
一
一
一
月
二
十
四
日
）

◎
論
法
人
攻
破
安
南
海
内
奪
取
砲
台
海
関
事
〈
法
人
安
南
の
海
内
を
攻
砿
し
砲
台
海
関
を

奪
取
す
る
の
事
を
論
ず
〉

八
八
二
年
五
月
十
日
（
光
緒
八
年

○
法
兵
得
地
（
法
兵
地
を
得
る
）

八
八
二
年
五
月
十
八
日
〈
光
緒
八
年
四
月
初
二
日
）

○
安
南
兵
事
続
聞
〔
海
関
は
既
に
法
人
の
得
る
所
と
為
り
、

八
八
二
年
五
月
二
十
五
日
（
光
緒
八
年
四
月
初
九
日
）

○
越
南
近
事
〔
十
九
日
、
越
南
の
官
六
員
、
南
都
よ
り
巴
思
華
路
砲
船
に
附
搭
し
て
海
防

●

に
至
る
〕

八
八
一
一
年
六
月
六
日
（
光
緒
八
年
四
月
二
十
一
日
）

○
法
語
可
駿
（
法
語
骸
く
く
し
〉
〔
法
兵
、
安
南
の
梅
内
地
方
を
攻
取
す
る
の
一
節
は
、

李
傅
相
聞
知
し
て
曾
て
総
理
衙
門
に
杏
会
す
。
…
曽
襲
侯
の
回
電
に
云
う
。
業
に
経
に

往
き
て
調
え
ば
、
答
え
て
称
す
る
に
拠
る
に
、
此
の
事
、
中
国
と
渉
る
な
し
、
並
び
に

当
に
再
び
兵
船
を
発
し
て
安
南
に
前
住
し
以
て
軍
威
を
張
る
等
の
語
あ
り
、
と
〕

月

十

日
、￣

既
に
海
内
を
得
る
の
後
、

代
わ
り
て

税
を
為
す

安
南

￣'

3１９



八
八
一
一
年
八
月
三
日
〈
光
緒
八
年
六
月
一
一
十
日
〉

○
外
洋
伝
言
〔
外
国
新
聞
紙
述
及
す
。
中
朝
、
両
広
総
督
に
命
じ
て
安
南
に
前
赴
し
、

て
法
人
を
退
け
し
む
の
信
あ
り
、
と
〕

八
八
二
年
八
月
十
六
日
（
光
緒
八
年
七
月
初
一
一
一
日
〉

○
捉
獲
会
党
（
会
党
を
捉
獲
す
）
〔
一
日
、
華
人
の
聚
集
会
議
す
る
あ
り
。
突
に
法
人
の

為
に
掩
捕
せ
ら
れ
、
尽
数
捉
獲
せ
ら
る
。
計
る
に
、
会
中
の
人
四
十
二
名
〕

八
八
二
年
八
月
二
日
（
光
緒
八
年
六
月
十
九
日
．
〉

◎
保
護
安
南
十
策
第
三
（
安
南
を
保
護
す
る
の
＋
策

中
●

八
八
一
一
年
七
月
一
一
十
四
日
（
光
緒
八
年
六
月
一
初
十
日
）

◎
保
護
安
南
十
策
第
二
（
安
南
を
保
護
す
る
の
＋
策
第

八
八
二
年
七
月
二
十
日
〈
光
緒
八
年
六
月
初
六
日
〉

◎
保
護
安
南
十
策
第
一
（
安
南
を
保
護
す
る
の
十
策
第
一
）

○
西
貢
消
息
〔
華
人
の
安
南
西
貢
に
寓
居
す
る
者
、
大
部
匪
類
多
き
に
居
る
。
…
法
官
即

ち
匪
類
の
賀
を
以
て
匪
類
を
防
御
す
る
の
用
と
為
す
は
、
ま
た
変
通
に
善
し
と
調
う
べ

し
〕

八
八
二
年
七
月
十
五
日
（
光
緒
八
年
六
月
初
一
日
）

◎
保
護
安
南
十
策
総
論
（
安
南
を
保
護
す
る
の
十
策

八
八
二
年
七
月
十
三
日
（
光
緒
八
年
五
月
一
一
十
八
日
）

○
安
南
兵
事
〔
法
人
既
に
安
南
の
海
内
を
得
て
急
ぎ
自
固
の
計
を
為
す
〕

八
八
一
一
年
六
月
三
十
日
（
光
緒
八
年
五
月
十
五
日
）

○
兵
船
赴
趣
く
兵
船
、
趣
に
赴
く
）
〔
刻
下
、
恩
督
已
に
兵
船
七
艘
を
派
し
、

砲
を
増
し
、
駛
し
て
安
南
に
赴
き
、
情
形
を
察
着
せ
し
む
〕

纏
論第

、￣￣￣、￣

兵
を
加
え

以

３２０



一
八
八
二
年
九
月
一
一
十
一
一
日
（
光
緒
八
年
八
月
十
一
日
〉

◎
保
護
安
南
十
策
第
八
〈
安
南
を
保
護
す
る
の
十
策
第
八
）

一
八
八
二
年
九
月
二
十
九
日
（
光
緒
八
年
八
月
十
七
日
）

◎
保
護
安
南
十
策
第
五
（
安
南
を
保
護
す
る
の
。
＋
策
第
五
〉

一
八
八
二
年
十
月
四
日
〈
光
緒
八
年
八
月
二
十
一
一
一
日
〉

○
訳
録
西
報
（
西
報
を
訳
録
す
〉
〔
聞
く
に
、
法
国
現
に
欧
州
燕
事
に
因
り
、

京
等
の
処
を
将
て
拠
り
て
己
が
有
と
為
さ
ん
と
欲
す
、
と
〕

八
八
二
年
九
月
九
日
（
光
緒
八
年
七
月
二
十
七
日
）

◎
保
護
安
南
十
策
第
四
（
安
南
を
保
護
す
る
の
＋
策

八
八
二
年
九
月
二
十
日
〈
光
緒
八
年
八
月
初
九
日
〉

◎
保
護
安
南
十
策
第
七
〈
安
南
を
保
護
す
る
の
＋
策
第
七
）

○
安
爾
近
間
〔
安
南
の
海
防
は
前
に
法
国
の
拠
る
所
と
為
る
も
、

た
り
。
華
兵
兼
程
馳
赴
す
〕

八
八
二
年
九
月
六
日
（
光
緒
八
年
七
月
二
十
四
日
）

○
派
将
領
槍
（
将
を
派
し
槍
を
領
す
）
〔
法
国
、
越
南
に
事
あ
り
。
そ
の
兼
併
の
情
形
は

迭
も
経
に
報
に
列
す
。
越
南
は
我
が
朝
の
属
国
に
係
れ
ば
、
勢
い
袖
手
傍
観
す
る
能
わ

ず
〕

八
八
二
年
九
月
二
十
九
日
（
光
緒
八
年
八
月
十
八
日
〉

○
安
南
近
聞
〔
八
月
初
二
日
、
該
処
の
黒
旗
盗
党
五
百
人
、

八
八
二
年
十
月
一
一
一
日
（
光
緒
八
年
八
月
一
一
十
一
一
日
〉

◎
保
護
安
甫
十
策
第
六
（
安
南
を
保
護
す
る
の
＋
策

第

第
四
）

｛
ハ
） 生
岱
地
方
に
前
往
す
〕

法
人
の
布
置
は
甚
だ
緩

安
南
の
東

321



一
八
八
三
年
一
月
九
日
（
光
緒
八
年
十

○
中
法
交
渉
近
信
〔
中
法
、
安
南
の

八
八
一
一
年
十
一
一
月
一
一
十
一
一
日
（
光
緒
八
年
十
一
月
十
三
日
）

○
海
防
近
信
〔
西
貢
の
法
国
大
員
、
文
を
海
内
の
法
員
に
行
り
、

Ｔ
の
身
に
号
衣
を
穿
ち
手
に
刀
械
を
持
つ
者
に
遇
有
す
れ
ば
、

む
〕

八
八
二
年
十
一
一
月
十
六
日
〈
光
緒
八
年
十
一
月
・
初
七
日
）

○
安
南
風
災
〔
九
月
初
十
十
一
両
日
、
安
南
王
城
に
風
災
に
遭
う
〕

八
八
二
年
十
一
一
月
六
日
（
光
緒
八
年
十
月
二
十
六
日
）

○
安
南
疫
瘻
〔
士
人
の
癌
に
道
い
て
死
す
る
者
共
に
一
萬
八
千
人
〕

八
八
二
年
十
月
二
十
六
日
（
光
緒
八
年
九
月
十
五
日
）

○
越
南
近
事
〔
中
国
統
帯
の
某
大
員
、
近
日
一
の
告
示
を
頒
ち
安
南
の
海
内
地
方
の
広
東

会
館
に
貼
る
〕

八
八
二
年
十
月
十
一
日
（
光
緒
八
年
八
月
三
十
日
）

○
法
便
近
間
〔
近
ご
ろ
安
南
の
一
節
も
て
、
中
日
の
議
尚
お
未
だ
定
ま
ら
ざ
る
に
因
り
、

駐
京
の
法
公
使
、
渥
に
至
り
て
歳
を
度
る
の
計
を
為
さ
ん
と
意
欲
す
〕

八
八
二
年
十
月
九
日
（
光
緒
八
年
八
月

◎
収
黄
黒
二
旗
党
以
衛
安
南
説
（
黄
黒

■
０

八
八
一
一
年
十
月
七
日
（
光
緒
八
年
八
月
二
十
六
一
日
）

◎
保
護
安
南
十
策
第
十
（
安
南
を
保
護
す
る
の
＋
策

八
八
二
年
十
月
六
日
（
光
緒
八
年
八
月
二
十
五
日
）

◎
保
護
安
南
十
策
第
九
（
・
安
南
を
保
護
す
る
の
十
策

月
初
一
日
〉

節
の
為
に
略
ぽ
齪
嬬
あ
り
。

十
八
日
）

旗
の
党
を
収
め
て
以
て
安
南
を
衛
る
の
説
）

●

第
九

第
十

、￣、￣

そ
れ
に
節
し
て
中
国
兵

即
ち
に
捕
捉
を
行
わ
し

現
在
、
李
傅
相
已
に

3２２



一
八
八
三
年
四
月
一
一
十
日
（
光
緒
九
年
一
一
一
月
十
四
日
）

○
倫
敦
電
報
〔
安
南
と
法
圃
は
西
暦
一
千
八
百
七
十
四
年
に
在
り
て
、

現
在
、
法
国
、
使
臣
を
新
簡
し
て
安
南
に
前
赴
せ
し
む
〕

八
八
一
一
一
年
四
月
十
一
一
日
〈
光
緒
九
年
三
月
初
六
日
）

◎
論
法
人
召
回
公
使
事
〈
法
人
の
公
使
を
召
回
す
る
の
事
を
論
ず
）

○
安
南
近
信
〔
安
南
の
南
定
地
方
の
撫
台
、
深
く
中
国
の
必
ら
ず
勝
ち
て
力
め
て
保
護
を

為
す
を
信
じ
、
故
に
安
南
王
の
令
旨
も
て
そ
れ
に
命
じ
て
地
を
法
人
に
譲
ら
し
む
あ
り

と
錐
も
、
肯
え
て
詔
を
奉
ぜ
ず
〕

八
八
三
年
一
一
一
月
十
日
（
光
緒
九
年
一
一
月
一
一
日
）

○
安
南
近
間
〔
法
共
、
己
に
上
月
十
七
日
に
於
て
行
き
て
海
内
に
抵
り
、

に
登
る
〕

八
八
三
年
四
月
一
一
一
日
〈
光
緒
九
年
一
一
月
一
一
十
六
日
）

○
越
南
近
信
〔
香
港
の
西
字
報
、
安
南
海
防
の
。
信
息
を
載
有
し
て

法
兵
船
名
は
巴
西
恵
爾
、
駁
し
て
澱
．
戯
地
方
に
至
る
〕

八
八
三
年
一
一
一
月
十
四
日
（
光
緒
九
年
一
一
月
初
六
日
）

○
法
使
言
旋
〈
法
使
、
こ
こ
に
族
る
）
〔
法
国
の
駐
華
公
使
、
現
に
法
国
の
霞
音
之
を
召

す
を
経
て
回
国
せ
ん
と
す
。
法
公
使
、
李
傅
相
と
安
南
の
一
節
を
商
雛
す
る
に
縁
る
〕

八
八
三
年
一
一
一
月

○
越
南
消
息
〔

往
く
あ
り
〕

法
公
使
と
商
酌
妥
貼
す
れ
ば
、
以
て
無
事
に
相
い
安
ん
ず
べ
し
〕

○
外
洋
消
息
〔
前
報
に
曽
て
曽
襲
侯
安
南
の
一
事
を
商
雛
す
る
が
為
に
、

く
と
言
え
り
。
…
曽
侯
、
刻
ご
ろ
已
に
啓
節
し
て
英
に
回
る
〕

七
日
（
光
緒
九
年
一
月

華
正
月
十
三
日
、
法
国
、

十
八
日
）

兵
船
一
艘
に
兵
五
百
名
を
載
せ
駛
し
て
安
南
に

ロ
、
【
ノ
。立
て
て
和
約
あ
り
。

本
月
初

舟
を
舎
て
て
陸

英
よ
り
法
に
赴日

､

3２３



八
八
三
年
五
月
十
七
日
（
光
緒
九
年
四
月
十
一
日
）

◎
続
論
安
南
事
〈
続
い
て
安
南
の
事
を
論
ず
〉

八

八

八
八
三
年
五
月
十
六
日
（
光
緒
九
年
四
月
初
十
日
）

◎
論
中
法
大
局
（
中
法
の
大
局
を
論
ず
）

○
越
使
求
援
〈
越
使
、
援
を
求
む
）
〔
越
南
の
両
使
臣
、
津
に
来
る
は
、
前
に
巳
に
報
に

列
す
。
荘
に
聞
く
に
、
両
使
臣
、
屡
々
郵
音
に
接
し
、
越
南
と
法
軍
、
開
仗
し
て
三
戦

一
一
一
北
し
、
危
う
き
こ
と
累
卵
の
如
き
を
知
り
、
因
り
て
津
に
在
り
て
救
を
乞
う
は
善
策

に
非
ざ
る
を
思
い
、
日
内
に
擬
し
て
束
装
し
て
京
に
晋
亮
将
に
秦
庭
の
笑
を
效
さ
ん

と
す
〕

八
八
三
年
五
月
十

○
電
報
録
要
〔
法

朝
露
の
如
し
〕

○
伝
言
続
述
〔
前

の
経
略
を
簡
放

八
八
三
年
五
月
十
日
（
光
緒
九
年
四
月
初
四
日
）

○
越
事
笈
笈
〔
法
公
使
宝
君
、
己
に
法
廷
の
命
を
奉
じ
、
価
お
中
国
に
留
る
。

報
に
列
す
。
北
京
の
西
人
、
之
を
間
き
て
殊
に
欣
喜
を
為
す
〕

八
八
一
一
一
年
四
月
二
十
七
日
（
光
緒
九
年
一
一
一
月
二
十
一
日
）

○
析
津
近
信
〔
上
海
の
中
西
各
報
の
博
、
樺
枯
に
到
る
。
中
に
越
南
の
近
信
を
詳
載
す
る

あ
り
。
故
に
該
処
の
人
の
報
を
見
る
者
、
慢
慢
と
し
て
心
動
か
ざ
る
な
し
〕

八
八
一
一

○
越
需

ず
〕 三
年
四
月
一
一
十
四
日
（
光
緒
九
年
一
一
一
月
十
八
日
）

南
続
聞
〔
二
月
一
一
十
八
日
、
法
兵
進
み
て
南
甸
地
方
を
攻
む
。

卜

年
五
月
十
八
日
（
光
緒
九
年
四
月
十

十
三
日
〈
光
緒
九
年
四
月
初
七
日
）

法
国
新
た
に
使
臣
を
発
し
て
安
南
に
至
ら
し
む
。

報
に
本
埠
の
西
人
の
伝
を
載
せ
て
言
う
。
李
傅
相
、
両
広
・
雲
南

す
る
の
信
あ
り
、
と
。
益
に
聞
く
に
、
此
の
説
頗
る
確
か
な
り
〕

日
、￣

・
安
南
の
危
う
き
こ
と

趣
兵
支
、
つ
る
能
わ

此
れ
己
に

省

3２４



一
八
八
一
一
一
年
五
月
二
十
一
一
日
（
光
緒
九
年
四
月
十
六
日
）

◎
嘉
謨
入
告
諭
（
嘉
謨
も
て
入
告
す
る
の
論
）
〔
安
南
は
中
国
の
藩
服
た
り
。
た
だ
に
輔

車
の
相
い
依
る
と
云
う
の
み
な
ら
ず
、
実
に
中
国
の
門
戸
た
り
。
門
戸
失
う
あ
れ
ば
、

中
国
更
に
屏
蔽
な
し
〕

○
安
南
近
信
〔
安
南
の
東
京
の
左
近
の
各
河
は
現
に
倶
に
浅
掴
に
し
て
、
法
人
の
兵
船
は

行
駛
に
便
な
ら
ず
〕

一
八
八
三
年
五
月
二
一

．
論
法
人
得
志
於
市

非
ざ
る
を
論
ず
）

○
英
京
電
音
〔
法
国

○
英
京
電
音
〔
法
国
の
委
局
、
咋
ご
ろ
経
に
關
門
蕊
会
し
、
越
南
の
事
に
論
及
す
〕

一
八
八
一
一
一
年
五
月
一
一
十
六
日
〈
光
緒
九
年
四
月
二
十
日
）

◎
論
戦
具
（
戦
具
を
論
ず
）
〔
連
日
西
報
の
傳
う
る
所
の
法
廷
聚
議
の
情
形
は
、
則
ち
意

に
法
人
皆
一
往
直
前
の
慨
あ
り
て
、
務
め
て
安
南
を
踏
乎
し
聿
襖
境
を
侵
奪
し
て
後
已
ま

ん
と
欲
す
る
に
似
た
り
〕

八
八
三
年
五
月
十
九
日
（
光

○
法
人
巨
測
（
法
人
、
測
り

に
在
り
て
不
時
来
往
す
〕

○
電
音
録
要
〔
法
国
は
前
に

在
各
官
均
し
く
已
に
議
准

○
津
信
録
要
〔
ロ

妥
商
せ
し
な
〕

八
八
三

○
法
事

る
〕

年
五
月
二
十
九
日
（
光
緒
九
年
四
月

臆
見
〔
中
国
、
安
南
の
一
事
の
為
に
、

己
に
論
旨
あ
り
．

。

十
五
日
〈
光
緒
九
年
四
月
十
九
一
日
〉

中
国
非
泰
西
各
国
之
利
〈
法
・
人
志
を
中
国
に
得
る
は
泰
西
各
国
の
利
に

光
緒
九
年
四
月
十
三
日
〉

り
回
し
）
〔
近
来
、
法
国
兵
船
は
、

擬
し
て
兵
を
用
、
つ
る
を
定
め
、

す
〕

李
傅
相
を
し
て
広
南
に
至
り
当
に
法
人
と
安
南
の
事
を

十
三
日
）

法
人
の
将
に
鴛
端
を
開
か
ん
と
す
る
を
恐

安
南
の
兵
費
の
数
目
は
、

上
海

香
港
一
帯
の
海
面

現
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一
八
八
三
年
六
月
六
日
（
光
緒
九
年
五
月
初

一
八
八
三
年
五
月
三
十
日
（

◎
越
南
世
為
中
国
藩
服
論

○
外
洋
消
息
〔
法
国
公
使

珠
に
然
ら
ず
と
為
す
〕

○
越
南
郵
報
〔
越
南
の
朝

ま
た
悉
く
敵
賦
を
索
め

八
八
三
年
六

○
法
事
要
間

鉄
甲
船
三

○
法
便
爾
来

○
越
南
近
報

人
あ
り
、

八
八
三
年
六
月
四
日
（
光
緒
九
年
四
月
一
一
十
九
日
）

○
電
音
録
要
〔
海
内
を
守
る
の
法
・
兵
は
越
南
の
・
兵
の
囲
む
所
と
為
る
。

る
も
、
越
兵
の
阻
む
所
と
為
る
〕

八
八
三
年
六
月
一
日
（
光
緒
九
年
四
月
一
一
十
六
日
）

◎
書
黒
旗
到
義
撒
文
後
（
黒
旗
劉
義
の
激
文
の
後
に
害
す
）

○○○．八

便北も摘者客八
、 三

年
五
月
三
十
一
日

談
〔
一
客
、
奮
然
と

あ
ら
ん
や
、
と
〕

録
西
報
（
西
報
を
摘

議
論
一
な
ら
ず
〕

京
郵
信
〔
法
人
、
安

臣
南
指
〔
越
南
の
両

月
五
日
〈
光
緒
九
年
五
月
初
一
日
）

〔
法
国
、
法
兵
の
海
内
に
困
し
む
を
知
る
に
因
り
、

艘
を
将
て
尽
数
安
南
の
東
京
に
開
往
せ
し
む
〕

〔
邇
来
、
越
南
軍
務
は
甕
午
し
、

内
に
在
り
て
声
勢
す
〕

（
光
緒
九
年
四
月
二
十
五
日
）

し
て
起
ち
て
曰
く
、
，
今
日
の
事
、
執
れ
か
中
法
交
渉
よ
り
重
き

録
す
）
〔
各
国
の
新
聞
紙
、
多
く
中
法
交
渉
の
事
を
言
う
あ
る

廷
、
法
人
そ
の
懸
陵
を
蝉
に
し
、
敵
氣
日
に
熾
ん
な
る
を
以
て
、

法
人
と
躯
場
に
従
事
し
、
以
て
勝
負
を
決
せ
ん
と
欲
す
〕

光
緒
九
年
四
月
二
十
四
日
〉

（
越
南
は
世
々
中
国
の
藩
服
た
る
の
論
）

宝
君
、
中
国
と
安
南
の
一
事
を
議
妥
す
る
も
、

南
に
侵
入
し
、
総
理
衙
門
頗
る
深
く
法
人
の
為
す
所
を
懐
む
〕

Ｑ

使
臣
、
援
を
我
が
朝
に
乞
い
、
析
津
に
掩
留
す
〕

日
～＝

屡

々

法
人
と
開
仗
し 故
に
水
師
兵
船
井
び
に

、

法
兵
出
ん
と
欲
す

越
兵
中
に
多
く
華

法
国
外
務
大
臣

3２６



一
八
八
三
年
六
月
十
二
日
〈
光
緒
九
年
五
月
初
八
日
）

○
法
将
述
聞
〔
計
る
に
、
法
兵
の
安
南
に
在
る
者
、
共
に

八
八
三
生

◎
法
人
疵

の
説
）

○
曽
侯
埠

○
越
南
》

八

八

八
八
三
年
六
月
九
日
（
光
緒
九
年
五
月
初
五
日
）

◎
論
黒
旗
劉
義
越
南
之
捷
（
黒
旗
劉
義
の
越
南
の
捷
を
論
ず
〉

○
電
青
葉
録
〔
ま
た
云
う
。
曽
侯
言
及
す
ら
く
、
安
爾
の
一
事
、

妥
治
せ
ざ
れ
ぱ
、
中
朝
は
必
ず
将
に
鴬
を
開
か
ん
、
と
〕

八
八
一
一
一
年
六
月
七
日
（
光
緒
・
九
年
五
月
初
三
日
）

②
越
南
事
本
末
節
略
〈
識
時
務
者
稿
〉
（
越
南
の
事
の
本
末
の
節
略
）

○
外
洋
消
息
〔
法
人
調
兵
し
て
派
餉
す
等
の
情
あ
り
〕

八
八
三
年
六
月
十
一
日
〈
光
緒
九
年
五
月
初
七
日
〉

◎
論
法
人
征
馬
達
加
斯
加
島
事
（
法
人
の
馬
達
加
斯
加
島
を
征
す
る
の
事
を
論
ず
〉

八
八
三
年
六
月
十
日
（
光
緒
九
年
五
月
初
六
日
・
〉

③
援
越
末
議
〈
願
賦
無
衣
人
来
稿
〉
（
趣
を
援
く
の
末
議
）

○
辺
徽
伝
言
〔
法
越
の
役
に
、
法
軍
屡
々
敗
れ
、
黒
旗
の
劉
義
及
び
華
兵
大
い
に
勝
仗
を

獲
る
〕

○
安
法
近
間
〔
法
国
の
兵
船
、

解
く
あ
り
〕

年
六
月
十
三
日
〈
光
緒
九
年
五
月
初
九
日
）

近
耗
〔
回
国
を
請
い
病
を
養
わ
ん
と
欲
す
〕

軍
報
〔
現
に
法
国
の
参
将
嘉
羅
、
初
七
日
に
於
て
、

年
六
月
八
日
（
光
緒
九
年
五
月
初
四
日
〉

好
兵
仇
中
国
且
怨
他
国
説
く
法
人
は
兵
を
好
み
中
国
を
仇
と
し
且
つ
他
国
を
怨
む

河
内
に
困
し
め
ら
る
る
の
法
兵
を
将
て
業
に
経
に
囲
み
を

千
人

傷
に
因
り
命
を
頭
す
〕

￣'

法
国
若
し
中
国
と
調
停
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八
八
三
年
六
月
十

○
瓶
殺
敦
士
（
教

帯
同
し
、
彼
に

官
、
西
人
を
喜

○
越
南
近
間
〔
十

旗
に
斬
去
さ
る

○
東
寝
墳
録
〔
日

を
遣
し
、
越
南

八
八
三
年
六
月
十
八
日
（
光
緒
九
年
五
月
十
四
日
）

◎
釈
辮
〔
越
南
は
南
海
に
処
り
、
西
涜
の
藷
強
国
の
□
の
若
き
、
徳
の
若
き
、

き
者
と
は
皆
洋
海
を
鍔
越
し
、
相
い
去
る
こ
と
萬
里
〕

○
法
軍
又
敗
〈
法
軍
、
ま
た
敗
れ
る
）

③
続
録
法
国
謀
越
原
起
（
続
い
て
法
国
の
趣
を
・
謀
る
の
原
起
を
録
す
）

八
八
三
年
六
月
十
七
日
（
光
緒
九
年
五
月
十
一
一
一
日
）

◎
駁
法
人
議
安
南
事
一
〈
法
人
の
安
南
の
事
を
議
す
る
を
駁
す
一
）

③
追
潮
法
国
謀
取
越
南
原
起
（
法
国
の
越
南
を
謀
取
す
る
の
原
起
を
追
糊
す
）

八
八
三
年
六
月
十
五
日
〈
光
緒
九
年
五
月
十
一
日
）

○
法
人
議
安
南
事
〈
法
人
、
安
南
の
事
を
議
す
）

八
八
三
年
六
月
十
四
日
〈
光
緒
九
年
五
月
初
十
日
〉

○
越
南
近
聞
〔
是
の
処
の
人
民
、
法
人
既
に
東
京
を
奪
い
復
た
南
甸
を
攻
め
、

存
し
勢
灘
呑
に
類
す
る
に
因
り
、
盆
怒
に
勝
え
ざ
る
あ
り
。
皆
同
仇
の
志
、

あ
り
〕

◎
論
保
全
属
国
之
道
（
属
国
を
保
全
す
る
の
道
を
論
ず
〉

○
安
南
消
息
〔
黒
旗
党
人
現
に
己
に
河
内
地
方
を
退
去
し
、
並
え
て
該
党
の
躍
跡
な
し
〕

○
法
人
集
議
〔
法
人
、
安
南
を
攻
む
る
の
一
事
の
為
に
、
ま
た
曽
て
博
く
衆
に
諮
る
〕

に本一三ば在士九近
ご
ろ
法
人
の
安
南
と
麓
を
描
え
る
に
因
り
、

前
性
し
て
以
て
動
静
を
観
せ
し
め
ん
と
す
〕

曰
く
光
緒
九
．
年
五
月
十
五
日
）

を
瓶
殺
す
）
〔
越
南
の
南
定
に
て
、
法
国
の
某
神
父
、
教
友
七
人
を

り
て
経
過
す
る
に
、
突
に
越
南
の
兵
と
相
い
遇
う
。
そ
の
帯
せ
る
兵

ず
、
…
諭
し
て
神
父
等
を
将
て
尽
数
諌
籔
せ
し
む
〕

日
、
法
軍
敗
績
し
、
凡
そ
躯
を
戦
場
に
損
て
る
者
の
首
級
は
悉
く
黒

故
に
擬
し
て
両
兵
船

敵志

侭蚕

の食

心を

奥
意
の
若

３２８



八
八
一
一
一
年
六
月
二

．
募
勇
説
（
舅
を

章
・
湘
軍
は
将

の
麓
は
之
と

○
外
洋
消
息
〔
法

安
南
に
前
赴
す

②
続
録
法
国
謀
越

八
八
三
年
六
月
一
一
十
一
一

○
法
事
棄
録
〔
法
廷
、

往
来
巡
視
せ
し
む
〕

③
黒
旗
撒
録
（
黒
旗
の

八
八
三
年
六
月
一
一
十
日
（
光
緒
九
年
五
月
十
六
日
）

◎
駁
法
人
議
安
南
事
二
（
法
人
の
安
南
の
事
を
議
す
る
を
駁
す
る
の
一

○
西
人
伝
言
〔
李
傅
相
、
安
法
の
近
日
の
情
形
を
将
て
拝
摺
具
奏
す
〕

八
八
三

．
講
中

ず
）

○
法
事

八
八
三
年
六
月
一
一

．
説
戦
（
戦
を
説

戦
う
に
在
り
〕

○
法
事
近
信
〔
海

八
八
三
年
六
月
二
十

．
駁
法
人
議
安
南
事

述
聞
〔
華
四
月
初
九
日
、

年
六
月
二
十
六
日
〈
光
緒
九
年
五
月
二
十
一
一
日
）

国
兵
船
僅
足
自
守
海
ロ
（
中
国
の
兵
船
は
僅
か
に
自
ら
海
口
を
守
る
に
足
る
を
論

防
地
方
、

●

十
五
一
Ｈ
【
（
光
緒
九
年
五
月
一
一
十
一
日
）

う
）
〔
法
人
の
安
南
を
攻
む
一
る
の
一
事
、

原一国接に募十

一
日
（
光
緒
九
年
五
月
十
七
日
〉

る
の
説
）
〔
近
時
、
呉
．
楚
江
漠
は
勇
丁
を
召
募
す
。
論
者
請
う
。
准

抽
調
し
て
以
て
辺
に
備
え
ん
と
す
。
法
人
、
越
南
に
事
あ
り
て
中
国

壊
す
る
を
以
て
な
り
、
と
〕

の
両
兵
船
…
華
三
月
一
一
十
八
日
に
於
て
、
…
毎
艘
兵
一
千
を
載
せ
て

起
（
続
い
て
法
国
の
越
を
謀
る
の
原
起
を
録
す
．
）

日
〈
光
緒
九
年
五
月
十
・
九
日
）

（
法
人
の
安
南
の
事
を
議
す
る
を
駁
す
る
の

徴
を
録
す
）

日
（
光
緒
九
年
五
月
十
八
日
）

現
に
水
師
提
督
□
爾
に
伝
諭
し
、

近
日
、

法
国
大
い
に
議
院
を
開
き
、

法
人
は
並
え
て
黒
旗
と
開
仗
せ
ず
〕

命
じ
て
中
国
の
梅
口
に
在
り
て

法
人
の
志
は
自
ず
か
ら
必
ず

安
南
の
東
京
を
取
ら
ん
こ

～プ
、－〆
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八
八
三
年
六
月
一
一
十
八
日
（
光
緒
九
年
五
月
一
一
十
四
日
〉

○
越
事
近
報
〔
越
南
の
情
形
は
現
に
甚
だ
静
譲
な
り
・
五
月
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、

並
え
て
未
だ
開
仗
の
事
あ
ら
ず
〕

○
析
津
近
事
〔
安
南
の
一
役
、
未
だ
必
ず
し
も
藤
に
兵
賀
を
開
か
ざ
る
な
り
〕

八
八
三
年
六
月
一
一
十
九
日
（
光
緒
九
年
五
月
二
十
五
日
）

◎
越
南
与
朝
鮮
異
勢
説
く
越
南
と
朝
鮮
は
勢
を
異
に
す
る
の
説
〉

八
八
三
年
七
月
四
日
〈
光
緒
九
年
六

．
電
線
当
有
以
輔
其
不
逮
論
（
電
線

き
の
論
）

○
倫
敦
電
信
〔
本
、
擬
し
て
俄
国
に

国
は
与
聞
を
願
わ
ざ
る
の
意
あ
る

○
越
事
可
和
（
越
事
、
和
す
べ
し
）

八
八
一
一
一
年
七
月
一
一
日
〈
光
緒
九
年
五
月
二
十
八
日
）

。
》
喫
南
辺
界
宜
籍
善
後
説
（
ど
蝋
南
の
辺
界
は
宜
し
く
善
後
を
謬
る
べ
き
の
説
）

○
超
事
近
間
〔
河
内
の
東
北
に
現
に
中
国
兵
士
六
千
名
あ
り
〕

八
八
三
年
七
月
五
日
（
光
緒
九
年
六

．
論
法
越
与
英
緬
大
勢
（
法
越
と
革

○
和
局
難
成
〈
和
局
、
成
り
難
し
）

○
法
人
探
路
（
法
人
、
路
を
探
す
）

○
北
京
近
信
〔
安
南
の
一
事
に
至
っ

八
八
一
一
一
年
七
月
一
一
一
日
（
光
緒
九
年
五
月
二
十
九
日
）

◎
或
問
（
あ
る
人
問
う
）
〔
越
南
の
時
事
は
そ
れ
笈
笈
た
り
。

定
諾
省
の
地
に
拠
り
て
以
て
根
本
と
為
す
〕

と
を
議
す
〕

六
月
初
二
日
）

英
緬
の
大
勢
を
論
ず
）

月
初
一
日
〉

は
当
に
以
・
て
そ
の
逮
ぱ
ざ
る
を
輔
く
る
こ
と
あ
る
ぺ

請
い
、
中
法
の
事
を
排
解
せ
し
め
ん
と
す
る
も
、

に
似
た
り
〕

て
は
、
都
人
寂
と
し
て
聞
く
所
な
し
〕

法
人
既
に
九
龍
江
上
の
裏

両
軍

俄
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一
八
八
三
年
七
月
十
一
日
〈
光
緒
九
年
六
月
初
八
日
）

⑨
西
報
論
中
法
事
（
西
報
、
中
法
の
事
を
論
ず
）
〔
一
た
び
開
戦
を
経
れ
ば
、
商
貨
の
進

出
は
倶
に
便
な
ら
ざ
る
あ
り
。
勢
い
必
ず
商
人
蕊
足
し
、
敢
え
て
貿
遷
せ
ず
。
た
だ
に

中
国
の
商
務
碍
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
即
ち
印
度
の
商
務
も
ま
た
大
い
に
折
損
す
る
あ
り
〕

○
法
船
抵
越
（
法
船
、
趣
に
低
る
）

八
八
三
年
七
月
九
日
〈
光
緒
九
年
六
月
初
六
日
）

◎
中
法
争
越
論
（
中
法
の
趣
を
争
う
の
論
）

○
海
防
近
信
〔
海
防
に
至
る
に
及
び
、
該
処
並
え
て
動
静
な
き
を
見
る
。

く
に
、
越
南
兵
将
に
海
防
を
攻
め
ん
と
す
〕

八
八
三
年
七
月
八
日
〈
光
緒
九
年
六
月
初
五
日
〉

◎
講
中
法
不
至
於
戦
不
已
（
中
法
は
戦
に
至
ら
ざ
れ
ぱ
己
ま
ざ
る
を
論
ず
）

○
西
貢
近
信
〔
法
国
は
ま
た
兵
を
発
し
て
安
南
の
東
京
を
鎮
定
す
〕

八
八
三
年
七
月
七
日
（
光
緒
九
年
六
月
初
四
日
）

翻
説
和
〈
渥
北
隠
憂
人
来
稿
〉
（
和
を
説
う
）

八
八
三
年
七
月
十
日
〈
光
緒
九
年
六
月
初
七
日
）

○
外
洋
消
息
〔
法
兵
敗
る
る
の
信
、
巴
黎
斯
に
至
り
、
法
人
大
い
に
憤
怒
を
為
す
〕

○
越
南
近
耗
〔
惟
だ
聞
く
に
、
法
国
の
救
兵
、
・
日
な
ら
ず
し
て
海
囮
防
に
到
る
べ
け
れ
ば
、

此
の
時
、
必
ず
一
番
の
血
戦
あ
る
べ
し
〕

八
八
一
一
一
年
七
月
十
三
日
〈
光
緒
九
年
六
月
初
十
日
）

②
西
友
間
談
〔
此
の
法
越
灘
を
描
、
つ
る
の
初
局
に
当
り
、
将
に
決
裂
の
勢
い
あ
れ
ば
、

国
の
諸
人
、
正
に
当
に
志
気
を
奮
発
し
、
以
て
報
国
を
図
る
の
時
な
り
〕

②
安
南
末
議
〈
呉
国
男
子
〉

に
出
ん
と
す
〕

〔
甚
だ
し
き
か
な
・

今
日
の
安
南
の
役
、

中
と
法
は
将
に
戦

但
、
謡
言
を
間

中
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八
八
三
年
七
月
十
五
日
（
光
緒
九
年
六
月
十
一
一
日
）

○
法
兵
到
越
（
法
兵
、
趣
に
到
る
）

○
法
人
買
馬
（
法
人
、
馬
を
買
う
）
〔
法
人
何
の
故
に
馬
を
買
う
や
を
探
る
も
、
そ
の
事

秘
密
に
し
て
従
り
て
実
情
を
探
聞
す
る
な
し
。
意
を
以
て
之
を
測
れ
ば
、
大
約
将
に
之

を
越
南
に
用
い
ん
と
す
る
も
知
る
べ
か
ら
ず
〕

八
八
三
年
七
月
十
九
日
（
光
緒
九
年
六
月
十
六
日
）

◎
茗
話
〔
客
曰
く
、
今
や
法
人
の
趣
を
攻
む
、
そ
の
勢
い
己
に
騎
虎
と
成
る
。
李
威
利
一

た
び
死
し
て
、
法
の
趣
を
仇
と
す
る
こ
と
愈
々
深
し
、
と
〕

○
越
事
近
間
〔
越
兵
、
海
防
に
進
攻
す
。
然
れ
ど
も
究
に
そ
の
動
静
を
見
き
れ
ば
、
以
為

え
ら
く
、
言
の
そ
の
真
に
あ
ら
ざ
る
な
り
〕

八
八
三
年
七
月
十
八
日
（
光
緒
九
年
六
月
十
五
日
）

○
越
南
近
耗
〔
法
国
の
輩
燕
羅
裁
兵
船
、
己
に
昨
日
に
於
て
行
き
て
西
貢
に
抵
る
〕

八
八
三
年
七
月
一
一
十

○
日
人
観
戦
〔
法
廷
、

し
む
〕

八
八
一
一
一
年
七
月
二
十
四
日
〈
光
緒
九
年
六
月
一
一
十
一
日
）

○
電
音
照
録
〔
法
国
外
務
大
臣
、
議
院
に
在
り
て
宣
言
し
て
曰
く
、
如
し
人
の
軍
火
を
以

て
越
南
に
運
性
す
る
者
あ
れ
ぼ
、
法
人
当
に
越
南
の
海
口
を
封
じ
、
以
て
之
を
禁
禦
す

べ
し
、
と
〕

八
八
三
年
七
月
一
一
十
日
（
光
緒
九
年
六
月
十
七
日
）

○
外
洋
消
息
〔
法
国
の
連
士
載
兵
船
、
西
暦
七
月
二
日
上
午
八
点
鐘
に
於
て
、

り
動
輪
し
て
西
貢
に
前
赴
す
〕

八
八
一
一
一
年
七
月
一
一
十
五
曰
く
光
緒
九
年
六
月
一
一
十
二
日
〉

○
港
報
彙
録
〔
法
国
議
院
、
咋
ご
ろ
復
た
關
門
し
て
会
議
し
、

日
（
光
緒
九
年
六
月
十
九
日
）

業
に
己
に
允
許
す
。
故
に
日
廷
、

定
め
て
兵
官
を
派
し
て
前
往
せ

越
南
の
事
に
問
及
す
る
あ

新

嘉

彼
よ
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一
八
八
一
一
一
年
八
月
二
日
（
光
緒
九
年
六
月
一
二
十
日
）

○
法
勝
続
信
（
法
勝
つ
の
続
信
）
〔
是
の
日
、
乃
ち
黒
旗
兵
と
接
仗
し
、

す
る
能
わ
ず
、
紛
紛
と
し
て
水
に
藩
つ
〕

一
八
八
三
年
八
月
四
日
（
光
緒
九
年
七
月
初
一
一
日
）

○
法
軍
又
勝
（
法
軍
ま
た
勝
つ
）
〔
六
月
十
六
日
、
法
人
、

…
越
軍
大
敗
し
、
槍
砲
を
遺
失
す
る
も
の
算
な
し
〕

八
八
一
一
一
年
七
月
二
十
九
日
（
光
緒
九
年
六
月
二
十
六
日
）

○
海
防
近
信
〔
法
国
の
新
兵
、
巳
に
一
千
四
百
越
に
抵
る
あ
り
〕

八
八
一
一
一
年
七
月
一
一
一
十

○
法
人
獲
勝
〈
法
人
、

を
獲
る
〕

八
八
一
一
一
年
七
月
二
十
六
日
（
光
緒
九
年
六
月
一
一
十
三
日
）

○
海
防
近
報
〔
初
八
日
、
法
国
の
科
滑
士
輪
船
、
租
倫
よ
り
埠
に
抵
る
〕

八
八
一
一
一
年
八
月
三
日
（
光
緒
九
年
七
月
初
一
日
）

○
照
訳
東
報
（
東
報
を
照
訳
す
）
〔
此
の
次
の
安
法
の
事
、
起
ち
て
識
す
る
者
紛
紛
た
り
。

宮
城
県
仙
台
区
の
士
族
治
沢
氏
、
之
を
聞
き
、
憤
然
と
し
て
大
い
に
怒
り
て
調
う
。
中

一
国
は
我
と
同
文
左
り
、
晴
唐
よ
り
以
来
、
た
だ
に
通
好
素
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
仰
も
且

つ
唇
歯
相
ぃ
依
り
た
れ
ば
、
理
と
し
て
当
に
同
志
を
糾
合
し
、
馳
せ
て
安
南
に
赴
き
、

以
て
中
国
の
一
臂
の
力
を
助
く
ぺ
し
、
と
〕

八
八
三
年
八
月
五
日
〈
光
緒
九
年
七
月
初
三
日
）

○
兵
船
赴
越
（
兵
船
、
趣
に
赴
く
）
〔
上
海
に
停
泊
す
る
の
法
兵
船
蓋
力
生
、

験
し
て
越
南
に
往
か
ん
と
す
〕

り
､＿ノ

日
（
光
緒
九
年
六
月

勝
を
獲
る
〉
〔
法
兵
、

十
八
日
〉

越
南
と
近
ご
ろ
己
に
開
仗
し
、

越
南
の
南
定
地
方
を
攻
む
。

黒
旗
兵
抵
禦

現
在
将
に

法
兵
、

勝
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八
八
一
一
一
年
八
月
十
五
日
（
光
緒
九
年
七
月
十
三
日
）

○
法
事
風
傳
〔
法
越
の
事
、
歴
と
し
て
各
日
報
の
載
せ
る
所
に
拠
れ
ば
、

意
を
蓄
え
て
趣
を
取
る
の
勢
い
あ
る
に
似
た
り
〕

八
八
一
一
一
年
八
月
十
四
日
（
光
緒
九
年
七
月
十
二
日
〉

○
越
事
近
間
〔
法
国
の
越
南
に
簡
放
す
る
の
新
総
督
、

よ
び
水
師
提
督
等
と
事
宜
を
会
商
す
〕

八
八
三
年
八
月
十
日
（
光
緒
九
年
七
月
初
八
日
）

○
法
艦
赴
越
（
法
艦
、
趣
に
赴
く
）

○
法
兵
実
数
〔
法
人
現
在
越
南
に
在
り
て
土
人
を
墓
有
し
、

五
萬
人
あ
り
〕

八
八
三
年
八
月
九
日
〈
光
緒
九
年
七
月
初
七
日
）

○
追
念
尽
臣
（
尽
臣
を
追
念
す
〉
〔
法
の
元
戎
李
威
利
、

に
没
す
る
を
以
て
震
悼
殊
に
深
し
〕

八
八
三
年

○
越
王
嗣

○
兵
艦
来

来
る
〕

○
法
越
軍

も
の
八

○
排
難
解

わ
ん
と

○
広
備
軍

る
余
力

○
移
師
南 年
八
月
八
日
（
光
、
緒
九
年
七
月
初
六
日
）

嗣
位
（
越
王
、
位
を
嗣
ぐ
）

来
華
（
兵
艦
、
華
に
来
る
）
〔
定
遠
鉄
甲
船
は
、

指を火す紛百信

へ遺へ－局餘局〔
六
月
十
一
一

餘
名
あ
り
〕

〔
中
国
、
塗

広
く
軍
火
を
傭
う

き
ざ
ろ
を
覚
ゆ
〕

師
を
移
し
て
南
指

法
越
の
事
に
因
り
、

日
､

指一

法
人
ま
た
越
人
と
交
戦
す
。

す
、￣

～〆 〔
近
日
、

擬
し
て
億
国
に
中
よ
り
排
解
せ
ん
こ
と
を
態

各
省
の
軍
火
を
蕪
備
す
る
を
観
る
に
、

業
に
己
に
趣
に
抵
り
、

聞
く
に
、

陣
亡
の
後
、

計
る
に
、

兵
勇
に
充
当
す
。

己
に
展
輪
し
て
華
に

法
兵
の
傷
蕊
す
る

法
廷
、法
廷
、

法
将
軍
お

計
る
に
、

そ
の
王
事

大

い
に

頗
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一
八
八
三
年
八
月
一
一
十
七
日
〈
光
緒

○
越
南
近
事
〔
昨
礼
拝
二
朝
、
ロ

十
名
を
載
有
す
〕

○
電
信
紀
要
〔
越
南
王
城
外
の
河

兵
船
の
上
よ
り
開
花
砲
を
施
放

え
る
能
わ
ず
、
各
自
逃
遁
す
〕

○
津
群
伝
言
〔
越
南
の
使
臣
、
津

八
八
一
一
一
年
八
月
一
一
十
一
一
日
〈
光
緒
九
年
七
月
二
十
日
〉

○
西
報
彙
録
〔
泰
晤
士
日
報
に
言
う
。
六
月
初
七
日
、
法
人
、

南
の
東
京
の
一
事
を
会
議
す
。
頗
る
熱
闘
を
為
す
〕

八
八
一
一
一
年
八
月
二
十

○
越
事
近
間
〔
法
人
、

八
八
一
一
一
年
八
月
二

○
電
青
録
要
〔
法

よ
り
隊
を
出
し
、

○
越
都
述
略

八
八
三
年
八
月
一
一
十
一
一
一
日
〈
光
緒
九
年
七
月
一
一
十
一
日
〉

○
法
軍
又
勝
（
法
軍
、
ま
た
勝
つ
）
〔
法
将
卑
登
、
初
四
日
に
法
兵
三
百
人
を
帯
領
し
、

…
住
き
て
越
人
を
攻
む
．
而
し
て
趣
人
早
に
己
に
信
を
得
て
遠
す
〕

八
八
三
年
八
月
一
一
十
日
（
光
緒
九
年
七
月
十
八
日
）

◎
書
法
事
風
傳
後
（
法
事
風
傳
の
後
に
書
す
）
〔
泰
西
の
立
国
の
体
は
中
国
と
は
同
じ
か

ら
ず
、
そ
の
経
国
の
道
も
ま
た
中
国
と
は
異
な
る
〕

八
八
三
年
八
月
十
六
日
（
光
緒
九
年
七
月
十
四
日
）

○
創
設
公
司
（
公
司
を
創
設
す
〉
〔
そ
の
籍
局
は
即
ち
設
け
て
河
内
地
方
に
在
り
〕

十
四
曰
く
光
緒
九
年
七
月
二
・
十
二
日
）

国
の
波
滑
将
軍
、
本
月
十
二
日
に
於
て
、

越
兵
と
交
戦
し
て
勝
を
獲
る
〕

日
（
光
緒
九
年
七
月
十
九
日
）

近
ご
ろ
中
国
人
を
招
き
て
舅
と
為
す
。

光
緒
九
年
七
月
二
十
五
日
）

ロ
美
度
運
軍
船
、
東
京
よ
り
西
貢
に
到
る
。

の
両
寿
の
前
に
、
本
築
き
て
砲
台
あ
り
。
現
に
法
軍
、

せ
し
為
め
、
是
に
於
て
、
砲
台
を
守
る
の
趣
兵
、
力
支

に
到
り
て
援
を
乞
う
は
、

日
た
る
己
に
久
し
・

法
兵 大
い
に
議
院
を
開
き
、

多
く
は
広
西
人
に
係
る
〕

千
を
帯
領
し
、

法
兵
一
百
五

現
に
間

河
内

趣
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一
八
八
三
年
八
月
二
十

○
西
報
述
越
事
〈
西

越
軍
を
偵
探
す
〕

○
防
軍
来
渥
〈
防
軍

目
下
海
防
喫
緊
を

一
八
八
三
年
九
月
一
日
（

◎
論
辺
防
近
勢
〈
辺
防

に
莅
み
、
法
国
の
徳

軍
経
武
の
意
あ
り
〕

③
訳
録
法
越
和
約
条
款

八
八
一
一
一
年
八
月
二
十
九
日
〈
光
緒
九
年
七
月
二
十
七
日
〉

○
法
帥
暁
論
越
人
示
〈
法
帥
の
超
人
に
暁
論
す
る
の
示
〉

八
八
三
年
八
月
一
二
十
日
〈
光
緒
九
年
七
月
一
一
十
八
日
）

◎
論
中
国
藩
属
与
泰
西
各
国
不
同
〈
中
国
の
藩
属
と
泰
西
各
国
は
同
じ
か
ら
ざ
る
を
論
ず
〉

○
億
敦
電
音
〔
法
国
の
新
聞
紙
、
越
南
を
保
護
す
る
の
事
を
言
う
〕

○
越
南
近
耗
〔
十
二
日
正
午
、
法
人
兵
二
百
名
を
遣
し
、
海
東
に
馳
赴
す
。
越
南
官
軍
、

風
を
望
み
て
逃
潰
す
〕

八
八
三
年
八
月
一
一
一
十
一
日
（
光
緒
九
年
七
月
一
一
十
九
日
〉

○
西
貢
信
息
〔
法
兵
船
、
己
に
紅
河
・
松
台
に
駛
入
す
〕

■

八
八
三
年
九
月
二
日
（
光
繕
九
年

③
法
人
示
禁
（
法
人
、
禁
を
示
す

を
掲
示
す
る
の
事
の
為
に
す
〕

く
に
、
中
国
家
一
と
し
て
動
静
な
き
に
因
り
、
憂
い
を
積
み
て
疾
と
成
り
、

は
十
六
日
に
於
て
病
み
か
将
に
超
た
ず
と
云
う
〕

軍
、
酒
に
来
る
）
〔
左
侯
相
の
准
楊
一
帯
に
在
り
て
新
寡
す
る
の
湘
軍
、

１

を
以
て
、
未
だ
即
ち
に
裁
撤
を
議
す
る
能
わ
ず
〕

八
日
（
光
緒
九
年
七
月
二
十
六
日
〉

報
、
越
事
を
述
ぶ
〉
〔
一
日
、
法
軍
河
内
よ
り
隊
を
抜
き
て
前
進
し
、

款
（
法
越
の
和
約
条
款
を
訳
録
す
）

光
緒
九
年
八
月
初
一
日
）

の
近
勢
を
論
ず
）
〔
中
国
、
辺
防
を
緋
理
す
る
こ
と
、

公
使
と
商
議
し
、
合
せ
ず
し
て
節
を
返
す
の
後
よ
り
、

八
月
初
二
日
）

）
〔
大
法
国
の
安
南
に
在
る
の
水
師
部
統
領
弧
、 そ
の
正
使

李
伯
相
瀝

大
い
に
蓬

封
口
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一
八
八
三
年
九
月
六
日
（
光
緒
九
年
八
月
初
六
日
〉

◎
防
辺
後
策
二
〈
防
辺
の
後
策
二
）
〔
法
人
の
心
は
実
に
測
る
べ
か
ら
ざ
る
者
あ
り
〕

○
法
艦
続
至
（
法
艦
、
続
い
て
至
る
）

八
八
三
年
九
月
四

．
防
辺
後
策
一
（

も
、
中
国
は
則

る
の
意
あ
り
〕

○
倫
敦
電
音
〔
法

八
八
三
年
九
月
五
日
（
光
緒
九
年
八
月
初
五
日
）

○
法
軍
敗
耗
〔
二
十
七
日
、
聞
く
に
、
法
人
ま
た
黒
旗
と
開
仗
し
、

為
り
、
法
兵
大
敗
し
、
死
傷
甚
だ
衆
し
〕

○○◎八

廷華めし趣よ防八

□ず南り辺三

○
越
南
消
息
〔
十
七
日
、

八
八
三
年
九
月
十
日
〈
光
緒
九
年
八
月
初
十
日
）

○
電
音
蕊
録
〔
倫
敦
新
聞
紙
、
英
国
に
中
法
の
事
を
調
停
す
る
を
勧
む
〕

八
八
三
年
九
月
九
日
（
光
緒
九
年
八
月
初
九
日
）

○
越
南
近
聞
〔
念
五
日
、
法
兵
、
順
化
よ
り
海
防
に
回
る
あ
り
〕

未叛･一之近已後年

九
月
八
日
〈
光
緒
九
年
八
月
初
八
日
〉

策
三
〈
防
辺
の
後
策
三
）
〔
中
国
の
辺
防
の
要
は
首
に
雲
南
を
重
ん
ず
。
固

に
雲
南
の
外
に
、
猶
お
両
広
あ
り
。
、
越
南
に
接
仗
す
〕

信
〔
華
人
九
千
名
、
皆
槍
炮
を
帯
有
し
、
法
人
一
千
八
百
名
と
共
に
相
い
攻
撃

を
攻
む
る
こ
と
甚
だ
久
し
き
も
、
尚
お
未
だ
そ
の
執
か
勝
ち
執
か
敗
る
や
を
定

党
〔
曾
て
聞
く
、
日
人
、
中
を
助
け
法
を
攻
め
ん
と
欲
す
る
看
あ
り
、

だ
准
さ
ず
と
雛
も
、
高
義
に
感
動
す
る
に
足
る
〕

法
国
と
安
南
の
立
つ
る
所
の
和
約
は
現
に
己
に
核
定
せ
り
〕

曰
く
光
緒
九
年
八
月
初
四
日
）

防
辺
の
後
策
一
）
〔
法
人
の
趣
を
攻
む
る
の
一
事
、
論
者
紛
紛
た
る

ち
絶
え
て
動
静
な
し
。
…
中
国
の
越
事
に
於
け
る
、
実
に
持
重
発
せ
ざ

法
人
己
に
順
化
都
城
を
攻
め
た
り
〕

黒
旗
の
算
す
る
所
と

と
。
朝

３３７



一
八
八
一
一
一
年
九
月
二
十
日
（
光
緒
九
年
八
月
二
十
日
）

◎
深
慮
続
請
〔
法
人
は
黒
旗
の
擾
乱
を
以
て
籍
口
と
為
し
、
越
王
に
代
わ
り
て
黒
旗
を
駆

除
し
、
安
南
を
係
議
す
る
を
以
て
名
と
為
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
実
は
騒
騒
と
し
て
そ
の

一
八
八
三
年
九
月
十
四
日
（
光
緒
九
年
八
月
十
四
日
）

○
倫
敦
電
音
〔
中
法
交
渉
の
事
は
、
聞
く
に
、
英
国
中
よ
り
排
解
す
る
を
允
准
す
と
云
う
〕

○
使
節
北
上
〔
法
公
使
の
徳
君
理
固
、
…
渥
よ
り
啓
行
し
て
大
沽
に
抵
る
〕

一
八
八
一
一
一
年
九
月
十
三

．
線
論
法
趣
勝
負
情

○
法
越
軍
信
〔
目
下
、

然
と
し
て
存
す
る

一
八
八
三
年
九
月
十
一
日
（

○
倫
敦
電
音
〔
中
国
欽
使

園
と
商
議
し
、
越
南
の

り
と
云
う
〕

○
法
兵
攻
順
化
細
情
（
法

○
海
防
近
信
〔
華
兵
一
葛

八
八
三
年
九
月
十
九
日
（
光
緒
九
年
八
月
十
八
日
）

○
海
防
近
信
〔
法
国
の
元
戎
、
東
京
各
口
を
封
禁
す
。

起
こ
し
、
進
出
は
一
概
に
准
さ
ず
〕

八
八
三
年
九
月
十
六
日
（
光
緒
九
年
八
月
十
六
日
）

○
越
事
伝
聞
〔
香
港
の
循
環
日
報
に
曰
う
。
越
南
の
事
、
近
ご
ろ
法
人
海
口
を
封
禁
し
、

船
艘
の
往
来
を
許
さ
ず
、
並
び
に
報
館
の
採
訪
人
の
消
息
を
探
蕊
す
る
を
推
さ
ざ
る
に

因
り
、
以
て
邇
来
情
形
は
総
て
確
耗
を
得
ざ
・
る
を
致
す
〕

○
津
沽
近
信
〔
越
南
使
臣
の
津
沽
に
在
る
看
、
本
よ
り
回
国
せ
ん
と
欲
す
〕

日
（
光
緒
九
年
八
月
十
三
日
）

形
（
法
越
の
勝
負
の
情
形
を
線
論
す
）

海
防
お
よ
び
河
内
一
帯
は
、
厳
と
し
て
沢
□
の
如
く
、

な
し
〕

光
緒
九
年
八
月
十
一
日
）

の
曽
襲
侯
、
曽
て
法
国
外
務
大
臣
に
調
い
て
曰
く
、
中
国
は
法

交
界
の
地
を
分
清
せ
ん
と
欲
す
、
と
。
外
務
大
臣
頗
る
悦
色
あ

兵
の
順
化
を
攻
む
る
の
細
情
〉

五
千
名
、
海
東
に
前
住
す
る
あ
り
〕

－'

即
ち
是
に
於
て
、

晩
八
点
鏑
よ
り

屋
宇
は
蕩
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一
八
八
一
一
一
年
九
月
一
一
十
一
一
一
日
（
光
緒
九
年
八
月
一
一
十
三
日
）

◎
書
宗
太
守
批
鎮
海
紳
脅
菓
後
〈
宗
太
守
、
鎮
海
の
紳
書
の
票
に
批
す
る
の
後
に
書
す
〉

〔
近
日
、
国
家
、
越
南
の
一
事
に
於
て
、
和
戦
未
だ
定
ま
ら
ず
〕

八
八
一
一
一
年
九
月
二
十
一
日
（
光
緒
九
年
八
月
一
一
十
一
日
）

○
法
軍
敗
信
〔
初
一
日
、
法
軍
は
黄
旗
兵
と
住
き
て
黒
旗
を
攻
む
。
…
黒
旗
軍
の
槍
雷
弾

雨
は
一
時
に
並
び
施
し
、
法
人
を
将
て
撃
退
す
〕

○
法
敗
余
波
（
法
敗
る
る
の
余
波
）

○
海
防
近
事
〔
数
日
前
、
法
国
の
沙
翁
輔
船
、
趣
に
抵
り
、
食
物
等
の
件
を
帯
有
す
〕

心
測
り
巨
し
〕

○
倫
敦
電
音
〔
中
国
欽
使
の
曽
襲

に
、
法
国
頗
る
和
好
を
願
う
〕

○
電
音
録
登
〔
法
廷
、
現
に
越
南

し
め
、
充
て
て
全
権
公
使
と
作

○
目
撃
軍
情
（
軍
惰
を
目
撃
す
〉

て
は
、
実
に
黒
旗
の
追
逐
を
被

八
八
一
一
一
年
九
月
二
十
一
一

○
法
敗
続
聞
〔
法
軍
僅

六
は
越
南
人
た
り
〕

○
法
兵
赴
越
〈
法
兵
、

○
労
功
行
賞
（
功
を
労

１
１
Ｊ
ノ

八
八
一
一
一
年
九
月
二
十
四
日
〈
光
緒
九
年
八
月
二
十
四
日
）

◎
側
隠
論
〔
今
、
法
越
の
鍵
を
構
う
る
や
、
黒
旗
は
法
軍
と
屡
次
交
綏
す
。
越
南
の
新
王
、

権
り
に
法
人
に
従
い
、
以
て
然
眉
の
急
を
拝
む
と
錐
も
、
黒
旗
尚
お
在
り
、
且
つ
屡
々

戦
い
蕊
ち
勝
つ
〕

年
九
月

十
六
日
〈
光
緒
九
年
八
月

趣
に
赴
く
）

ら
い
賞
を
行
う
）

日
（
光
緒
九
年
八
月
二
十
二
日
）

か
に
死
す
。
兵
弁
二
員
、
兵
十
名
、

の
事
を
以
て
大
臣
弼
達
那
を
特
派
し
、
中
国
に
前
来
せ

す
〕

〔
法
軍
過
回
し
て
敢
え
て
駐
紮
せ
ざ
る
の
－
節
に
至
つ

り
、
勢
い
抵
当
し
難
し
〕

侯
、

近
ご
ろ
法
国
に
向
い
中
法
交
渉
の
事
を
商
議
す
る

十
六
日
〉

十
名
中
の
四
は
法
人
た
り
、
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一
八
八
一
一
一
年
九
月
二
十
八
日
（
光
緒
九
年
八
月
二
十
八
日
〉

◎
論
法
軍
文
武
不
和
（
法
軍
の
文
武
和
せ
ざ
る
を
論
ず
）

○
倫
敦
電
音
〔
法
人
の
意
は
則
ち
紅
河
の
両
岸
を
将
て
尽
く
法
人
の
所
有
と
為
さ
ん
と
す
〕

八
八
三
年
十
月
四
日
（
光
緒
九
年
九
月
初
四
日
）

④
法
越
和
約
続
録

八
八
一
一
一
年
十
月
三
日
〈
光
緒
九
年
九
月
初
一
一
一
日
〉

○
越
南
近
耗
〔
東
京
地
方
は
現
に
海
賊
多
く
、
甚
だ
椙
蹴
を
形
す
〕

八
八
三
年
十
月
一
日
〈

③
法
越
和
約
続
聞
〔
西

に
二
十
七
款
あ
り
〕

○
法
軍
近
耗
〔
十
六
日

八
八
三
年
九
月
一
一
一
十
日
（
光
緒
九
年
八
月
一
一
一
十
日
〉

○
河
内
要
聞
〔
本
月
十
八
日
、
法
軍
、
河
内
よ
り
出
て
富
旺
地
方
に
至
り
、

の
士
城
業
に
巳
に
完
備
す
る
を
見
る
〕

八
八
一
一
一
年
九
月
二
十
九
日
（
光
緒
九
年
八
月
一
一
十
九
日
〉

◎
論
中
法
議
定
越
界
（
中
法
の
越
界
を
議
定
す
る
を
論
ず
）

八
八
三
年
九
月
二
十
七
日
（
上

◎
論
越
兵
獲
勝
（
越
兵
勝
を
轌

○
法
報
電
音
〔
中
国
の
屯
駐
法
鋳

て
限
と
為
さ
ん
と
意
欲
す
〕

○
倫
敦
電
音
〔
中
国
、

○
越
南
近
耗
〔
法
兵
、

、 光
緒
九
年
九
月
初
一
日
・
）

暦
八
月
二
十
五
日
、
順
化
に
在
り
て
立
つ
る
所
の
和
約
は
実
に
共

法
人
と
交
渉
の
事
、
青
え
て
心
を
降
し
て
相
い
従
わ
ず
〕

前
に
海
東
の
砲
台
の
後
に
在
り
て
、
鉛
銭
を
出
す
こ
と
甚
だ
霧
し
〕

法
人
ま
た
兵
馬
を
整
え
住
き
て
黒
旗
を
攻
む
〕

光
錯
九
年
八
月

獲
る
を
論
ず
）

欽
使
の
曽
襲
侯
、

十
七
日
〉

法
国
と
越
南
の
地
界
を
定
め
て
紅
河
を
以

黒
旗
築
く
所
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一
八
八
三
年
十
月
十
一
日
（
光
緒
九
年
九
月
十
一
日
）

○
中
法
罷
議
〈
中
法
、
議
を
寵
む
）

○
法
越
郵
音
〔
法
廷
、
現
に
越
南
の
役
は
そ
の
功
未
だ
覚
ら
ざ
る
に
因
り
、

諭
し
て
小
砲
船
六
膿
を
建
造
せ
し
む
〕

一
八
八

八
八
三
年
十
月
六
日
〈
光
緒
九
年
九
月
初
六
日
）

◎
法
事
憶
説
〔
客
、
僕
に
問
う
あ
り
て
日
う
。
越
南
の
順
化
の
京
城
は
法
兵
の
為
に
攻
囲

せ
ら
れ
、
越
王
己
に
法
人
と
訂
約
し
て
和
を
言
え
ば
、
法
越
の
事
は
、
此
れ
よ
り
そ
れ

遂
に
定
ま
る
か
、
と
〕

八
八
三
年
十
月
七
日
〈
光
緒
九
年
九
月
初
七
日
）

○
倫
敦
電
音
〔
中
法
、
越
南
の
一
事
を
商
議
す
る
に
、

の
地
と
為
す
を
許
す
の
み
〕

八
八
一
一
一
年
十
月
五
日
〈
光
緒
九
年
九
月
初
五
日
）

○
増
兵
近
信
〔
法
国
現
に
兵
一
蔦
二
千
名
を
発
し
て
越
南
の
東
京
に
前
往
す
る
を
定
む
〕

○
津
信
摘
録
〔
法
公
使
徳
君
理
固
、
李
傅
相
と
諸
事
を
商
議
す
る
に
、
秘
密
殊
に
甚
だ
し
〕

○○八

せ嚇梅す津八

し然防一信三

八
八
三
年
十
月
十
一
一
日
〈
光
緒
九
年
九
月
十
二
日
）

○
海
防
信
息
〔
法
国
の
河
内
に
在
り
て
用
い
る
所
の
黄
旗
党
人
は
、

を
行
い
、
大
半
は
皆
海
防
に
回
る
〕

年
十
月
九
日
（
光
緒
九
年
九
月
初
九
日
）

摘
録
〔
李
傅
相
、
己
に
法
公
使
徳
理
固
と
商
辨
す
る
の
諸
事
を
将
て
詳
細
に
具
奏

伝
言
〔
法
便
、
津
に
在
り
て
李
傅
相
と
会
議
す
る
に
、
頗
る
異
言
あ
り
。
朝
廷
、

震
怒
し
、
特
に
彰
雪
琴
宮
係
を
簡
し
、
…
馳
赴
し
て
噌
東
に
赴
き
、
軍
務
を
督
辨

む
〕

年
十
月
十

日
（
光
緒
九
年
九
月
十

日
、￣

法
人
は
抵
東
京
の
北
を
以
て
交
界

刻
下
、
均
し
く
撤
去

特
に
工
匠
に
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八
八
一
一
一
年
十
月
二
十
五
日
〈
光
緒
九
年
九
月

○
法
将
莅
任
〈
法
将
、
任
に
莅
む
）

○
黒
旗
戦
捷
紀
事

八
八
一
一
一
年
十
月
二
十
一
一
一
日
〈
光
緒
九
年
九
月
一
一
十
一
一
一
日
〉

◎
書
法
人
与
黒
旗
議
和
事
（
法
人
の
黒
旗
と
和
を
議
す
る
の
事
を
書
す
〉

○
越
南
近
間
〔
初
七
日
、
法
国
の
地
勒
運
軍
船
、
西
貢
よ
り
東
京
に
前
性
し
、

帯
す
。
軍
器
甚
だ
瀞
し
〕

八
八
一
一
一
年
十
月
一
一
十
日
（
光
緒
九
年
十
月
二
十
日
）

○
越
事
近
間
〔
近
日
、
黒
旗
は
何
故
な
る
や
を
・
知
ら
ざ
る
も
、

八
八
三
年
十
月
十
九
日
（
光
緒
九
年
九
月
十
九
日
〉

○
河
内
近
聞
〔
六
月
二
十
九
日
の
戦
に
は
、
黄
旗
兵
大
い
に
出
力
を
為
す
〕

八
八
三
年
十
月
十
八
日
（
光
緒
九
年
九
月
十
八
日
）

○
河
内
近
信
〔
法
人
近
ご
ろ
黒
旗
と
和
を
議
し
、
黒
旗
に
銀
両
を
給
与
せ
ん
こ
と
を
願
う
〕

、

八
八
三
年
十
月
十
六
日
（
光
緒
九
年
九
月
十
六
日
〉

○
越
南
近
耗
〔
現
に
法
人
の
到
有
せ
る
新
兵
三
千
は
、
会
安
に
進
攻
し
、
各
港
口
を
将
て

封
禁
し
、
船
艘
の
往
来
を
准
さ
ず
〕

○
徳
使
来
華
（
徳
便
、
華
に
来
る
）
〔
現
在
、
徳
廷
、
中
法
の
事
は
和
協
を
望
み
難
き
に

因
り
、
故
に
該
公
使
に
命
じ
て
啓
節
し
て
華
に
来
ら
し
む
〕

八
八
三
年
十
月
十
四
日
（
光
緒
九
年
九
月
十
四
日
）

◎
論
石
船
沈
海
之
策
（
石
船
も
て
海
に
沈
め
る
の
策
を
論
ず
）
〔
此
の
種
の
船
は
既
に
越

南
に
行
わ
る
。
安
ん
ぞ
中
国
に
用
い
ら
れ
ざ
る
を
知
ら
ん
や
〕

◎
論
越
事
近
状
（
越
事
の
近
状
を
論
ず
）

十
五
日
）

忽
然
と
し
て
匿
跡
錆
声
す
〕

文
書
を
携
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一
八
八
三
年
十
月
一
一
十
七
日
〈
光
緒
九
年
九
月
一
一
十
七
日
）

○
儒
教
電
音
〔
現
在
、
法
国
は
己
に
新
兵
の
越
南
に
揺
往
す
る
あ
り
。

意
、
或
は
糖
や
活
変
を
為
す
べ
し
〕

八
八
三
年
十
一
月
七
日
（
光
緒
九
年
十
月
初
八
日
）

○
電
音
蕊
録
〔
法
国
現
に
…
擬
し
て
仏
郎
克
一
千
葛
を
添
派
し
以
て
越
南
の
東
京
を
攻
む

る
の
兵
餉
と
為
さ
ん
と
す
と
云
う
〕

○
法
人
移
像
（
法
人
、
像
を
移
す
〉

八
八
三
年
十
一
月
四
日
（
光

○
倫
敦
電
音
〔
首
相
衆
に
畠

中
国
、
法
国
と
鷲
を
啓
か

ず
、
と
〕

○
英
報
論
法
国
事
〈
英
報
、

八
八
三
年
十
一
月
二
日
（
光
緒
九
年
十
月
初

○
法
艦
赴
越
（
法
艦
、
趣
に
赴
く
〉

八
八
一
一
一
年
十
月
三
十
日

◎
書
詳
述
黒
旗
事
後
（

○
倫
敦
電
音
〔
法
国
の

む
者
あ
る
に
論
及
す
。

あ
る
か
〕

○
海
防
郵
音
〔
海
防
の

八
八
一
一
一
年
十
月
二
十
九
日
〈
光
緒
九
年
九
月

○
詳
述
黒
旗
事
（
黒
旗
の
事
を
詳
述
す
〉

八
八
一
一
一
年
十
月
二
十
六
日
（
光
緒
九
年
九
月

◎
防
法
論
（
法
を
防
ぐ
の
論
）

居
民
、

（
光
緒
九
年
九
月
三
十
日
）

黒
旗
の
事
を
詳
述
す
る
の
後
に
書
す
）

下
議
院
の
各
議
員
、
法
国
の
越
南
東
京
に
在
る
の
各
官
を
深
く
怨

然
ら
ば
、
越
南
を
経
営
す
る
の
一
事
、
法
人
は
そ
れ
悔
禍
の
心

法
国
の
事
を
論
ず
）

緒
九
年
十
月
初
五
日
）

言
し
て
云
う
。
法
人
如
し
越
南
の
桑
台
・
北
寧
を
得
る
の
後
、

ざ
れ
ぱ
、
法
人
ま
た
断
じ
て
中
国
と
兵
戎
を
以
て
相
い
見
え

現
に
甚
だ
樫
恐
た
り
〕

ロ

日

十
九
日
）

十
六
日
）

～〆

恐
ら
く
は
中
国
の
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一
八
八
三
年
十
一
月
十
六
日
〈
光
緒
九
年
十
月
十
七
日
〉

○
法
国
軍
信
〔
委
局
、
昨
ど
ろ
ま
た
門
を
開
き
・
て
会
議
し
、
法
兵
の
東
京
に
在
る
の
情
形

を
将
て
、
刊
し
て
一
書
を
為
り
、
遠
迩
に
布
告
せ
ん
と
欲
す
〕

一
八
八
一
一
一
年
十
一
月
十
一
日
（
光
緒
九
年
十
月
十
二
日
）

○
外
洋
消
息
〔
法
総
統
、
越
南
の
和
議
克
成
す
る
を
以
て
、
越
南
王
に
贈
る
に
頭
等
の
大

宝
星
を
以
て
す
〕

○
越
事
近
聞
〔
亜
威
倫
載
兵
船
、
九
月
二
十
二
日
の
晩
に
於
て
、
己
に
西
貢
に
到
る
〕

八
八
三
年
十
一
月
十
八
日
〈
光
緒
九
年
十
月
十
九
日
〉

０

．
論
法
人
攻
越
南
之
無
益
（
法
人
の
越
南
を
攻
む
る
の
益
な
き
を
論
ず
〉

八
八
三
年
十
一
月
十
七
日
（
光
緒
九
年
十
月
十
八
日
〉

◎
法
軍
必
有
大
挙
於
越
南
説
（
法
軍
は
必
ず
越
南
に
大
挙
す
る
こ
と
あ
る
の
説
）

八

八

八
八
三
年
十
一
月
十
四
日
（
光
緒
九
年
十
月
十
五
日
〉

◎
論
査
禁
販
馬
（
馬
を
販
す
る
を
査
禁
す
る
を
論
ず
〉
〔
近
ご
ろ
、
法
人
趣
を
攻
め
て
、

屡
々
黒
旗
の
敗
る
所
と
為
る
．
…
故
に
法
人
酒
地
に
在
り
て
数
次
馬
匹
を
購
買
し
、
越

南
に
運
赴
し
て
以
て
軍
需
を
済
く
〕

八
八
一
一
一
年
十
一
月
十
三
日
〈
光
緒
九
年
十
月
十
四
日
）

○
法
事
消
息
〔
法
国
の
運
兵
船
の
東
京
と
名
づ
く
る
者
、
己
に
西
暦
九
月
二
十
四
日
に
於

て
、
租
倫
よ
り
駛
し
て
阿
非
利
加
洲
に
赴
き
、
兵
を
載
せ
て
趣
に
赴
く
〕

八
八
三
年
十
一
月
十
日
（
光
緒
九
年
十
月
十
一
日
）

○
海
防
近
信
〔
法
人
の
海
防
よ
り
新
た
に
設
け
て
河
内
に
至
る
の
電
線
は
、

将
に
竣
工
せ
ん
と
す
〕

年
十

月
十
九
日
（
光
緒
九
年
十
月

十
日
）

刻
下
、

業
に

3４４



一
八
八
一
一
一
年
十
一
月
一
一
十
三
日
（
光
緒
九
年
十
月
一
一
十
四
日
）

○
倫
敦
電
音
〔
刻
下
、
曽
襲
侯
ま
た
法
人
と
越
南
の
東
京
の
事
を
商
議
す
〕

○
海
防
近
信
〔
海
防
近
日
頗
る
熱
鬮
を
為
す
。
法
国
の
新
兵
陸
続
と
し
て
来
る
に
縁
る
〕

○
法
越
近
耗
〔
邇
来
、
黒
旗
は
法
軍
と
並
え
て
未
だ
開
仗
せ
ず
〕

一
八
八
一
一
一
年
十
一
月
二
十
七
日
（
光
緒
九
年
十
月
二
十
八
日
）

○
法
事
要
聞
〔
中
国
は
文
を
各
国
に
行
り
て
云
う
。
越
南
は
向
に
中
国
の
藩
属
た
り
。

し
争
戦
の
事
あ
れ
ば
。
そ
の
端
は
実
に
法
国
よ
り
啓
く
な
り
、
と
〕

一
八
八
三
年
十
一
月
一
一
十
四
日
〈
光
緒
九
年
十
月
一
一
十
五
日
）

○
伝
聞
難
信
（
伝
聞
信
じ
難
し
）
〔
中
朝
、
劉
義
に
授
け
て
越
南
の
東
京
を
総
理
す
る
の

元
戎
と
為
し
、
資
す
る
に
餉
銀
軍
器
を
以
て
す
〕

八
八
一
一
一
年
十
一
月
二
十
一
一
日
〈
光
緒
九
年
十
月
二
十
一
一
一
日
）

○
海
防
郭
音
〔
法
国
の
亜
威
倫
運
兵
船
、
一
一
一
楽
船
と
と
も
に
均
し
く
越
南
に
抵
る
〕

八
八
三
年
十
一
月
一
一
十
六
日
〈
光
緒
九
年
十
月
一
一
十
七
日
）

◎
論
紅
光
燭
天
（
紅
光
天
を
燭
す
を
論
ず
）

○
戟
兵
近
信
〔
呉
清
卿
京
堂
、
兵
を
帯
し
て
防
に
赴
く
）

八
八
三
年
十
一
月
二
十
五
日
（
光
緒
九
年
十
月
一
一
十
六
日
）

○
西
貴
信
息
〔
季
威
利
の
屍
身
は
ま
た
法
人
に
査
獲
せ
ら
る
）

○
中
法
失
和
伝
言
〈
中
法
和
を
失
う
の
伝
言
）

八
八
三
年
十
一
月
二
十
一
日
〈
光
緒
九
年
十
月
一
一
十
一
一
日
）

○
印
度
近
間
〔
中
国
南
境
の
華
人
、
将
に
渚
に
異
謀
を
蓄
え
、
日
を
約
し
て
不
軌
を
挙
行

せ
ん
と
し
、
即
ち
西
貢
に
在
り
て
事
を
起
こ
し
、
蝉
に
捻
掠
を
行
う
〕

○
法
越
戦
事
〔
客
の
邊
羅
よ
り
越
南
の
金
辺
省
に
往
か
ん
と
欲
す
る
看
あ
り
。

務
紛
起
し
、
戎
馬
戒
較
ま
る
を
見
る
〕

法
越
の
戦

(》
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八
八
三
年
十
一
一
月

◎
中
法
戦
局
論
中

○
法
軍
残
忍
〔
法

○
京
師
伝
言
〔
諺

に
、
此
の
時
、

八
八
三
年
十
一
一
月
一
一
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
初
一
一
一
日
）

◎
法
人
必
有
大
挙
於
越
南
後
説
（
法
人
は
必
ず
越
南
に
大
挙
す
る
こ
と
あ
る
の
後
説
）

八
八
一
一
一
年
十
一
月
三
十

．
論
法
人
多
仇
（
法
人

猶
お
憐
む
る
を
知
ら

○
倫
敦
電
音
（
英
国
、

法
国
と
相
い
商
す
〕

○
海
防
信
息
〔
海
東
地

八
八
一
一
一
年
十
一
月
一
一
十
九
日
（
光
緒
九
年
十
月
三
十
日
）

◎
中
法
戦
局
論
上
〔
越
南
の
役
、
中
朝
の
法
国
を
待
つ
者
は
、

ぺ
し
〕

八
八
一
一
一
年
十
一
月
二
十
八
日
（
光
緒
九
年
十
月
二
十
九
日
）

◎
嘗
中
法
失
和
伝
言
後
（
中
法
和
を
失
う
の
伝
言
の
後
に
書
す
）

○
海
防
信
息
〔
法
人
、
兵
を
進
め
．
ろ
の
時
、
諸
人
に
暁
諭
し
、
も
し
戎
行
に
在
る
の
者
に

非
ざ
れ
ぱ
、
何
人
を
論
ず
る
な
く
、
一
概
に
海
防
に
前
赴
す
る
を
准
き
ず
〕

○
法
越
消
息
〔
法
国
の
委
局
、
是
の
日
に
於
て
、
聚
会
し
て
以
て
越
南
の
事
を
商
議
す
〕

○
西
報
照
訳
〔
総
理
衙
門
、
奏
摺
し
て
両
広
総
督
に
命
じ
、
越
南
の
交
界
の
地
に
移
節
し
、

以
て
法
人
を
阻
過
せ
ん
こ
と
を
請
う
あ
り
〕

○
海
防
近
信
〔
刻
下
、
法
兵
の
河
内
に
赴
く
者
、
日
に
多
き
を
見
る
）

○
福
州
信
息
〔
該
処
の
辺
防
を
蕊
備
す
る
を
見
る
に
、
船
隻
兵
士
は
類
無
用
多
し
〕

の
水
手
は
乃
ち
凶
残
性
と
成
る
。
是
れ
直
に
黄
巣
・
張
献
忠
の
流
な
り
〕

大
司
馬
、
命
を
奉
じ
て
璽
に
赴
き
て
辺
を
防
ぐ
。
そ
の
奏
疏
中
の
大
略

法
国
寛
に
越
南
は
中
朝
の
藩
属
た
る
を
認
め
ざ
る
あ
り
〕

十
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
初
一
日
）

人
仇
多
き
を
論
ず
）
〔
欧
州
の
諸
邦
、
皆
法
と
仇
と
為
る
も
、
法
人

ら
ず
。
又
鴛
を
亜
細
亜
に
啓
き
て
鋭
意
趣
を
攻
め
ん
と
欲
す
〕

中
法
は
越
南
の
一
事
の
為
に
鷺
を
啓
く
の
意
あ
る
に
因
り
、
故
に

日
（
光
緒
九
年
十
一
月
初

方
に
華
兵
一
隊
約
一
千
．
五
百
人
あ
り
、

曰
～〆

仁
至
り
義
尽
く
す
と
調
う

前
住
し
て
攻
取
す
〕
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一
八
八
三
年
十
一
一
月
六
日
〈
光
緒
九
年
十
一
月
初
七
日
）

○
倫
敦
電
音
〔
徳
国
、
己
に
英
国
と
擬
し
て
如
し
中
法
相
い
見
る
に
兵
を
以
て
す
れ
ば
、

英
徳
両
国
は
必
ず
当
に
法
を
設
け
て
在
華
の
商
人
を
保
護
せ
ん
と
す
〕

一
八
八
一
一
一
年
十
二
月
八
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
初
九
日
）

○
電
報
棄
録
〔
中
法
、
越
南
の
事
に
於
て
、
以
て
削
嬬
を
致
し
、
勢
い
幾
ん
ど
陸
を
失
う
。

英
廷
、
二
国
決
裂
し
て
商
務
を
害
す
る
こ
と
あ
る
を
深
く
恐
れ
、
現
に
出
て
中
よ
り
調

八
八
三
年
十
二
月
四
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
初
五
日
〉

○
外
洋
消
息
〔
曽
襲
侯
、
昨
ご
ろ
法
廷
に
対
し
て
称
説
す
ら
く
、
若
し
法
軍
前
性
し
て
北

寧
を
攻
め
れ
ば
、
中
国
は
必
ず
袖
手
傍
観
せ
ず
、
と
〕

○
海
防
信
息
〔
華
兵
往
き
て
法
兵
を
攻
む
る
あ
り
。
法
共
、
衆
寡
散
せ
ず
〕

○
法
越
軍
信
〔
十
八
日
、
黒
旗
約
二
千
餘
、
海
東
城
を
囲
攻
す
る
あ
り
〕

○
法
敗
伝
聞
〔
黒
旗
弊
然
と
し
て
敗
る
と
偽
り
て
退
き
、
火
薬
を
途
中
に
置
放
す
る
に
、

法
兵
是
の
計
を
知
ら
ず
、
以
て
黒
旗
の
為
に
敗
北
す
〕

○
訳
西
報
論
中
法
事
（
西
報
に
中
法
の
事
を
論
ず
る
を
訳
す
）

○
璽
東
近
信
〔
近
来
、
響
東
の
海
防
を
霧
傭
す
る
こ
と
頗
る
認
真
に
属
す
〕

八
八
三
年
十
一
一
月

◎
中
法
戦
局
論
下

○
越
事
電
音
〔
法

⑨
劉
永
福
非
髪
逆

○○．八

の雄勧意内八

札師め在愛三

調抜輯外年

を隊一共患十

経へのへ説二

月
七
日
〈
光
緒
九
年
十
一
月
初
八
日
）

意
は
兵
を
餌
む
る
に
在
り
）
〔
萬
国
太
平
会
中
の
人
、
…
擬
し
て
法
国
に

公
正
の
人
を
択
び
、
以
て
此
の
事
の
従
違
を
決
せ
ん
と
す
〕

雄
師
、
隊
を
抜
く
）
〔
鎮
江
に
駐
紫
す
る
の
穀
字
営
は
、
…
旱
に
影
雪
帥

て
響
洋
の
防
所
に
前
赴
す
〕

人
ま
た
甚
だ
和
を
中
国
に
失
う
を
願
わ
ず
〕

雛
〈
湖
海
之
士
拝
上
〉
〈
劉
永
福
は
髪
逆
に
非
ざ
る
の
鶏
）

五
日
〈
光
緒
九
年
十
一
月
初
六
日
）
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一
八
八

八
八
一
一
一
年
十
二
月
十
四
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
十
五
日
）

○
越
南
近
信
〔
二
十
七
日
、
法
軍
、
大
貫
の
刻
富
律
の
梓
に
急
症
に
遭
い
、

を
致
す
あ
り
〕

八
八
一
一
一
年
十
二
月
十
一
二
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
十
四
日
）

◎
書
督
師
彰
大
司
馬
暁
論
各
国
商
人
及
厳
禁
盗
賊
両
示
後
〈
督
師
の
彰
大
司
馬
の
各
国
商

人
に
暁
諭
し
、
及
び
盗
賊
を
厳
禁
す
る
の
両
示
の
後
に
書
す
）

○
越
事
近
間
〔
前
に
海
東
に
華
兵
の
来
た
り
て
・
法
人
を
攻
む
る
こ
と
あ
る
に
因
り
、
華
人

已
に
黒
旗
と
声
気
相
い
通
じ
る
を
知
る
〕

○
璽
東
近
信
〔
各
憲
擬
し
て
省
垣
の
紳
富
中
に
在
り
て
軍
需
を
辮
ず
る
を
勧
め
ん
と
す
。

乃
ち
数
日
な
ら
ざ
る
の
間
に
、
己
に
銀
数
を
□
集
し
、
五
百
萬
両
の
外
に
在
り
。
同
仇

敵
侭
、
璽
の
紳
民
は
誠
に
義
を
好
む
か
な
〕

八
八
一
一
一
年
十
一
一
月
十
一
一
日
〈
光
緒
九
年
十
一
月
十
三
日
）

○
越
事
近
間
〔
法
国
の
欽
差
大
臣
徳
理
固
、
縛
爾
徳
兵
船
に
乗
り
て
海
防
に
赴
き
、

に
駐
紫
す
る
の
総
督
と
為
る
〕

○
噂
省
要
聞
〔
璽
省
に
法
国
の
天
主
堂
を
栃
袈
す
る
の
事
あ
り
〕

○
廻
垣
軍
事
集
録
〔
邇
来
、
省
中
の
官
憲
、
軍
務
を
整
頓
し
、
甚
だ
厳
密
た
り
〕

○
西
人
料
法
兵
〈
西
人
、
法
兵
を
科
る
）

八
八
一
一
一
年
十
一
一
月
十
一
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
十
二
日
）

○
宮
保
抵
噌
（
宮
係
、
薯
に
抵
る
）
（
初
三
日
、
欽
差
大
臣
彰
雪
零
大
司
馬
、

巳
に
璽
省
に
抵
る
）

八
八
三
年
十
一
一
月
九
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
初
十
日
〉

◎
欧
州
各
国
以
中
法
之
和
為
利
説
（
欧
州
各
国
は
中
法
の
和
を
以
て
利
と
為
す
の
説
）

処
す
る
を
為
す
〕

年
十

月
十
五
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
十
六
日
）

以
て
身
亡
ぶ

□
節
し
て

越
南
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八
八
三
年
十
一
一
月
十
七
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
十
八
日
）

◎
闘
圏
海
防
異
同
説

八
八
三
年
十
一
一
月
十
六
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
十
七
日
）

○
噌
事
近
間
〔
日
来
、
広
東
、
辺
防
を
整
頓
し
、
兵
勇
を
操
練
す
る
こ
と
甚
だ
認
真
た
り
〕

八
八
三
年
十
一
一
月
十
八
日
〈
光
緒
九
年
十
一
月
十
九
日
）

○
藝
省
近
聞
〔
磐
省
に
》
法
国
の
領
事
衙
門
一
所
あ
り
、
礦
し
く
居
人
な
し
。
初
八
日
、
忽

・
・
ち
多
人
署
内
に
直
入
し
、
門
窓
欄
干
を
折
製
す
る
あ
り
〕

○
越
南
近
信
〔
前
十
餘
日
、
河
内
・
海
防
の
両
処
は
並
え
て
動
静
な
し
〕

○
戦
事
伝
聞
〔
十
月
初
八
九
の
両
日
、
法
軍
、
黒
旗
と
開
戦
す
。
計
る
に
、
傷
の
法
人

は
萬
餘
に
し
て
、
黒
旗
中
の
陣
亡
す
る
者
は
ま
た
二
千
餘
人
あ
り
〕

○
兵
事
臆
見
〔
目
下
中
法
は
越
を
争
い
、
鷲
隙
已
に
成
る
。
早
晩
、
兵
戈
皆
逆
料
し
難
し
〕

●

八
八
一
一
一
年
十
一
一
月
十
九
日
〈
光
緒
九
年
十
一
月
一
一
十
日
）

八
八
一
一
一
年
十
一
一
月
二
十
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
二
十
一
日
〉

◎
軍
情
必
須
慎
密
説
（
軍
情
は
必
ず
煩
ら
く
慎
密
に
す
べ
き
の
説
〉

◎
辺
防
切
要
篇
〔
法
兵
越
を
攻
む
る
は
甘
心
の
志
を
得
ん
と
欲
す
る
あ
り
。
越
南
は
中
朝

の
藩
服
た
り
、
七
娯
薯
の
門
戸
た
れ
ば
、
中
朝
必
ず
軽
し
く
蘂
つ
る
に
廿
ん
ぜ
ず
〕

⑬
訳
西
報
録
彰
大
司
馬
奏
摺
（
西
報
に
彰
大
司
馬
の
奏
摺
を
録
す
る
を
訳
す
）

八
八
三
年
十

．
防
戦
客
談

○
擬
裁
法
兵

東
京
に
在

絡
せ
し
め

○
地
利
可
特

○
海
防
被
囲

，
す
る
あ
り

○
防
共
到
璽

ヘーヘヘざりへ

防
共
、

擬
し
て
法
兵
を
蔵
た
ん
と
す
）
〔
越
南
及
び
中
国
の
兵
は
黒
旗
と
と
も
に

て
、
近
来
、
頗
る
奮
発
の
勢
い
あ
り
。
法
兵
を
将
て
隔
断
し
、
一
気
を
聯

ら
ん
と
意
欲
す
〕

地
の
利
は
侍
む
く
し
〉

海
防
囲
ま
る
〉
〔
海
防
、
近
ご
ろ
黒
旗
及
び
越
南
の
兵
の
前
住
し
て
攻
囲

轡
に
到
る
）
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八
八
一
一
一
年
十
一
一
月
一
一
十
一
一
一
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
二
十
四
日
〉

◎
用
兵
首
争
地
利
説
〈
用
兵
は
首
め
に
地
の
利
を
争
う
の
説
）

○
桑
台
失
守
電
音
（
桑
台
守
を
失
う
の
電
音
）
〔
桑
台
地
方
は
法
人
の
兵
船
上
に
在
り
て

開
花
砲
を
用
い
て
撃
破
す
る
を
被
る
〕

○
法
兵
信
息
〔
法
人
住
き
て
北
寧
を
探
る
の
時
、
日
本
兵
官
偕
に
住
き
て
戦
備
を
観
ん
と

欲
す
〕

八
八
三
年
十
一
一
月

◎
論
璽
人
助
館
（

○
法
報
照
訳
〔
法

須
ら
く
開
仗
す

京
に
赴
か
し
む

○
偵
探
形
勢
（
形

の
形
勢
を
偵
探

○
法
艦
赴
越
（
法

○
噌
省
近
聞
〔
塁

を
焚
繋
す
る
を

八
八
一
一
一
年
十
二
月
一
一
十
一
日
〈
光
緒
九
年
十
一
月
一
一
十
一
一
日
）

◎
論
越
南
王
被
試
事
（
越
南
王
の
試
さ
る
る
の
事
を
論
ず
〉

○
海
防
近
信
〔
越
南
国
王
、
現

○
河
内
近
報
〔
み
な
以
為
え
ら

せ
ん
、
と
。
寵
ん
ぞ
知
ら
ん
。

○
哩
省
近
間
〔
広
東
の
居
人
、

○
教
堂
職
事
〔
璽
垣
の
潮
音
街

一
事
は
、
迭
も
経
に
大
憲
の

頼
り
て
以
て
安
靖
す
〕

⑥
暁
諭
営
兵
示
（
営
兵
に
暁
・
諭

○
法
艦
抵
屡
（
法
鑑
、
慶
に
抵

議省艦す勢
、、

す－を

一べ廷
二
十
二
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
一
一
十
一
一
一
日
）

恩
人
の
館
を
助
く
る
を
論
ず
）

廷
は
、
中
国
欽
差
の
曽
襲
侯
の
法
人
若
し
北
寧
を
攻
む
れ
ば
中
国
必
ず

べ
き
の
説
あ
る
に
因
り
、
是
を
以
て
復
た
第
十
二
軍
を
発
し
調
し
て
東

趣
に
赴
く
）

美
国
福
音
堂
の
残
に
道
い
て
よ
り
後
、

〕 偵
探
す
）

暁
・
論
す
る
の
示
）

●

に
抵
る
〉

に
そ
の
臣
に
識
せ
ら
る
〕

く
、
法
軍
は
必
ず
将
に
大
挙
し
て
以
て
黒
旗
と
勝
負
を
決

今
に
い
た
る
ま
で
並
え
て
動
静
な
し
〕

法
越
交
渉
の
事
に
因
り
、
頗
る
楳
傑
危
擢
を
覚
ゆ
〕

の
福
音
堂
、
衆
の
騒
擾
を
被
り
器
物
を
設
壊
せ
ら
る
る
の

兵
役
を
調
遣
し
、
該
街
に
前
性
し
て
地
方
を
弾
圧
せ
し
め
、

〔
法
軍
、
近
ご
ろ
桑
台

北
寧
の
両
処
に
在
り
て
敵
人

噌
人
ま
た
法
国
天
主
教
堂
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八
八
一
一
一
年
十
一
一
月
二
十
五
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
一
一
十
六
日
）

○
先
事
預
防
（
事
に
先
ん
じ
て
預
め
防
ぐ
）
〔
聞
く
に
、
法
人
の
謀
、
運
に
広
東
の
瓊
州

を
取
ら
ん
と
欲
す
、
と
。
該
処
の
守
備
は
格
外
に
厳
を
加
え
ざ
る
べ
か
ら
ず
〕

八
八
一
一
一
年
十
二
月
一
一
十
四
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
一
一
十
五
日
）

◎
保
護
海
運
艦
艘
説
（
海
運
の
艦
艘
を
保
護
す
る
の
説
）

○
電
音
蘂
録
〔
法
国
、
ま
た
兵
三
千
名
を
調
し
て
東
京
に
赴
か
し
む
）

○
法
員
議
事
（
法
員
、
事
を
議
す
）
〔
近
来
、
越
南
東
京
の
一
事
を
為
す
に
至
っ
て
は
、

鄙
意
を
以
て
之
を
度
れ
ば
、
未
だ
必
ず
し
も
比
に
因
り
て
中
国
と
賀
を
開
か
ざ
る
な
り
〕

○
法
兵
攻
順
化
伝
聞
（
法
兵
の
順
化
を
攻
む
る
の
伝
聞
）

③
録
曽
襲
侯
照
会
（
曽
襲
侯
の
照
会
を
録
す
〉

八
八
三
年
十
一
一
月
一
一
十
六
日
〈
光
緒
九
年
十
一
月

◎
論
海
防
近
勢
（
海
防
の
近
勢
を
論
ず
）

八
八
三
年
十
二
月
一
一
十
九
日
（
光
緒
九
年
十
一
一
月
初
一
日
〉

○
簡
使
伝
言
〔
徳
国
擬
し
て
…
中
国
に
到
ら
し
め
越
南
東
京
の
事
を
調
停
せ
し
め
ん
と
す
〕

○
港
報
述
桑
台
戦
事
〈
港
報
、
桑
台
の
戦
事
を
述
ぶ
）

○
確
耗
未
至
（
確
耗
未
だ
至
ら
ず
）

八
八
三
年
十
一
一
月
二
十
七
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
一
一
十
八
日
）

③
越
南
三
宣
提
督
劉
□
師
撒
（
越
南
三
宣
提
督
の
劉
□
師
の
機
）

○
戦
事
続
聞
〔
法
軍
、
十
四
日
に
於
て
、
隊
を
。
整
え
桑
台
に
進
攻
す
。
地
方
に
付
近
す
る

の
砲
船
は
ま
た
河
面
に
於
て
燃
砲
し
、
法
軍
を
相
い
助
く
〕

○
法
軍
敗
北
〔
法
軍
の
官
弁
、
殺
さ
る
る
者
十
五
名
、
士
卒
千
餘
名
〕

○
法
軍
覆
没
電
音
〈
法
軍
は
覆
没
す
る
の
電
音
〉

○
思
患
預
防
（
患
を
思
い
て
預
め
防
ぐ
〉

○
元
戎
赴
越
（
元
戎
、
趣
に
赴
く
）

＋
七
日
）
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一
八
八
四
年
一
月
一
日
（
光
緒
九

○
電
音
棄
録
〔
曽
襲
侯
、
己
に

中
法
決
絶
の
端
あ
る
を
見
ず

○
伝
説
紛
如
〔
法
兵
の
越
南
桑

ら
ず
〕

八
八
四
年
一
月
四
日
（
光
緒
九
年
十
二
月
初
七
日
）

◎
論
桑
台
失
守
事
（
桑
台
失
守
の
事
を
諸
ず
〉

○
北
寧
軍
耗
〔
本
埠
の
西
人
言
及
す
ら
く
、
法
兵
目
下
北
寧
を
取
ら
ん
と
規
り
、

厳
た
れ
ば
、
必
ず
青
え
て
精
も
疎
虞
に
渉
ら
ざ
る
べ
し
、
と
〕

○
福
州
辺
防
〔
汕
頭
募
る
所
の
兵
は
、
現
に
皆
陸
続
と
し
て
到
る
〉

八
八
四
年
一
月
一
一
一
日
（
光
緒
九
年
十
二
月
初
六
日
）

○
桑
台
失
守
餘
聞
〔
桑
台
は
業
に
法
人
の
得
る
所
と
為
る
。
自
後
、
並
え
て
確
音
な
し
。

外
聞
紛
紛
と
し
て
謡
伝
す
る
も
、
原
よ
り
信
ず
る
に
足
ら
ず
〕

○
狂
言
可
駿
（
狂
言
騒
ぐ
べ
し
〉
〔
法
国
の
各
新
聞
紙
皆
言
う
。
法
廷
は
当
に
派
兵
し
て

先
に
瓊
州
・
台
湾
・
舟
山
の
三
処
に
赴
き
て
駐
泊
せ
し
め
、
若
し
中
朝
兵
費
を
償
せ
ざ

れ
ば
、
即
ち
に
当
に
此
の
三
処
の
地
方
を
奪
う
べ
し
、
と
〕

○
法
艦
赴
越
（
法
艦
、
趣
に
赴
く
）

八
八
四
年
一
月
二
日
（
光
緒
九
年
十
二
月
初
五
日
）

◎
立
言
有
体
説
く
立
言
は
体
あ
る
の
説
）
〔
昨
日
、
字
林
報
は
論
説
一
篇
を
載
有
す
。
そ

の
主
意
は
諏
傳
を
瀞
正
す
る
に
在
り
。
…
本
館
、
前
に
法
人
敗
る
る
の
借
を
載
せ
た
る

に
、
全
軍
覆
没
す
る
の
一
節
は
目
し
て
大
誤
と
為
す
。
是
れ
異
と
す
べ
き
の
み
〕

○
桑
台
失
守
続
聞
く
桑
台
守
を
失
う
の
続
聞
）
〔
桑
台
の
外
面
の
各
要
口
は
皆
法
人
の
得

る
所
と
為
り
、
黒
旗
は
各
々
の
険
を
見
て
皆
勢
を
失
い
支
う
る
能
わ
ず
〕

○
図
絵
戦
状
〈
戦
状
を
図
絵
す
）

八
八
一
一
一
年
十
一
一
月
三
十
日
〈
光
緒
九
年
十
二
月
初
一
一
日
）

◎
論
法
人
用
阿
非
黒
兵
之
失
〈
法
人
の
阿
非
黒
兵
を
用
、
つ
る
の
矢
を
論
ず
）

台一巴年

を
攻
む
る
の
信
息
、

十
二
月
初
四
日
）

黎
斯
よ
り
啓
節
し
て
倫
敦
に
回
る
。

本
埠
の
伝
言
は
紛
紙
と
し
て
一
を

但
、

並
え
て
未
だ

十
分
譲
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一
八
八
四
年
一
月
九
日
〈
光
緒
九
年
十
二
月
十
二
日
）

○
伝
聞
異
詞
（
伝
聞
は
詞
を
異
に
す
）
〔
或
は
云
う
。
法
帥
兵
の
一
半
を
留
め
て
桑
台
を

守
り
、
そ
の
半
を
率
い
て
河
内
に
回
る
、
と
。
或
は
云
う
。
法
人
此
の
時
、
兵
を
按
じ

て
動
か
ず
、
新
兵
の
至
る
を
待
ち
て
再
び
行
進
し
て
北
寧
を
攻
む
、
と
〕

八
八
四
年
一
月
六
日
（
光
緒
九
年
十
二
月
初
九
日
）

○
桑
台
続
信
〔
惟
う
に
桑
台
の
失
は
更
に
疑
う
べ
き
な
き
に
似
た
り
〕

八
八
四

○
軍
信

す
〕

○
海
防

八
八
四
年
一
月
五
日
（
光
緒
九
年
十
二
月
初
八
日
）

◎
論
法
人
劫
地
索
賠
之
謀
（
法
人
地
を
劫
し
賠
を
索
む
る
の
謀
を
論
ず
）

八
八
四
年
一
月
八
日
（

◎
論
法
軍
審
慎
情
形
〈

○
西
報
述
桑
台
戦
事
〈

○
訳
東
京
西
人
書
〈
東

旗
倉
卒
と
し
て
尽
く

し
〕

○
黒
旗
敗
耗
〔
法
共
、

処
は
劉
永
福
の
一
軍

軍
支
え
ず
〕

○
兵
不
害
商
（
兵
は
商

○
東
璽
伝
聞
〔
日
来
、

守
す
る
の
説
あ
り
〕

○
載
兵
赴
圏
〈
兵
を
載

防
消
息
〔
法
人
、

年
一
月
七
日
〈
光
緒
九
年
十

再
述
〔
十
一
月
十
四
・
十
五

宣
泰
を
攻
奪
す
。

光
緒
九
年
十
二
月
十
一
日
）

法
軍
は
情
形
を
審
慎
す
る
を
論
ず
）

西
報
、
桑
台
の
戦
事
を
述
ぷ
）

京
の
西
人
の
書
を
訳
す
）
〔
法
軍
、
桑
台
を
奪
い
得
る
の
後
、
黒

退
く
能
わ
ず
、
多
く
は
法
軍
の
為
に
載
撃
さ
れ
、
死
傷
算
す
る
左

桑
台
を
攻
薄
す
る
の
後
、
即
ち
に
進
み
て
紅
河
北
岸
を
親
る
。
該

の
屯
駐
固
守
す
る
の
地
に
し
て
、
経
に
法
兵
官
猛
力
死
闘
し
、
割

を
害
せ
ず
）

省
城
伝
聞
す
ら
く
、

せ
て
壇
に
赴
く
）

月
初
十
日
）

十
六
、
黒
旗
は
法
軍
と
連
日
宣
泰
に
在
り
て
大
戦

十
五
よ
り
戦
を
起

彰
大
司
馬
、

●

営
を
移
し
関
を
出
て
瓊
州
に
駐

》
」
）
て
十
七
に
奪
取
す
〕
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一
八
八
四
年
一
月
十
一
日
（
光
緒
九
年
十
一
一
月
十
四
日
）

○
西
信
訳
録
〔
法
人
の
桑
台
を
攻
獲
す
る
の
一
事
は
、
貴
館
諒
に
己
に
聞
知
す
。
桑
台
は

十
七
日
の
晩
に
攻
破
さ
る
る
に
係
る
〕

○
璽
東
時
事
〔
広
友
の
来
信
に
云
う
。
日
来
、
街
談
巻
議
は
法
越
交
兵
の
事
に
非
ざ
る
な

し
。
黒
旗
勝
つ
と
請
う
あ
れ
ば
、
聞
く
者
眉
飛
び
色
舞
う
〕

○
天
津
近
事
〔
傅
相
、
連
日
以
来
、
重
く
憂
い
あ
る
者
の
若
し
〕

○
寧
波
信
息
〔
刻
下
、
該
処
の
商
民
、
法
人
の
舟
山
を
占
奪
す
る
の
説
あ
る
を
聞
き
、
人

一
八
八
四
年
一
月
十
日
〈
光
緒
九
年

◎
論
法
軍
残
暴
（
法
軍
の
残
暴
を

○
法
国
電
音
〔
法
国
の
議
局
、
昨

京
の
軍
的
と
為
す
を
商
議
す
〕

○
西
貢
近
間
〔
法
の
水
師
提
督
理

し
、
法
国
の
戦
船
を
統
帯
す
〕

○
越
南
近
耗
〔
現
に
河
内
の
法
人

○
法
船
来
趣
く
法
船
、
趣
に
来
る

○
越
俎
代
庖
〔
法
国
の
順
化
都
城

て
請
う
。
…
我
が
法
人
、
前
に

せ
ば
、
新
王
を
擁
立
す
る
の
事

○
電
音
破
綻
〔
前
日
相
い
傳
、
つ
る

と
請
う
が
如
き
は
、
巳
に
そ
の

○
進
兵
不
易
（
兵
を
進
め
る
は
易

○
河
内
伝
聞
〔
東
京
河
内
地
方
は

○
華
兵
赴
越
（
華
兵
、
趣
に
赴
く

○
凶
耗
可
疑
（
凶
耗
疑
う
べ
し
）
〔
劉
永
福
如
し
果
し
て
檎
と
成
れ
ば
、
、
法
軍
の
非
常
の

大
捷
に
し
て
、
必
ず
鷲
”
報
の
通
傳
あ
る
べ
し
・
今
、
乃
ち
寂
と
し
て
聞
す
る
所
な
し
。

是
を
以
て
、
此
の
説
の
未
だ
逮
に
は
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
な
り
〕

○
購
辮
軍
火
（
軍
火
を
購
辨
す
）
〔
金
陵
は
．
現
に
越
法
の
事
に
因
り
、
急
ぎ
海
防
を
薄
弁

す
〕

の
法
人
並
え
て
動
静
な
し
〕

に
来
る
）

化
都
城
に
駐
紫
す
る
の
大
臣
森
巴
士
、
曽
て
越
臣
に
書
を
致
し

前
に
越
廷
と
立
て
て
和
約
あ
り
。
越
国
皆
法
人
の
保
護
を
礎

ろ
の
事
は
、
当
に
法
人
の
命
に
の
み
是
れ
従
う
べ
し
、
と
〕

傳
、
つ
る
法
人
の
電
音
に
、
十
一
月
十
七
日
幸
い
に
宣
泰
を
獲
る

に
そ
の
詞
を
張
大
に
す
〕

る
は
易
か
ら
ず
〉
・

地
方
は
現
に
黒
旗
の
為
に
奪
回
さ
る
〕

に
赴
く
）

九
年
十
二
月
十
一
一
一
日
）

暴
を
論
ず
）

昨
ご
ろ
門
を
關
き
て
聚
会
し
、

士
率
士
は
、
経
に
法
廷
派
し
て
中
国
海
道
の
総
管
と
為

銀
圃
を
薄
擁
し
て
以
て
東
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八
八
四
年
一
月
十
二
日
（
光

○
法
帥
談
議
（
法
師
、
戦
を

国
中
の
報
館
と
間
談
す
〕

○
東
京
近
聞
〔
西
貢
の
消
息

は
壁
を
堅
く
し
塁
を
高
く

ず
之
を
覆
没
し
て
後
甘
心

○
局
外
消
息
〔
億
人
、
現
に

は
抵
局
外
の
例
を
守
り
与

○
調
兵
近
信
（
兵
を
詞
む
る

う
。
刻
下
、
法
国
は
中
国

○
電
務
日
広
（
電
務
日
に
広

八
八
四
年
一
月
十
三
日
〈
光
緒
九
年
十
一
一
月
十
六
日
〉

◎
論
各
報
述
法
越
信
息
（
各
報
の
法
越
の
信
息
を
途
ぶ
る
を
論
ず
）

八
八
四
年
一
月
十
四
日
〈
光
緒
九
年
十
二
月
十
七
日
）

③
中
法
大
臣
議
論
趣
事
訳
間
（
中
法
大
臣
の
趣
．
事
を
議
論
す
る
の
訳
聞
）

八
八
四
年
一
月
十
五
日
〈
光
緒
令

○
法
軍
消
息
〔
葱
に
倫
敦
の
本
目

業
に
巳
に
首
途
す
ろ
を
知
る
〕

○
捉
船
伝
聞
（
船
を
捉
え
る
の
仁

至
る
に
、
法
兵
船
之
を
見
て
、

○．八

倫す訳八
台ｆＰ－プユー丹、「

心
頗
る
憧
惑
を
覚
ゆ
〕

四
年
一
月
十
六
日
（
光
緒
九
年
十
二
月
十
九
日
）

述
中
法
大
臣
議
論
越
事
欝
後
〈
中
法
大
臣
の
越
事
を
議
論
す
る
を
訳
述
し
て
後
に
書

敦
郵

立
曰
〔
中
法

国
､

息､-'を光

に
云
う
。
法
兵
未
だ
宣
泰
を
攻
め
ざ
る
の
前
に
当
り
、
黒
旗

し
、
馬
に
秣
し
兵
を
属
し
、
以
て
法
軍
の
至
る
を
待
ち
、
必

せ
ん
と
欲
す
〕

己
に
中
法
の
越
南
の
為
に
和
を
失
う
を
定
識
す
る
も
、
徳
国

聞
す
る
を
欲
せ
ず
〕

の
近
信
）
〔
外
洋
の
新
聞
紙
、
法
国
の
信
息
を
載
有
し
て
云

と
交
兵
す
る
を
願
わ
ず
、
と
〕

し
）

東
京
の
事
に
於
て
久
し
く
未
だ
妥
協
を
獲
ざ
る
を
以
て
、

緒
九
年
十
二
月
十
五
日
）

談
ず
）
〔
法
国
の
将
軍
波
滑
、

九
年
十
二
月
十
八
日
）

月
十
四
日
の
電
音
に
接
し
て
、

伝
聞
）
〔
中
国
の
一
兵
船
、

即
ち
に
査
問
せ
ん
と
欲
し
、

行
き
て
安
南
の
東
京
の
北
に

空
砲
一
門
を
放
つ
を
允
す
〕

越
南
の
東
京
よ
り
回
国
し
、

第

批
の
法
兵

千
名
、

現
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一
八
八
四
年

八
八
四
年

◎
論
兵
勇

○
増
築
砲

暇
あ
ら

建
す
〕

○
大
閲
師

し
て
舅

○○○○○．八

下法に法は南頃正河の河れ土慎八
、

軍代帥当定刻に内村内華人防四
、

河近わ清ち被得失官近人をｊｉ二F年

に
聞
く
に
、
擬

せ
し
め
、
和
気

○
越
南
戦
享
補
述

○
法
船
赴
越
（
法

年
一
月

好
細
説

を
以
て

人
安
ん

近
信
〔

官
と
僧

失
慎
（

得
意
の

火
光

被
兵
（

ち
に
花

消
息
〔

わ
る
〕

近
信
〔

河
内
の

一
月
十
九
日
（
光
緒
九
年
十
二
月
一
一
十
一
一
日
）

異
同
書
英
将
請
兵
後
〈
兵
勇
の
異
同
を
論
じ
英
将
の
兵
を
論
ず
る
の
後
に
害
す
）

台
（
砲
台
を
増
築
す
）
〔
噌
省
の
官
憲
、
戦
守
の
具
を
霧
弁
し
、
日
に
給
計
に

ず
。
目
下
、
虎
門
以
内
の
沿
路
に
兵
を
分
ち
て
駐
守
せ
し
め
、
及
び
砲
台
を
桑

徒
（
大
い
に
師
徒
を
閲
す
）

を
募
る
〕

月
十
七
日
〈
光
緒
九
年
十
二
月
二
十
日
〉

説
（
慎
ん
で
”
好
細
を
防
ぐ
の
説
）
〔
西
人
、
中
国
に
事
あ
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、

て
間
諜
と
為
す
に
非
ざ
れ
ぱ
可
な
ら
ず
。
所
謂
漢
好
な
る
者
、
是
な
り
。
そ

ん
ぞ
背
え
て
西
人
の
用
い
る
所
と
為
ら
ん
や
〕

〔
十
一
月
二
十
日
、
法
人
桑
台
を
得
る
の
後
の
両
日
、
法
提
督
孤
抜
、
手
下

偕
同
に
北
路
未
児
兵
船
に
乗
り
、
河
内
に
回
る
〕

（
河
内
、
槙
を
失
う
）
〔
桑
台
に
勝
を
得
て
、
兵
已
に
回
り
て
河
内
に
至
る
。

の
時
に
在
り
て
、
忽
然
河
辺
の
砲
手
の
居
る
所
の
局
内
に
、
大
声
突
発
し
、

光
天
を
燭
し
、
継
い
で
轟
声
し
、
乱
を
歴
る
こ
と
絶
え
ず
〕

（
南
定
、
兵
を
被
る
）
〔
華
兵
と
黒
旗
は
出
て
南
定
を
攻
む
。
法
提
督
孤
抜

花
利
兵
鉛
を
発
し
て
前
往
探
看
せ
し
む
〕

〔
法
国
の
迷
禄
将
軍
、
越
南
の
東
京
に
到
る
の
後
、
即
ち
に
以
て
孤
抜
の
職

月 初
二
日
、
海
防
の
法
兵
操
演
し
、

兵
官
、
治
わ
ざ
る
の
処
あ
り
〕
。

し
て
英
廷
に
請
い
、
之
が
為
に
中
よ
り
調
処
し
て
、

を
失
い
て
干
戈
を
動
か
す
を
免
れ
ん
と
す
〕

０

船
､

十
日

趣
に
赴
く
〉

￣～

光
緒
九
年
十

〔
穂
垣
の
官
憲
、

月
二
十

兵
官
の
各
様
耐
の
篭
閲
す
る
あ
り
。

日
～〆

法
越
兵
を
構
う
る
を
以
て
篭
防

■

富
を
し
て
好
に
帰

刻
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八
八
四
年
一
月
二
十
一
日

◎
瓊
防
緊
要
説
〔
今
日
の

に
台
湾
よ
り
便
な
り
〕

○
保
商
続
聞
（
商
を
保
す

に
駐
泊
せ
し
め
ん
と
す

○
戦
事
余
波
〔
童
泰
守
を

劉
軍
は
越
人
と
齪
鰭
す

月
十
八
日
維
新
報
の
載

○
海
防
信
息
〔
宣
泰
の
戦

及
び
新
に
到
る
の
他

◎
論
法
人
大
言
不
足

○
趣
造
軍
火
（
麺
ぎ

ぎ
薬
弾
を
造
り

○
寧
波
招
勇
（
寧
波

く
兵
勇
を
招
く
〕

八
八
四
年

八
八
四
年
一
月
二
十

．
蕪
防
陀
要
篇
（
随

○
西
人
述
見
〔
法
人

○
召
募
客
兵
（
客
兵

く
の
黒
兵
あ
り
〕

○
薯
東
消
息
〔
広
省

○
西
人
論
塞
何
事
〈

○
載
兵
赴
聞
（
兵
を

舳
杣
測
牌
匪
糊
に
叶
舵
細
挑
州
蠅
畝
癬
計
に
細
仁
叶
姉
舶
艀
訳
し
て
登
す
）

月

十
四
日
〈
光
緒
九
年
十

二
日
（
光
緒
九
年
十
一
一
月
・
二
十
五
日
）

要
を
霧
防
す
る
の
篇
〉

、
宣
泰
を
得
る
と
錐
も
、
…
得
は
失
を
償
わ
ず
〕

を
召
募
す
〉
〔
そ
の
兵
尽
く
是
れ
法
人
に
は
あ
ら
ず
、

擢
〈
法
人
の
大
言

軍
火
を
造
る
〉
〔

余
力
を
遺
さ
ず
〕

、
舅
を
招
く
）
〔

の
官
憲
、
…
兵
を
発
し
て
瓊
州
に
赴
き
、

西
人
、
河
を
塞
ぐ
の
事
を
論
ず
）

載
せ
て
間
に
赴
く
）

失
う
の
諸
事
、
早
に
己
に
陸
続
と
し
て
報
に
登
せ
た
り
。
惟
だ

る
の
一
節
あ
る
も
、
究
に
未
だ
そ
の
細
情
を
悉
ら
ず
。
蕊
に
本

せ
る
所
の
客
の
述
録
を
閲
て
端
俔
を
得
る
〕

の
後
よ
り
海
防
の
消
息
は
ま
た
只
常
の
如
し
。
初
十
日
、
法
兵

士
黒
人
、
海
防
よ
り
出
て
地
方
を
巡
羅
す
〕

（
光
緒
九
年
十
二
月
二
十
四
日
）

越
事
に
就
き
て
以
て
中
国
を
要
挟
せ
ん
と
図
れ
ぱ
、

る
の
続
聞
〉

１－ノ

宮
は
催
る
る
に
足
ら
ざ
る
を
論
ず
）

へ
天
津
機
器
局
、
…
現
在
則
ち
夜
以
て
日
を
継
ぎ
、

寧
波
の
官
場
、

〔
聞
く
に
、

月

十
七
日
）

各
国
倶
に
擬
し
て
兵
船
を
発
し
広
東

０

現
に
中
法
和
を
失
う
に
因
り
、

以
て
防
堵
に
資
せ
し
む
〕

阿
洲
よ
り
招

瓊
州
は
実

広
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八
八
四
年
八
月
三
十
一
日
〈
光
緒
十
年
七
月
十
一
日
）

○
寧
郡
近
間
〔
寧
波
の
居
人
の
遷
徒
す
る
者
、
紛
紛
と
し
て
絶
え
ず
、

初
七
日
よ
り
起
こ
り
夜
に
至
る
ま
で
関
閉
す
る
能
わ
ず
〕

八
八
四
年
八
月
二
十
四
日
〈
光
緒
十
年
七
月
初
四
日
）

○
寧
郡
民
団
〔
前
に
寧
郡
の
各
紳
士
、
体
仁
局
に
在
り
て
民
団
を
議
辮
す
る
を
列
す
。

に
刻
ご
ろ
已
に
章
程
を
議
定
す
ろ
を
悉
る
〕

○八

む深鎮ハ
ーノ’６４〒ｆｍｌ

八
八
四
年
八
月
十
一
一
一
日
（
光
緒
十
年
六
月
二
十

○
温
郡
篝
防
〔
温
郡
は
近
ご
ろ
中
法
の
賀
成
り
、

は
各
処
の
海
口
を
将
て
布
置
守
禦
す
〕

八
八
四
年
八
月
三
日
（
光
緒
十
年
六
月
十
一
一
一
日
）

○
鎮
海
試
放
水
雷
（
鎮
海
、
水
雷
を
試
放
す
）
〔
鎮
海
は
寧
郡
の
咽
喉
た
り
．
現
に
海
防

繁
発
す
る
に
当
り
．
故
に
戦
守
の
器
具
に
お
い
て
精
は
益
々
精
を
加
え
ざ
る
な
し
〕

八
八
四
年
一
月
二

．
論
璽
省
防
務
（

○
越
事
可
慨
（
越

已
に
疑
義
な
し

○
法
人
擬
攻
北
寧

◎
論
中
国
戦
船
〈
中
国
の
戦
船
を
論
ず
〉

③
接
録
中
法
大
臣
来
往
文
件
〈
中
法
大
臣
の
来
往
の
文
件
を
接
録
す
）

四
年
八
月
二
十
日
（
光
緒
十
年
六
月
一
一
一
十
日
）

海
辨
団
〈
鎮
海
、
団
を
辨
ず
）
〔
鎮
海
江
邑
尊
は
、
現
に
法
事
日
に
亜
な
る
に
因
り
、

く
匪
徒
の
機
に
乗
じ
て
擾
乱
す
る
を
恐
れ
、
各
店
舗
に
論
防
し
て
団
練
を
挙
辮
せ
し

へ￣事璽十

五
日
〈
光
緒
九
年
十
二
月
二
十
八
日
〉

省
の
防
務
を
論
ず
）

、
慨
す
べ
し
）
〔
越
王
こ
れ
確
か
に
そ
の
臣
の
試
す
る
所
と
為
る
は

法
人
は
擬
し
て
北
寧
を
攻
め
ん
と
す
）

日
）

海
彊
多
故
な
る
に
因
り
、西
南
の
両
水
門
は

当
道
の
諸
公

蓮
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一
八
八
四
年
十
月
十
一
日
〈
光
緒
十
年
八
月
一
一
十
三
日
）

○
温
州
肇
事
〔
西
人
伝
言
す
ら
く
、
温
州
地
方
の
所
有
ゆ
る
海
関
及
び
教
堂
は
倶
に
土
人

の
設
壊
を
被
る
も
、
何
に
因
り
て
鍵
を
起
こ
す
に
至
る
や
は
、
未
だ
そ
の
詳
を
得
ず
と

一
五
、
つ
〕

八
八
四
年
十
月
五
日
（
光
緒
十
年
八
月
十
七
日
〉

○
甫
事
雑
録
〔
寧
郡
の
官
憲
、
紳
菫
に
諭
令
し
て
民
団
を
挙
辨
せ
し
む
。

下
ら
ざ
る
の
段
、
業
に
己
に
挙
行
す
〕

八
八
四
年
十
月
八
日
（
光
緒
十
年
八
月
二
十
日
〉

○
甫
江
近
信
〔
蓬
に
聞
く
に
．
鎮
海
の
北
郷
、
十
人
ご
と
に
一
尖
旗
を
立
て
、
団
総
は
方

旗
を
以
て
之
を
領
し
、
以
て
号
令
を
宣
す
。
…
此
の
如
く
辨
理
す
れ
ば
、
た
だ
に
以
て

自
衛
す
べ
き
の
み
な
ら
ず
、
兼
ね
て
以
て
外
侮
を
禦
ぐ
ぺ
し
〕

○
甫
江
近
信
〔
奉
化
県
唐
各
紙
廠
の
工
人
、
法
人
の
饗
を
構
う
ろ
を
間
き
て
よ
り
以
来
、

エ
を
停
め
て
作
ら
ず
、
糊
口
雑
れ
銀
し
。
現
在
、
各
々
公
債
を
動
か
し
、
三
千
人
を
聚

集
し
て
期
を
約
し
て
郡
に
上
り
、
道
憲
に
口
糧
・
器
械
を
袷
発
せ
ん
こ
と
を
環
講
し
、

力
め
て
投
効
せ
ん
と
図
る
〕

八
八
四
年
九
月
十
四
日
（
光
緒
十
年
七
月
二
十
五
日
〉

○
急
公
好
義
〈
公
に
急
に
し
て
義
を
好
む
）
〔
寧
波
の
海
防
緊
急
な
れ
ば
、
前
に
北
号
会

館
の
宝
順
輪
船
を
借
り
談
し
て
鎮
海
に
赴
き
、
以
て
敵
船
の
進
攻
の
時
、
即
ち
に
該
輪

船
を
将
て
海
口
を
漁
蔵
す
る
に
傭
う
。
…
刻
ご
ろ
聞
く
に
、
該
号
商
等
、
深
く
大
義
を

明
か
に
し
、
公
同
に
票
を
具
え
て
府
に
到
り
、
如
し
時
に
臨
ん
で
用
う
ぺ
け
れ
ば
、
報

効
せ
ん
こ
と
を
情
願
し
、
給
価
を
求
め
ず
〕

八
八
五
年
一
月
三
十
一
日
（
光
緒
十
年
十
一
一
月
十
六
日
）

○
寧
郡
雑
聞
〔
各
軍
の
寧
郡
に
駐
防
す
る
看
、
親
軍
小
隊

戈
戟
の
霜
を
凝
ら
し
、
漉
旗
の
日
を
蔵
う
の
勢
い
あ
り
。

を
以
て
す
れ
ば
、
狗
に
四
明
の
保
障
な
り
〕

街
標
精
兵
…
あ
り
、
大
い
に

…
百
姓
ま
た
相
い
矢
う
に
誠

閼
城
の
百
余
を
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麓
鍵
蕊
繕
露
鰯
麗
譲
醗
議
議

八
八
○
年
六
月
八
日
（
光
緒
六
年
五
月
初
一
日
）

◎
論
中
国
宜
助
越
南
以
自
強
〈
中
国
は
宜
し
く
越
南
を
助
け
て
以
て
自
強
す
べ
き
を
論
ず
〉

八
八
○
年
六
月
七
日
（
光
緒
六
年
四
月

○
法
営
西
貢
（
法
、
西
貢
を
営
む
）

八
八
○
年
四
月
二
十
二
日
〈
光
緒
六
年
一
一
一
月
十
四
日
〉

○
法
人
経
営
越
南
（
法
人
、
越
南
を
経
営
す
〉

八
八
○
年
五
月
七
日
（
光
緒
六
年
三
月
一
一
十
九
日
）

○
獲
逆
辮
訓
（
逆
を
獲
る
こ
と
の
託
を
雛
ず
〉

八
八
○
年
四
月
一
一
一
日
（
光
緒
六
年
二
月
一
一
十
四
日
〉

◎
紀
法
取
越
南
東
京
事
（
法
の
越
南
東
京
を
取
る
の
事
を
紀
す
〉

八
八
○
年
一
一
一
月
一
一
一
日
〈
光
緒
六
年
一
月
二
十
一
一
一
日
）

②
訳
録
西
国
論
法
取
越
南
（
西
国
、
法
の
越
南
を
取
る
を
論
ず
る
を
訳
録
す
）

八
八
○
年
二
月
二
十
日
（
光
緒
六
年
一
月
十
一
日
〉

◎
論
法
図
越
南
（
法
の
越
南
を
図
る
を
論
ず
〉

八
八
○
年
二
月
十
一
一
一
日
〈
光
緒
六
年
一
月
初
四
日
〉

○
越
南
近
耗
〔
法
国
の
水
師
提
督
、
越
南
に
前
往
す
〉

八
七
四
年
六
月
三
日
（
同
治
十
一
一
一
年
四
月
十
九
日
）

○
法
与
安
南
立
和
約
（
法
・
は
安
南
と
和
約
を
立
つ
）

慶
鐘
篭
講
鑿
蕊
蕊
議
蕊
鰯
莞
織
鐡
蟻
蕊
蕊
驫
滅
蕊
鑪
概
董

十
日
〉
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一
八
八
○
年
十
一
月
二
十

○
越
南
近
事
〔
欧
州
人
、

一
八
八
一
年
一
一
月
一
一
十
三
日
（
光
緒
七
年
一
月
一
一
十
五
日
）

◎
論
西
貢
発
回
華
人
（
西
貢
よ
り
華
人
を
発
回
す
る
を
論
ず
〉

一
八
八
一
年
六
月
十
一
日
（
光
緒
七
年
五
月
十
五
日
）

○
越
南
近
事
〔
越
南
王
、
そ
の
子
の
茶
を
以
て
太
子
と
為
す
〕

一
八
八
一
年
六
月

○
名
重
海
外
〈

所
と
為
る
〕

八
八
○
年
十
月
十
三
日
〈
光
緒
六
年
九
月
初
十
日
）

○
越
南
近
耗
（
西
班
牙
公
使
、
安
南
と
立
約
せ
ん
と
欲
す
〕

八
八
○
年
九
月
一
一
一
十
日
〈
光
緒
六
年
八
月
二
十
六
日
）

○
越
南
近
耗
〔
法
人
、
既
に
越
南
の
西
貢
を
得
て
、
復
た
擬
し
て
東
京
を
井
取
せ
ん
と
す
〕

八
八
一
年
二
月
十
六
日
〈
光
緒
七
年
一
月
十
八
日
）

○
越
南
近
耗
〔
法
人
の
越
南
を
取
る
は
、
今
に
い
た
り
て
始
め
て
諾
を
施
行
に
見
る
）

八
八
一
年
一
一
一
月
一
一
一
十
一
日
（
光
緒
七
年
一
一
一
月
初
．
二
日
）

○
趨
南
近
耗
〔
黄
旗
の
党
は
国
家
心
腹
の
患
た
り
〕

八
八
○
年
六
月
二
十
四
日
（
光
緒
六
年
五
月
十
七
日
）

◎
論
西
班
牙
通
商
越
南
（
西
班
牙
の
越
南
と
通
商
す
る
を
論
ず
〉

八
八
一
年
六
月
十
三
日
（
光
緒
七
年
五
月
十
七
日
）

○
越
南
近
耗
〔
法
国
、
毎
に
越
南
の
東
京
に
於
て
、
口
岸
を
關
作
せ
ん
と
欲
す
〕

十
五
日
〈
光
緒
七
年
五
月
十
五
日
〉

名
は
海
外
に
重
ん
ぜ
ら
る
〉
〔
石
清
泉
の
名
は
久
し
く
越
南
国
王
の
知
る

日
〈
光
緒
六
年
十
月
二
十

謀
害
に
遇
う
の
事
あ
り
）

日
、￣
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八
八
一
一
年
四
月
一
一
十
八
日
（
光
緒
八
年
三
月
十
一
日
）

◎
論
越
南
霧
弁
防
務
（
越
南
の
防
務
を
簿
弁
す
る
を
論
ず
〉

⑨
西
人
論
越
南
事
〈
西
人
、
越
南
の
事
を
論
ず
〉
〔
法
軍
の
越
南
東
京
を
取
ら
ん
と
図
る

八
八
一
一
年
四
月
二
十
六
日
（
光
緒
八
年
一
一
一
月
初
九
日
〉

○
越
南
近
耗
〔
越
南
は
将
に
法
国
と
開
仗
の
拳
あ
ら
ん
と
す
〕

■

八
八
一
一
年
四
月
一
一
十
日
〈
光
緒
八
年
一
一
一
月
初
一
一
一
日
〉

○
海
防
郵
音
〔
華
兵
は
海
内
の
境
中
に
会
す
る
あ
り
、

八
八
一
一
年
四
月
十
七
日
（
光
緒
八
年
二
月
一
一
一
十
日
〉

◎
越
南
保
守
東
京
識
（
越
南
は
東
京
を
保
守
す
る
の
識
）

八
八
二
年
四
月
十
四
日
（
光
緒
八
年
二
月
一
一
十
七
日
）

◎
論
法
国
調
兵
至
越
南
（
法
国
の
調
兵
し
て
越
南
に
至
る
を
論
ず
〉

八
八
二
年
一
一
月
二
十
五
日
（
光
緒
八
年
一
月
初
八
日
〉

○
越
南
近
耗
〔
法
人
、
商
民
を
保
護
す
る
に
籍
り
て
辞
と
為
し
、

南
の
東
京
を
取
ら
ん
と
欲
す
〕

八
八
一
年
十
二
月
二
十
九
日
〈
光
緒
七
年
十
一
月
初
九
日
）

ｏ
法
国
購
造
兵
船
（
法
国
、
兵
船
を
購
造
す
〉
〔
将
に
駛
し
て
越
南
の
東
京
に
往
き
、

て
巡
防
に
資
せ
ん
と
す
〕

八
八
一
年
十
一
月
二
十
一
日
テ
光
緒
七
年
九
月

◎
論
開
通
紅
河
（
紅
河
を
開
通
す
る
を
論
ず
〉

八
八
一
年
十
月
三
日
（
光
緒
七
年
八
月
十
一
日
）

○
安
南
留
心
西
学
（
安
南
は
西
学
に
留
心
す
〉

十
日
）

殆
ど
開
仗
の
拳
あ
り
〕

機
に
乗
じ
て
進
み
て
趣

以
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一
八
八
二
年
五
月
二
十
日
（
光
緒
八
年
四
月
初
四
日
）

○
越
南
近
耗
〔
法
軍
既
に
海
内
を
攻
破
す
〕

八
八
二
年
六
月
十
一
一
日
（
光
緒
八
年
四
月
二
十
七
日
〉

○
中
朝
謀
保
越
南
（
中
朝
は
越
南
を
保
つ
．
を
謀
る
）

八
八
一
一
年
六
月
八
日
（
光
諸
八
年
四
月
二
十
三
日
）

○
海
防
近
信
〔
法
国
、
往
き
て
黒
旗
の
党
を
剰
除
せ
ん
と
欲
す
〕

八
八
二
年
六
月
一
日
〈
光
繕
八
年
四
月
十
六
日
）

○
越
南
近
間
〔
法
国
の
官
軍
、
現
に
己
に
越
南
と
和
約
を
立
つ
る
を
議
す
〕

八
八
一
一
年
五
月
三
十
一
日
（
光
緒
八
年
四
月
十
五
日
）

○
越
南
近
間
〔
越
南
朝
廷
、
意
を
法
国
の
官
弁
に
授
け
て
、

を
行
わ
し
む
〕

八
八
二
年
五
月
十
八
日
〈
光
糟
八
年
四
月
初
二
日
）

◎
論
越
南
遣
使
議
和
（
越
南
の
遺
使
し
て
和
を
議
す
る
を
論
ず
）

八
八
二
年
五
月
十
七
日
（
光
緒
八
年
四
月
初

○
越
南
近
事
〔
越
南
官
六
員
、
海
防
に
至
り
、

す
〕

八
八
二
年
五
月
十
五
日
（
光
緒
八
年
一
一
一
月
一
一
十
八
日
）

◎
論
法
人
経
営
海
内
（
法
人
の
海
内
を
経
営
す
る
を
諸
ず
〉

八
八
二
年
五
月
九
日
（
光
猪
八
年
一
一
一
月
一
一
十
一
一
日
）

○
海
防
郵
信
〔
法
軍
の
總
兵
、
弁
兵
に
著
し
て
砲
台
を
将
て
厳
密
に
盤
捜
せ
し
む
〕

Iま
、

自
ら
戦
い
て
勝
た
ざ
る
な
し
と
以
為
う
な
り
〕

日
）

法
国
の
都
督
と
擬
し
て
和
約
を
立
て
ん
と

尽
く
黄
黒

旗
を
劇
減
す
る
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八
八
二
年
八
月
二
日
（
光
緒
八
年
六
月
十
九
日
〉

○
海
防
近
聞
〔
法
国
の
総
督
、
将
に
越
廷
と
新
約
を
再
議
せ
ん
と
す
〕

○
建
設
電
線
（
電
線
を
建
設
す
）
〔
法
人
、
文
書
も
て
這
廷
に
催
し
、
早
日
に
電
線
を
建

造
せ
ん
と
す
る
あ
り
〕

八

八

●

八
八
一
一
年
七
月
一
一
十
八
日
〈
光
緒
八
年
六
月
十
四
日
）

◎
論
中
国
駐
防
越
南
〈
中
国
の
越
南
に
駐
防
す
る
を
論
ず
）

八
八
一
一
年
七
月
一
一
十
六
日
（
光
錯
八
年
六
月
十
二
日
〉

○
海
防
近
信
〔
法
国
の
砲
船
、
安
南
の
沿
海
に
往
か
ん
と
欲
す
〕

八
八
一
一
年
七
月
八
日
（
光
緒
八
年
五
月
二
十
三
日
）

○
海
防
近
信
〔
法
国
軍
兵
の
比
に
在
り
て
駐
防
す
る
者
、

八
八
二
年
六
月
一
一
十
六
日
〈
光
緒
八
年
五
月
十
一
日
）

○
海
防
近
耗
〔
越
南
宮
、
論
し
て
鴉
片
を
販
運
す
る
を
禁
ず
〕

八
八
二
年
七
月
四
日
（
光
緒
八
年
五
月
十
九
日
）

◎
論
法
人
謀
攻
黒
旗
党
（
法
人
の
黒
旗
党
を
攻
め
ん
と
謀
る
を
論
ず
）

八
八
二
年
六
月
一
一
十
一
一
日
（
光
緒
八
年
五
月
初
七
日
）

○
中
法
近
聞
〔
中
朝
、
英
公
使
に
移
杏
し
て
調
停
せ
し
む
〕

○
海
防
近
信
〔
法
国
公
使
、
現
に
己
に
派
し
て
河
内
総
督
の
職
に
充
て
ら
る
〕

八
八
二
年
六
月
十
六
日
（
光
緒
八
年
五
月
初
一
日
）

◎
論
法
人
不
認
越
南
為
中
朝
藩
属
（
法
人
、
越
南
は
中
朝
の
藩
属
た
る
を
認
め
ざ
る
を
論

ず
）

年
八
月

日
〈
光
緒
八
年
六
月

十
日
）

邇
来
、
多
く
疾
病
を
生
ず

､－Ｊ
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一
八
八
二
年
九
月
十
八
日
〈
光
緒
八
年
八
月
初
七
日
〉

○
海
防
近
耗
〔
安
南
の
土
人
は
中
国
人
と
互
相
に
争
闘
す
〕

一
八
八
二
年
九
月
二
十
五
日
（
光
諸
人
年
八
月
十
四
日
〉

○
海
防
近
耗
〔
法
人
は
華
人
と
大
い
に
齪
鑑
あ
り
〕

一
八
八
一
一
年
十
月
七
日
（
光
緒
八
年
八
月
二
十
六
耳
〉

○
越
南
近
耗
〔
法
人
の
海
内
を
攻
む
る
や
、
声
は
雷
の
如
く
壷
き
、

○
海
防
近
耗
〔
是
の
処
は
現
に
安
靖
を
覚
ゆ
〕

一
八
八
二
年
十
月
十
九
日
〈
光
緒
八
年
九
月
初
八
・
日
〉

○
津
門
郵
報
〔
中
国
、
昨
ご
ろ
精
兵
萬
人
を
週
有
し
、

八
八
一
一
年
九
月
十
四
日
（
光
緒
八
年
八
月
初
三
日
）

○
海
防
近
事
〔
安
南
の
時
事
は
頗
る
製
肘
を
形
す
〕

八
八
一
一
年
八
月
五
日
（
光
緒
八
年
六
月
二
十
二
日
）

懲
西
報
論
法
人
攻
越
南
（
西
報
、
法
人
の
越
南
を
攻
む
る
を
論
ず
〉

八
八
二
年
九
月
二
十
一
一
日
（
光
緒
八
年
八
月
十
一
日
〉

○
海
防
近
耗
〔
現
に
黒
旗
党
羽
五
百
人
、
秤
に
新
埠
に
臨
む
あ
り
〕

◎
関
西
人
請
法
攻
越
南
裏
書
後
〈
西
人
、

後
に
書
す
）

八
八
二
年
十
月
十
六
日
〈
光
緒
八
年
九
月
初
五
日
）

○
越
南
近
耗
〔
中
国
の
前
に
越
南
に
遣
性
す
る
の
軍
兵
は
、

八
八
二
年
十
月
十
一
日
〈
光
緒
八
年
八
月
一
一
一
十
日
）

◎
論
防
禦
宜
明
形
勢
（
防
禦
に
は
宜
し
く
形
勢
を
明
か
に
す
べ
き
を
論
ず
）

？

法
の
越
南
を
攻
む
る
の
事
を
論
ず
ろ
を
閥
み
て

十
隊
に
分
作
し
て
越
南
に
馳
往

現
に
皆
撤
還
す
〕

弾
は
雨
の
如
く
下
る
〕
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一
八
八
二
年
十
月
一
一
十
一
一
一
日
〈
光
緒
八
年
九
月
十
一
一
日
〉

◎
関
西
字
報
論
越
南
事
書
後
〈
西
字
報
に
越
南
の
事
を
論
ず
る
を
関
み
て
後
に
害
す
〉

一
八
八
二
年
十
月

◎
論
越
南
近
事

る
と
同
じ
と

る
者
あ
り
〕

八
八
一
一
年
十
一
月
二
十
一
一
日
〈
光
緒
八
年
十
月
十
二
日
〉

○
観
察
南
行
〔
馬
眉
叔
観
察
、
現
に
諭
札
を
奉
有
し
た
る
に
、
着
し
て
越
南
に
住
き
て
事

件
を
査
辮
せ
し
む
と
あ
り
。
九
月
二
十
八
日
、
…
前
往
す
〕

八
八
二
年
十
一
月
四
日
（
光
緒
八
年
九
月
二
十
四
日
）

◎
論
越
南
宜
去
虐
政
以
愛
民
（
越
南
は
宜
し
く
虐
政
を
去
り
て
以
て
民
を
愛
す
べ
き
を
論

ず
）

八
八
一
一
年
十
一
月
一
一
一
日
（
光
緒
八
年
九
月
一
一
十
三
日
）

◎
論
越
南
存
亡
有
関
辺
省
安
危
（
越
南
の
存
亡
は
辺
省
の
安
危
に
関
わ
る
こ
と
あ
る
を
論

ず
）

○
新
嘉
壌
近
報
〔
法
国
、
安
南
の
米
輪
船
に
命
じ
て
水
陸
軍
兵
を
載
有
し
て
前
往
せ
し
む
〕

八
八
二
年
十
月
二
十
八
日
（
光
緒
八
年
九
月
十
七
日
）

◎
論
中
国
宜
力
庇
越
南
（
中
国
は
宜
し
く
力
め
て
越
南
を
庇
う
べ
き
を
論
ず
〉

八
八
二
年
十
月
一
一
十
四
日
〈
光
緒
八
年
九
月
十
一
一
一
日
〉

○
越
南
近
耗
〔
中
国
軍
兵
の
往
き
て
越
南
に
駐
す
る
看
、
撤
退
し
て
華
に
回
る
〕

○
海
防
近
報
〔
現
時
、
此
の
処
は
幸
い
に
意
外
の
事
な
し
〕

せ
し
む
〕

二
十
一
日
（
光
緒
八
年
九
月
初
十
日
〉

（
越
南
の
近
事
を
論
ず
）
〔
そ
れ
法
の
越
南
を
図
る
は
、
日
の
朝
鮮
を
図

錐
も
、
一
国
勢
の
強
弱
、
事
機
の
難
易
は
相
い
提
し
て
並
び
論
ず
ぺ
か
ら
ざ
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一
八
八
一
一
一
年
一
月
二
十
日
（
光
緒
八
年
十
一
一
月
十
二
日
）

○
津
門
郵
報
〔
是
の
処
の
人
、
法
国
の
越
南
東
京
を
併
収
す
る
を
聞
き
、

一
八
八
三
年
一
月
十
八
日
（
光
緒
八
年
十

○
法
兵
到
趣
く
法
兵
、
趣
に
到
る
）

一
八
八
一
一
一
年
一
月
六
日
〈
光
緒
八
年
十
一
月
二
十
八
日
）

◎
論
越
官
殺
商
人
〈
越
官
の
商
人
を
殺
す
を
論
ず
）

一
八
八
三
年
一
月
四
日
（
光
緒
八
年
十
一
月

◎
論
越
南
近
事
（
越
南
の
近
事
を
論
ず
）

八
八
二
年
十
二
月
十
九
日
（
光
緒
八
年
十
一
月
初
十
日
）

○
西
報
節
録
〔
中
国
の
意
は
務
め
て
そ
の
藩
蕊
を
保
守
せ
ん
と
欲
す
〕

八
八
一
一
一
年
一
月
三
日
（
光
緒
八
年
十
一
月
一
一
十
五
日
）

③
西
報
論
法
国
遣
兵
（
西
報
、
法
国
の
兵
を
道
わ
す
を
論
ず
〉

●

八
八
三
年
一
月
一
日
（
光
緒
八
年
十
一
月
一
一
十
一
日
）

○
電
音
〔
法
国
、
現
に
中
国
己
に
撤
兵
す
る
を
聞
き
、
故
に
復
た
与
に
大
兵
を
動
か
さ
ず
〕

八
八
二
年
十
二
月
十
八
日
（
光
緒
八
年
十
一
月
初
九
日
）

○
商
議
事
件
（
事
件
を
商
議
す
）
〔
法
国
の
公
使
、
住
き
て
李
伯
相
に
見
え
、

務
を
商
議
す
〕

八
八
二
年
十
二
月
十

○
海
防
近
間
〔
法
国
、

八
八
二
年
十
一
月
二
十
四
日
（
光
緒
八
年
十
月
十
四
日
）

◎
請
中
朝
霧
理
越
南
事
（
中
朝
の
越
南
の
事
を
辮
理
す
ろ
を
論
ず
〉

日
（
光
緒
八
・
年
十
一
月
初
四
日
）

現
に
越
南
の
土
地
を
将
て
鴻
溝
を
分
画
せ
ん
と
欲
す
〕

月
初
十
日
）

￣

十

六

日
、￣

震
駿
に
勝
え
ず
〕

越
南
の
事
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八
八
一
一
一
年
一
一
一
月
一
一
十
日
（
光
緒
九
年
二
月
十
一
一
日
）

◎
閲
渥
報
法
人
論
越
南
事
書
後
〈
溜
報
に
法
人
の
越
南
の
事
を
論
ず
る
を
閲
て
後
に
害
す
）

○
観
察
赴
越
（
観
察
、
趣
に
赴
く
）

八
八
一
一
一
年
三
月
十
日
（
光
緒
九
年
一
一
月
初
一
一
日
）

◎
論
法
人
調
兵
赴
越
南
（
法
人
の
調
兵
し
て
越
南
に
赴
く
を
論
ず
）

○
越
南
郵
音
〔
現
に
人
の
越
南
地
方
に
在
り
て
五
金
鉱
苗
を
探
出
す
る
あ
り
〕

八
八
一
一
一
年
三
月
七
日
〈
光
緒
九
年
一
月
一
一
十
八
日
〉

○
海
防
続
聞
〔
法
国
、
将
に
復
た
軍
船
を
遣
運
し
、
兵
七
八
百
名
を
載
せ
て
越
南
に
前
来

せ
ん
と
す
〕

八
八
一
一
一
年
一
二
月
二
日
〈
光
緒
九
年
一
月
一
一
十
三
日
）

○
越
南
近
間
〔
法
国
の
軍
船
、
兵
五
百
名
を
載
有
し
、

八
八
一
一
一
年
一
一
一
月
一
日
（
光
緒
九
年
一
月
二
十
二
日
）

○
発
兵
続
聞
く
兵
を
発
す
る
の
続
聞
）
〔
法
廷
、
前
に
擬
し
て
兵
を
発
し
て
越
南
に
馳
赴

し
、
駐
守
せ
し
め
ん
と
す
る
も
、
…
惟
だ
尚
お
未
だ
定
奪
せ
ず
〕

八
八
三
年
一
一
月
一
一
十
日
（
光
緒
九
年
一
月
十
一
一
一
日
）

◎
書
西
報
述
中
法
商
辮
越
南
事
後
〈
西
報
に
中
法
の
越
南
を
商
霧
す
る
の
事
を
述
べ
る
の

後
に
害
す
）

八
八
一
一
一
年
一
一
月
二
日
（
光
緒
八
年
十
二
月
二
十
五
日
）

○
法
国
郵
音
〔
越
南
の
河
内
一
省
は
ま
た
須
ら
く
軍
士
を
増
設
す
べ
し
〕

八
八
一
一
一
年
一
月
一
一
十
一
ハ
日
〈
光
緒
八
年
十
一
一
月
十
八
日
）

◎
論
剖
分
越
南
東
京
（
越
南
の
東
京
を
剖
分
す
る
を
論
ず
）

越
南
に
至
り
て
駐
防
す
〕

3６８



一
八
八
三
年
四
月
十
日
（
光
緒
九
年
一
一
一
月
初
四
日
〉

○
天
津
郵
音
〔
越
南
の
使
臣
、
現
に
例
お
津
に
あ
り
〕

一
八
八
一
一
一
年
四
月
十
八
日
（
光
緒
九
年
三
月
十
一
一
日
〉

○
天
津
近
聞
〔
越
南
の
公
使
、
已
に
津
門
に
抵
・
る
〕

○
越
南
近
聞
〔
法
の
統
軍
官
は
越
軍
の
砲
弾
の
傷
つ
く
る
所
と
為
る
〕

一
八
八
一
二
年
四
月
一
一
十
四
日
（
光
緒
九
年
三
月
十
八
日
）

○
天
津
郵
音
〔
越
南
の
使
臣
、
現
に
尚
お
天
津
に
在
り
〕

一
八
八
一
一
一
年
四
月
二
十
八
日
（
光
緒
九
年
三
月
二
十
一
一
日
）

○
電
音
〔
法
廷
復
た
兵
一
千
五
百
名
を
造
し
て
越
南
に
馳
赴
せ
し
む
〕

八
八
一
一
一
年
四
月
六
日
（
光
緒
九
年
二
月
一
一
十
九
日
〉

○
越
南
近
耗
〔
中
国
、
官
三
員
往
き
て
越
南
国
王
に
見
え
、

す
る
あ
り
〕

八
八
三
年
一
一
一
月
一
一
十
七
日
〈
光
緒
九
年
一
一
月
十
九
日
）

○
越
事
読
聞
〔
中
朝
、
越
南
の
事
に
於
て
、
、
甚
だ
層
一
菱
を
為
す
。

を
生
ず
〕

八
八
三
年
四
月
十
六
日
〈
光
緒
九
年

○
越
南
続
聞
〔
二
月
十
八
日
、
法
兵
、

八
八
三
年
一
一
一
月
一
一
十
六
日
（
光
緒
九
年
一
一
月
十
八
日
〉

ｐ

⑰
西
報
論
越
南
事
（
西
報
、
越
南
の
事
を
論
ず
）

八
八
一
一
一
年
四
月
一
一
十
一
日
〈
光
緒
九
年
三
月
十
五
日
）

○
法
人
多
謀
（
法
人
、
謀
多
し
）
〔
法
廷
、
越
南
を
併
呑
せ
ん
と
意
う
こ
と
あ
る
は
、

然
と
し
て
見
る
べ
し
〕

月
初
十
日
）

南
甸
城
に
進
攻
す
〕

告
ぐ
る
に
中
朝
の
意
を
以
て

宿
将
勲
臣
、

み
な
憤
激

顕
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一
八
八
一
一
一
年
五
月
五
日
（
一
光
緒
九
年
一
二
月
二
十
九
日
）

◎
論
中
朝
宜
力
保
越
南
（
中
朝
は
宜
し
く
力
め
て
越
南
を
保
つ
べ
き
を
論
ず
〉

八
八
三
年
五
月

○
電
音
〔
法
国

○
時
事
可
危
（

せ
ん
と
す
〕

八
八
一
一
一
年
五
月
九
日
（
光
緒
九
年
四
月
初
三
日
）

◎
論
法
国
派
船
来
華
（
法
国
の
船
を
瀕
し
て
華
に
来
る
を
論
ず
）

八
八
一
一
一
年
五
月
三
日
（
光
緒
．
九
年
一
一
一
月
二
十
七
日
）

○
天
津
郵
報
〔
越
南
の
・
事
、
華
人
は
各
々
一
説
を
執
る
〕

●

ｏ
参
考
地
図
（
地
図
．
一
一
一
一
き
」
｜
参
考
す
）

八
八
一
一
一
年
五
月
二
十

○
津
門
郭
報
〔
劉
省

②
西
報
論
中
法
近
事

を
侍
む
を
覚
ゆ
〕

○
西
商
私
議
（
西
商

八
八
一
一
一
年
五
月
一
一
十
二
日
（
光
緒
九
年
四
月
十
・
六
日
）

◎
論
中
国
宜
先
簿
海
防
以
備
法
人
（
中
国
は
宜
し
く
先
に
海
防
を
蕪
り
て
以
て
法
人
に
傭

う
べ
き
を
論
ず
〉

Ｓ

八
八
三
年
五
月
十
九
日
（
光
緒
九
年
四
月
十
一
一
一
日
）

○
電
音
〔
法
国
の
委
局
、
咋
ご
ろ
経
に
門
を
開
き
て
聚
会
し
、

八

八

年
五
月

十
四
日
（
光
緒
九
年
四
月
初
八
日
）

総
統
、
密
札
を
手
書
し
、
新
任
の
公
使
に
発
交
し
て
越
南
に
馳
赴
せ
し
む
〕

時
事
、
危
う
か
る
べ
し
）
〔
法
国
擬
し
て
兵
を
以
て
越
南
の
東
京
を
拠
守

十
四
日
（
光
緒
九
年
四
月
十
八
日
）

､

一
日
〈
光
緒
九
年
四
月
十
七
日
〉

一
爵
帥
・
楊
厚
庵
制
軍
、
均
し
く
召
用
の
説
あ
り
〕

（
西
報
、
中
法
の
近
事
を
論
ず
）
〔
法
、
越
南
を
図
る
に
、

私
に
議
す
）

ノー、

法
人
、

〔
中
法
開
仗
す
れ
ば
、

越
南
の
土
地
に
留
心
す
〕

貿
易
は
殊
に
窒
藤
あ
り
〕

越
南
の
事
を
論
及
す
〕

●

頗
る
強

３７０



一
八
八
三
年
六
月
五
日
〈
光
緒
九
年
五
月
初
一
日
）

○
越
南
軍
務
続
聞
〔
法
国
の
元
戎
の
李
威
利
、
兵
を
督
し
て
黒
旗
を
進
攻
す
る
も
、

あ
ら
ざ
る
に
因
り
、
以
て
敗
績
を
致
す
〕

八
八
三
年
五
月
一
一
十
六
日
（
光
緒
九
年
四
月
一
一
十
日
）

◎
関
西
報
論
中
法
事
書
後
（
西
報
に
中
法
の
事
を
論
ず

○
電
音
〔
法
国
波
理
公
使
の
議
す
る
所
の
越
南
の
事
は
、

○
法
国
近
報
〔
波
理
の
此
の
拳
は
妄
り
に
自
ら
専
檀
す

○
法
舶
来
華
〈
法
船
、
華
に
来
る
）

◎
論
中
国
与
法
構

べ
き
を
論
ず
〉

○
天
津
近
耗
〔
法

○
法
国
戦
舶
来
華

八
八
一
一
一
年
五
月
三
十
一
日
（
光
緒
九
年
四
月
二
十
五
日
）

○
越
南
近
報
〔
越
兵
の
中
に
多
く
華
人
あ
り
、
河
内
に
進
攻
す
〕

○
法
国
近
聞
〔
法
廷
、
現
に
新
公
使
を
派
し
て
越
南
に
前
往
せ
し
む
〕

○
鎮
江
近
報
〔
鎮
江
の
土
人
、
皆
同
仇
の
思
、
敵
擬
の
気
あ
り
〕

八
八
三
年
六
月
一
一

．
論
法
人
不
許
華

○
越
南
戦
．
事
続
聞

○
法
国
郵
音
〔
法

を
決
せ
ん
と
す

○
北
方
郵
音
〔
李

商
せ
ん
と
す
〕

八
八
一
一
一
年
六
月
七
日
（
光
緒
九
年
五
月
初
三
日
）

◎
閲
外
洋
日
報
論
越
事
書
後
（
外
洋
日
報
に
越
事
を
論
ず
る
を
閲
て
後
に
書
す
）

趣
の
事
に
因
り
、

（
法
国
の
戦
船
、

一国へ軍日

蟹
宜
兼
防
俄
〈
中
国
は
法
と
愛
を
構
え
る
も
宜
し
く
兼
ね
て
俄
を
防
ぐ

伯
相
は
将
に
上
海
に
駐
り
、

（
光
緒
九
年
四
月
二
十
九
日
）

入
越
境
（
法
人
の
華
軍
越
境
に
入
る
を
許
さ
ざ
る
を
論
ず
）

黒
旗
、
華
人
及
び
越
南
土
人
を
糾
率
し
、
河
内
を
将
て
囲
困
す
〕

は
現
に
専
ら
越
南
の
文
書
の
情
形
を
回
奏
す
る
を
俟
ち
て
以
て
和
戦

伝
説
紛
如
た
り
〕

華
に
来
る
〉

法
国
公
使
を
待
ち
て
与
に
越
南
の
事
を
妥

る
を
閲
て
後
に
書
す
）

法
廷
と
意
見
治
わ
ず
〕

〕

戦
利
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八
八
三
年
六
月
十
四
日
（
光
緒
九
年
五
月
初
十
日
）

◎
論
和
議
当
操
権
於
己
〈
和
議
は
当
に
権
を
己
に
操
る
べ
き
を
論
ず
）

○
法
将
行
抵
西
貢
（
法
将
、
行
き
て
西
貢
に
抵
る
）

○
牧
師
罹
患
（
牧
師
、
患
に
罹
る
）

○
主
戦
人
衆
（
主
戦
の
人
衆
し
）
〔
越
南
の
事
、
…
議
論
紛
如
と
し
て
み
を
調
う
。

時
、
宜
し
く
弱
を
西
人
に
示
す
べ
か
ら
ず
、
と
〕

八
八
三
年
六
月
十
五
日
（
光
緒
九
年
五
月
十
一
日
）

◎
黒
旗
進
攻
河
内
説
〈
黒
旗
、
河
内
に
進
攻
す
る
の
説
）

八
八
三
年
六
月
十
一
一
日
〈
光
緒
九
年
五
月
初
八
日
）

◎
論
黒
旗
智
敗
法
人
〈
黒
旗
智
も
て
法
人
を
敗
る
を
を
論
ず
〉

○
越
南
近
間
〔
越
南
の
土
人
は
み
な
叛
志
あ
り
、
法
軍
愈
々
孤
弱
を
形
す
〕

○
爵
帥
到
遍
く
爵
帥
、
漣
に
到
る
）
〔
劃
省
三
爵
帥
、
四
月
一
一
十
九
日
に
於
て
、
行
き
て

上
海
仁
抵
る
。
…
李
伯
相
と
事
宜
を
面
商
し
、
以
て
進
止
を
定
む
〕

○
越
事
続
聞
〔
現
時
、
南
甸
地
方
は
己
に
黄
黒
・
二
旗
及
び
越
南
人
の
屯
駐
と
為
る
〕

八
八
三
年
六
月
十
一
日
（
光
緒
九

．
論
黒
旗
不
進
攻
河
内
〈
黒
旗
河

○
電
音
〔
曽
襲
侯
、
越
南
の
事
に

○
法
国
郵
音
〔
法
廷
、
己
に
越
南

○
法
軍
又
敗
（
法
軍
ま
た
敗
る
）

○
越
南
近
間
〔
法
人
の
鋭
気
己
に

○
軍
門
至
港
〈
軍
門
、
港
に
至
る

○
越
南
近
事
〔
黒
旗
、
法
軍
の
兵
を
進
め
る
の
路
を
探
悉
し
、
預
め
兵
を
林
中
に
伏
す
〕

○
策
敵
伝
聞
〔
李
伯
相
、
上
海
に
抵
り
、
復
た
武
員
の
紛
紛
と
し
て
策
を
進
む
る
あ
り
〕

○
電
音
略
述
〔
法
国
公
使
の
地
理
高
は
現
在
急
需
の
人
な
り
〕

○
天
津
郵
音
〔
中
国
は
現
に
越
南
の
事
に
因
り
、
法
国
と
開
仗
せ
ん
と
欲
す
。
但
、
尚
お

俄
人
の
間
に
乗
じ
て
竃
に
発
す
る
を
慮
る
〕

九
年
五
月
初
七
日
）

河
内
に
進
攻
せ
ざ
る
を
論
ず
）

に
言
及
す
〕

南
を
併
有
せ
ん
と
決
意
す
〕

喪
わ
る
〕

〉
〔
丁
汝
昌
、

命
を
奉
じ
て
越
南
の
情
事
を
探
察
す
〕此
の
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八
八
三
年
六
月
十
八
日
〈
光
緒
九
年
五
月
十
四
日
）

③
黒
旗
撤
録
（
黒
旗
の
激
を
録
す
）

○
法
国
郵
音
〔
法
廷
、
現
に
越
廷
と
釣
を
立
て
、
越
南
の
全
境
を
得
ん
と
欲
す
〕

○
越
南
近
報
〔
黒
旗
の
衆
突
か
に
超
ち
て
槍
炮
斉
発
す
〕

○
西
貢
封
港
（
西
貢
、
港
を
封
す
〉

八
八
三
年
六
月
一
一
十
一
日
〈
光
緒
九
年
五
月
十
七
日
）

◎
論
和
議
未
易
悴
成
〈
和
議
未
だ
悴
に
成
り
易
か
ら
ざ
る
を
論
ず
）

○
事
可
驚
心
（
事
は
心
を
驚
か
す
べ
し
）
〔
西
人
の
寧
波
に
居
る
看
、
…
言
う
。
是
の
処

の
人
、
現
に
越
事
に
因
り
て
皆
預
め
戦
務
に
備
え
、
志
同
仇
に
切
な
り
〕

○
越
使
回
瀝
〈
越
使
、
瀝
に
回
る
〉
〔
現
に
、
李
伯
相
命
を
奉
じ
て
上
海
に
駐
節
し
、
三

省
を
謹
略
す
る
を
聞
き
、
特
に
天
津
よ
り
超
程
し
て
住
き
て
伯
相
に
謁
し
、
も
っ
て
法

人
を
過
く
る
の
策
を
求
む
る
な
り
〕

八
八
三
年
六
月

◎
和
戦
末
議
下

○
法
国
新
報
葉

か
ら
ざ
る
な

○
法
人
議
服
趣

八
八
三
年
六
月
二
十

．
和
戦
末
議
上

○
越
事
近
報
〔
越
薗

○
法
国
近
間
〔
法
阿

費
を
済
け
し
む
〕

ｏ
法
人
擬
設
電
線
〈

翁
．
璽
督
一
一
小
論
〔
凡
そ
志
あ
り
て
敵
擬
す
る
者
は
坪
悴
と
し
て
心
動
か
ざ
る
な
し
〕

○
福
州
郵
報
〔
人
遥
か
に
空
中
の
雲
の
黒
色
旗
影
を
見
て
、
殆
ど
兵
戈
の
預
兆
と
為
す
〕

南り録

南
の
情
形
は
現
に
甚
だ
静
譲
な
り
〕

国
の
議
局
、
国
帯
を
薄
発
し
て
越
南
に
焼
往
す
る
を
以
て
、

十 十ダヘＬ三戸I

法
人
、

法
国
、

法
人
、日
（
光
緒
九
年
五
月
十
九
日
〉

日
（
光
緒
九
年
五
月
十
八
日
）

■

越
南
を
服
せ
し
む
る
こ
と
を
議
す
）

擬
し
て
電
線
を
設
け
ん
と
す
）

一
戦
を
求
め
て
以
て
成
功
せ
ん
と
欲
す
る
も
、

殊
に
得
る
べ

軍
中
の
経
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一
八
八
三
年
六
月
一
一
十
五
日
〈
光
緒
九
年
五
月
二
十
一
日
〉

○
越
南
郵
報
〔
法
将
軍
の
波
滑
、
現
に
已
に
海
防
に
抵
り
、
即
ち
に
河
内
に
赴
き
て
接
任

し
事
を
視
る
〕

○
法
国
固
守
〔
法
国
の
将
軍
波
滑
、
事
を
視
る
の
後
、
…
険
要
の
数
処
を
択
有
し
、
楓
塁

を
建
築
し
て
以
て
黒
旗
の
進
攻
を
防
ぐ
〕

○
法
国
郵
報
〔
法
国
の
大
臣
…
曰
う
．
我
が
法
人
兵
を
越
南
に
用
い
る
も
、
欧
州
の
各
国

は
隙
の
乗
ず
べ
き
な
し
、
と
〕

一
八
八
三
年
七
月
一
一
日
（
光
緒
九
年
五
月
一
一
十
八
日
）

○
電
音
辮
訓
〔
曽
襲
侯
、
未
だ
法
廷
と
越
南
の
事
を
言
及
せ
ず
〕

○
海
防
郵
音
〔
黄
黒
二
旗
、
大
原
付
近
の
処
に
聚
る
〕

○
法
船
赴
越
（
法
船
、
趣
に
赴
く
）

一
八
八
三
年
七
月
四
日
（
光
緒
九
年
六
月
初
一
日
）

◎
閲
切
報
法
国
謀
越
原
起
書
後
（
切
報
の
法
国
越
を
謀
る
の
原
起
を
間
み
て
後
に
害
す
）

○
電
音
〔
李
伯
相
、
上
海
に
在
り
て
法
公
使
と
会
晤
す
〕

八
八
三

．
論
法

○
西
貢

○
天
津

す
〕

○
法
国

○
海
防

○
伯
相

○
法
船

八
八
三
年
六
月
一
一
十
九
日
（
光
緒
九
年
五
月
一
一
十
五
日
）

◎
論
西
報
多
言
法
国
兵
強
〈
西
報
に
法
国
の
兵
強
し
と
多
言
す
る
を
論
ず
）

○
越
南
近
間
〔
是
の
処
は
近
ご
ろ
甚
だ
安
静
な
り
〕

一
一
一
年
七
月
三
日
〈
光
緒
九
年
五
月
一
一
十
九
日
）

（

法
軍
在
越
情
形
（
法
軍
の
趣
に
在
る
の
惰
形
を
論
ず
）

貢
郵
音
〔
法
国
新
任
の
提
督
は
己
に
黒
旗
・
の
鵬
害
す
る
所
と
為
る
〕

津
郵
音
〔
李
伯
相
の
長
公
子
、
前
に
上
海
に
赴
き
、
法
国
公
使
と
越
南
の
事
を
商
辨

郵
音
〔
法
国
の
議
局
、

近
耗
〔
東
京
並
え
て
藤

兵
備
（
伯
相
の
兵
備
）

将
到
（
法
船
、
将
に
利
到
ら
ん
と
す
）

咋
ご
ろ
ま
た
聚
会
し
て
以
て
東
京
の
事
を
議
す
〕

戦
事
ま
し
〕

3７４



八
八
三
年

○
億
国
電

○
都
中
郵

の
み
〕

○
海
防
近

○
会
議
遥

○
西
報
辮

な
り
〕

○
法
思
洩

を
被
る

○
天
津
郭

八
八
三
年
七
月
九
日
〈
光
緒
九
年
六
月
初
六
日
）

○
法
人
購
辮
軍
火
〈
法
人
、
軍
火
を
購
辮
す
）

○
法
船
赴
越
（
法
船
、
趣
に
赴
く
〉

○
越
南
近
耗
〔
法
人
の
越
南
を
謀
る
は
、
朝
野
同
心
と
調
う
べ
し
〕

○
東
京
近
傳
〔
黒
旗
ま
た
法
軍
と
開
仗
す
〕

八
八
三
年
七
月
六
日
（
光
緒
九
年
六
月
初
一
一
一
日
）

◎
論
辺
防
不
可
廃
弛
（
辺
防
は
廃
弛
す
べ
か
ら
ざ
る
を
論
ず
）

○
法
国
郵
音
〔
法
国
、
志
し
て
遠
略
に
動
む
る
も
、
然
れ
ど
も
財
用
は
甚
だ
耗
繊
す
る
に

似
た
り
〕

○
越
南
近
耗
〔
十
七
の
晩
、

や
を
悉
ら
ず
〕

八

八

八
八
三
年
七
月
七
日
（
光
緒
九
年
六
月
初
四
日
）

③
西
人
論
法
難
動
衆
以
攻
趣
く
西
人
、
法
は
衆
を
動
か
し
て
以
て
趣
を
攻
め
難
き
を
論
ず
）

年
七
月
十

報
〔
法
軍
の
南
定
に
駐
守
す
る
者
は
近
ご
ろ
多
く
染
ま
り
て
痢
症
あ
り
〕

伝
〔
法
国
の
新
公
使
、
牧
師
の
鵬
害
を
将
て
中
国
に
向
い
て
償
を
索
む
〕

誰
〔
法
国
の
兵
船
、
水
雷
を
被
り
て
撃
沈
ざ
る
と
は
、
そ
の
実
乃
ち
子
虚
の
談

七
月
五
日
〈
光
緒
九
年
六
月
初
二
日
）

音
〔
鎮
遠
鉄
艦
は
詳
験
の
後
を
俟
ち
て
即
ち
に
駛
し
て
中
国
に
来
ら
ん
と
す
〕

音
〔
戦
を
以
て
宜
し
と
為
す
者
は
八
人
あ
り
、
そ
の
和
を
主
と
す
る
者
は
二
人

恨
（
法
、
根
を
洩
さ
ん
こ
と
を
思
う
〉
〔
現
に
法
廷
、
李
元
戎
の
黒
旗
の
俘
誠

の
耗
に
接
有
し
、
大
い
に
震
怒
を
為
す
〕

音
〔
和
戦
の
局
は
尚
お
綴
に
決
し
難
く
、
故
に
煩
ら
く
守
戦
の
傭
を
修
む
ぺ
し
〕

日
（
光
緒
九
年
六
月
初
八
日
）

黒
旗
出
て
法
軍
を
攻
む
る
も
、

未
だ
執
が
勝
ち
執
が
負
け
る

3７５



◎
論
中
朝
請
英
国
勧
和
〈
中
朝
よ
り
英
国
に
和
を
勧
め
ん
こ
と
を
藷
う
を
論
ず
）

○
和
議
難
成
（
和
議
、
成
り
難
し
）

○
海
防
近
耗
〔
黒
旗
の
劃
提
督
、
越
兵
と
僧
同
し
て
南
定
に
進
攻
す
〕

○
法
船
赴
趣
く
法
船
、
趣
に
赴
く
〉

八
八
三
年
七
月
十

．
論
中
法
事
未
易

⑧
西
報
論
越
南
事

も
、
尚
お
未
だ

○
法
人
不
遜
〔
中

わ
ざ
る
な
り
〕

○
法
官
往
越
（
法

○
英
国
郵
音
〔
中

八
八
三
年
七
月
十
四
日
（
光
緒
九
年
六
月
十
一
日
）

◎
論
嬢
外
即
以
安
内
（
擴
外
は
即
ち
安
内
を
以
て
す
る
を
論
ず
）

○
電
音
〔
法
国
は
政
局
を
議
し
、
越
南
の
情
事
に
詞
及
す
〕

○
海
防
郵
音
〔
初
一
の
晩
、
越
南
人
性
き
て
海
防
を
攻
む
〕

○
法
国
郵
音
〔
西
貢
よ
り
海
防
に
至
る
の
電
線
は
、
以
て
輿
設
し
難
し
〕

○
法
軍
患
病
（
法
軍
、
病
を
患
う
〉

○
援
兵
未
到
（
援
兵
、
未
だ
到
ら
ず
）

八
八
三
年
七
月
十
七
日
（
光
緒
九
年
六
月
十
四
日
）

○
電
音
彙
録
〔
独
り
法
人
戦
わ
ん
と
欲
す
る
の
心
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

戦
わ
ざ
る
を
得
ざ
る
の
勢
あ
り
〕

○
襖
国
郵
音
〔
奥
廷
、
擬
し
て
将
に
出
て
調
停
を
為
さ
ん
と
す
る
も
、

啓
く
を
恐
る
〕

八
八
三
年
七
月
十
九
日
（
光
緒
九
年
六
月
十
六
日
）

○
公
債
遥
伝
（
公
憤
遥
か
に
伝
わ
る
〉
〔
越
南
の
一
役
、

十
六
日
（
光
緒
九
年
六
月
十
三
日
〉

易
調
停
（
中
法
の
事
、
未
だ
調
停
に
易
か
ら
ざ
る
を
論
ず
〉

事
（
西
報
、
越
南
の
事
を
・
論
ず
〉
〔
中
朝
は
法
人
と
決
戦
せ
ん
と
欲
す
る

だ
心
に
顧
慮
あ
る
を
免
れ
ず
〕

中
国
今
兵
を
罷
め
ん
こ
と
を
請
う
も
、
我
が
法
国
は
断
じ
て
傭
允
す
る
能

官
、
趣
に
赴
く
）

●

国
の
水
師
に
留
意
す
る
は
蓋
し
越
南
の
役
を
慮
る
な
り
〕

圏
中
は
邇
来
人
情
頗
る
甚
だ
債

即
ち
中
国
も
ま
た

ま
た
僧
を
法
国
に
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一
八
八
一
一
一
年
七
月
二
十
七
日
〈
光
緒
九
年
六
月
二
十
四
日
）

◎
論
法
人
以
紅
河
餌
各
国
（
法
人
の
紅
河
を
以
て
各
国
に
餌
す
る
を
論
ず
〉

○
船
傳
失
事
（
船
、
事
を
失
う
と
傳
う
）

八
八
三
年
七
月
一
一
十
四
日
〈
光
緒
九
年
六
月
一
一
十
一
日
〉

◎
論
法
募
華
人
為
兵
〈
法
の
華
人
を
募
り
て
兵
と
為
す
．
を
論
ず
）

八
八
三
年
七
月
一
一
十
五
日
〈
光
緒

◎
論
法
人
欲
奪
中
国
所
持
（
法
人

○
電
音
藁
録
〔
法
国
の
外
務
大
臣

問
罪
の
師
を
興
す
べ
し
、
と
〕

○
津
門
近
報
〔
都
中
の
人
民
は
〈

○
法
船
赴
趣
く
法
船
、
趣
に
赴
く

激
す
〕

○
上
海
郵

○
天
津
郭

ち
意
尚

○
法
船
侍

八
八
一
一
一
年
七
月
一
一
十
六
日
（
光
緒
九
年
六
月
一
一
十
三
日
）

◎
論
法
人
議
封
中
国
海
口
（
法
人
は
中
国
の
海
口
を
封
せ
ん
と
議
す
る
を
論
ず
）

○
法
兵
多
病
〈
法
兵
多
く
は
病
む
〉

○
津
門
近
耗
〔
法
国
は
中
国
の
銀
一
千
萬
両
を
陪
補
す
る
を
須
ち
て
乃
ち
甲
を
捲
き
て
退

か
ん
と
す
〕

八
八
一
一
一
年
七
月
一
一
十
八
日
〈
光
緒
九
年
六
月
二
十
五
日
）

◎
論
辨
理
越
事
〈
越
事
を
緋
理
す
る
今
ご
論
ず
〉

○
法
国
電
音
〔
法
国
は
擬
し
て
兵
勇
三
禽
人
を
調
遣
し
、
越
南
に
馳
往
せ
し
め
ん
と
す
〕

○
法
船
来
越
（
法
船
、
趣
に
来
る
）

音
〔
李
伯
相
、
特

音
〔
各
大
臣
多
く

お
未
だ
決
せ
ず
〕

強
く
法
船
、
強
を

特
に
具
摺
し
て
某
軍
門
を
保
挙
し
、
兵
を
銃
ぺ
て
南
下
せ
し
む
〕

く
は
法
人
と
決
戦
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
惟
だ
皇
太
后
の
み
は
則

侍
む
）

法
人
の
事
に
因
り
、

） 九
年
六
月
二
十
二
日
）

は
中
国
の
侍
む
所
を
奪
わ
ん
と
欲
す
る
を
論
ず
）

曰
く
、
如
し
軍
火
を
越
南
に
供
す
る
者
あ
れ
ば
、
当
に

甚
だ
憤
激
を
為
す

－ノ
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八
八
三
年
八
月
十
八
日
（
光
緒
九
年
七
月
十
六
日
）

○
中
国
軍
兵
情
形

八
八
三
年
八
月
一
一
十
日
（
光
緒
九
年
七
月
十
八
日
）

○
法
人
攻
趣
く
法
人
、
趣
を
攻
む
）

○
越
南
近
耗
〔
法
軍
、
ま
た
越
人
と
交
兵
す
〕

○
戦
船
赴
趣
く
戦
船
、
趣
に
赴
く
〉

八
八
三
年
八
月
十
五
日
（
光
緒
九
年
七
月
十
一
一
一
日
）

○
美
国
郵
音
〔
中
国
、
越
南
の
事
に
因
り
、
経
に
数
委
員
を
旅
し
、
前
み
て
外
国
に
到
ら

し
め
、
軍
火
を
購
買
せ
し
む
〕

○
中
国
近
聞
〔
中
国
の
現
今
の
挙
動
は
、
…
之
を
前
日
に
比
す
れ
ば
、
更
に
留
心
を
覚
ゆ
。

聞
く
に
、
…
軍
は
三
隊
に
分
か
れ
、
そ
の
左
翼
は
某
河
よ
り
下
り
て
以
て
東
京
に
達
す
〕

八
八
三
年
八
月
九
日
（
光
緒
九
年
七
月
初
七
日
）

○
電
音
藁
録
〔
法
の
議
院
、
越
南
の
事
を
会
議
す
〕

八
八
三
年
八
月
八
日
〈
光
緒
九
年
七
月
初
六
日
〉

○
海
防
近
耗
〔
黒
旗
、
来
た
り
て
海
防
を
攻
む
〕

○
天
津
近
耗
〔
法
人
、
中
国
の
各
口
岸
を
将
て
封
禁
せ
ん
と
欲
し
、

出
さ
ざ
る
ま
し
〕

八
八
三
年
八
月
四
日
（
光
緒
九
年
七
月
初
一
一
日
）

○
．
法
国
駐
越
船
数
（
法
国
の
趣
に
駐
る
の
船
数
）

八
八
三
年
八
月
一
日
（
光
緒
九
年
六
月
一
一
十
九
日
）

○
析
津
郵
音
〔
各
処
の
兵
民
、
皆
法
と
開
仗
せ
ん
と
欲
し
、

す
〕

○
中
法
近
間
〔
英
国
の
某
大
臣
、

曽
襲
侯
と
会
晤
し
、

談
法
越
の
事
に
及
ぶ
〕

以
て
敵
侭
し
て
同
仇
せ
ん
と

居
民
、
憤
激
の
辞
を

３７８



一
八
八
一
一
一
年
八
月
一
一
十
四
日
（
光
緒
九
年
七
月
二
十
二
日
）

◎
論
法
人
必
不
肯
退
兵
（
法
人
は
必
ず
兵
を
退
け
る
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
を
論
ず
）

○
越
南
近
耗
〔
法
人
、
募
る
所
の
越
南
の
兵
勇
を
督
帯
し
、
住
き
て
南
定
を
攻
む
〕

八
八
一
一
一
年
八
月
一
一
十
二
日
（
光
緒
九
年
七
月
二
十
日
）

○
法
越
近
耗
〔
法
兵
の
一
隊
、
海
防
よ
り
超
程
し
海
東
鎮
に
進
攻
す
る
あ
り
〕

○
越
南
軍
・
務
近
聞
〔
法
国
の
武
員
、
募
る
所
の
中
国
客
籍
の
人
を
領
有
し
、
往
き
て
宣
化

城
を
攻
め
ん
と
欲
す
〕

八
八
三
年
八
月
一
一
十
一
日
〈
光
緒
九
年
七
月
十
九
日
）

○
越
南
近
事
〔
黒
旗
党
は
現
に
新
地
を
拠
守
し
て
以
て
根
本
の
地
と
為
す
〕

○
王
弟
継
位
（
王
弟
、
位
を
継
ぐ
）

○
中
法
越
三
国
交
渉
近
間
〔
定
遠
の
造
成
の
後
、
駕
し
て
華
に
回
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
法

国
中
途
に
載
捻
す
る
を
深
く
恐
る
〕

○
奥
臣
持
論
〔
現
在
、
興
国
の
維
也
納
京
中
の
臣
僚
会
議
し
、
頗
る
中
法
両
国
の
越
南
の

事
に
於
て
必
ず
干
戈
を
動
か
す
を
慮
る
〕

八
八
三
年

③
法
人
示

口
を
掲

○
東
京
近

得
る
〕

○
霧
辺
近

八
八
三
年
八
月
一
一
十
五
日
〈
光
緒

○
法
軍
敗
績
続
聞

○
為
国
報
効
（
国
の
為
に
報
効
す

を
召
募
し
、
以
て
国
家
に
報
効

○
越
京
被
攻
（
越
京
、
攻
を
被
る

八
月
二
十
七
日
（
光
緒
九
年
七
月
二
十
五
日
〉

禁
（
法
人
、
禁
を
示
す
）
〔
大
法
国
の
安
南
に
住
す
る
の
水
師
都
統
領
孤
、
封

示
す
る
の
事
の
為
に
す
〕

聞
〔
法
箪
、
前
に
黒
旗
に
敗
ら
る
る
に
因
り
、
新
た
に
募
り
て
兵
勇
三
百
名
を

ノー$

喝
督
張
制
憲
、

擬
し
て
再
び
兵
勇
を
募
ら
ん
と
す
〕

●

〉
〔
旧
金
山
に
旅
層
す
る
の
華
人
、

せ
ん
と
す
〕

〉 九
年
七
月

ロ

十

日
、￣

特
に
擬
し
て
義
勇

3７９



一
八
八
三
年
九
月
四
日
（
光
緒
九
年
八
月
初
四
日
）

八
八
三
年
九

○
法
軍
敗
北

○
華
人
散
槙

の
倫
は
翁

○
准
軍
赴
恩

○
越
南
電
音

○
法
越
近
間

を
議
す
る

八
八
三
年
八

．
論
辺
防
不

○
法
軍
敗
耗

○
越
事
近
間

八
八
一
一
一
年
八
月
三
十
日
（
光
．
緒
九
年
七
月
一
一
十
八
日
〉

○
中
法
近
間
〔
中
国
当
道
の
意
は
藩
服
を
保
護
す
る
を
存
す
〕

○
兵
勇
来
響
（
兵
勇
、
璽
に
来
る
）
〔
越
南
の
事
、
辺
防
孔
だ
亟
か
な
る
に
因
り
、

調
兵
し
て
以
て
各
処
に
分
遣
駐
紮
す
る
に
便
な
ら
し
む
〕

○
呉
湘
近
事
〔
中
国
、
、
現
に
紛
紛
と
し
て
軍
兵
を
調
遣
す
〕

八
八
三
年
八
月
一
一
十
九
日
〈

○
越
南
近
間
〔
法
人
、
順
化

翌
日
、
力
支
え
る
能
わ
ず

○
都
中
近
間
〔
雲
貴
総
督
の

黒
旗
を
助
く
〕

○
越
南
近
事
〔
越
南
、

し
く
冊
封
を
請
う
〕

〔
黒
旗
屡
々
法
人
を
敗
る
の
後
よ
り
、
義
声
遠
迩
に
播
き
、
凡
そ
血
気
あ
る

然
と
し
て
同
に
称
え
ざ
る
な
し
〕

（
推
重
、
図
に
赴
く
〉

〔
法
人
、
越
廷
と
議
し
て
和
約
を
立
つ
〕

〔
越
王
、
法
人
の
順
化
砲
台
を
攻
琴
す
る
に
因
り
、
已
に
計
り
て
法
人
と
和

を
決
す
〕

月

月
三
十
一
日
〈
光
緒
九
年
七
月
一
一
十
九
日
）

宜
積
弛
（
辺
防
は
宜
し
く
精
も
弛
く
す
べ
か
ら
ざ
る
を
論
ず
）

〔
越
南
は
己
に
法
国
と
和
を
議
す
〉

日
（
光
緒
九
年
八
月
初

現
に
使
臣
を
遣
し
、

岑￣城光

緒
九
年
七
月
二
十
七
日
）

外
の
砲
台
を
轟
撃
し
、
越
兵
、

宮
係
、
現
に
兵
勇
を
調
有
し
、

哀
摺
を
賛
有
し
、

日
●

、■〆

前
み
て
中
朝
に
到
り
、

力
を
喝
し
て
固
守
す
る
も
、

・
越
南
に
前
赴
し
て
以
て

故
に

泰

３８０



一
八
八
三
年
九
月
六
日
〈
光
緒
九
年
八
月
初
六
日
）

◎
論
法
越
議
和
（
法
越
和
を
議
す
る
を
論
ず
）

○
推
兵
又
到
（
准
兵
、
ま
た
到
る
）

○
霧
辺
続
聞
〔
張
制
憲
、
妥
員
を
派
委
し
て
両
噌
に
在
り
て
召
募
せ
し
む
〕

○
法
人
気
沮
〈
法
人
、
気
沮
け
る
）

○
法
越
交
兵
項
録
〔
法
兵
、
腹
背
に
敵
を
受
け
、
狼
狽
し
て
逃
げ
回
る
〕

一
八
八
三
年
九
月
七
日
（
光
緒
九
年
八
月
初
七
日
）

②
西
報
論
中
法
交
渉
事
（
西
報
、
中
法
交
渉
の
事
を
論
ず
〉
〔
中
国
は
越
南
を
度
外
に
置

く
〕

○
美
国
郵
音
〔
法
人
の
越
南
を
謀
取
す
る
は
、
殊
に
寒
心
を
為
す
〕

八
八
三
年
九
月
五
日
（
光

◎
論
中
朝
欲
救
越
南
宜
璽

兵
を
発
す
べ
き
を
論
ず

○
法
使
憂
卒
（
法
使
、
憂

○
海
防
近
耗
〔
華
人
一
萬

○
法
越
和
約
続
聞

八
八
三
年
九
月
八

○
電
音
蕊
録
〔
窪

殊
に
慮
す
〕

○
越
南
近
間
〔
窪

を
成
さ
ん
と
孵

○
法
軍
敗
耗
〔
逹

現
に
、
法
人
、

募
り
て
電
と
遙

Ｏ
越
南
近
耗
〔
越
王
、

法
公
使
、
河
内

欲
す
る
む
り
〕

法
軍
の
此
の
役

黒
黄
二
旗
の

為
し
、
選
び
て

八
日
〈
光
緒
九
年
八
月
初
八
日
〉

法
廷
、
中
国
兵
一
萬
五
千
の
馳
せ
て
越
南
に
赴
く
あ
る
を
驚
悉
し
て
、

現
に
法
人
と
和
を
議
す
〕

五い－

緒
九
年
八
月
初
五
日
）

発
兵
（
中
朝
は
越
南
を
救
わ
ん
と
欲
す
．
れ
ぱ
、

卒
す
〉

千
、
将
に
越
南
に
赴
き
て
以
て
戦
務
を
助
け
ん
と
す
る
あ
り
〕

、
露
場
に
頭
命
す
る
者
は
蓋
し
江
東
の
子
弟
の
数
な
り
。

鋭
く
し
て
当
た
る
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
擬
し
て
越
人
を

前
鋒
と
作
さ
ん
と
す
〕

に
前
往
す
．

此
の
行
、
蓋
し
越
人
を
召
募
し
て
以
て

宜
し
く
亜
か
に

隊 心

3８１


